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「キラリと輝き、躍動感あふれる苫前町」
の実現に向けて

平成１８年度に策定した「第４次苫前町総合振興計画・前期基本計画」は、まちづく
りの長期的展望を示した本町の最上位計画であり、町政のすべての分野における指針と
なるものです。

本町では、この総合振興計画の基本構想に示すまちの将来像「ふるさとの誇りと希望
を育むまち」、「一人ひとりが生き生きと輝き元気なまち」、「地域の各産業が多岐にわた
って連携し、チャレンジする力をつけるまち」の実現を目指し、これまで５年間、計画
の推進を図ってまいりました。

しかしこの間、わが国の社会経済情勢は大きく変化しており、人口減少・超高齢化社
会への突入やこの一年で急激に悪化した経済動向などは、住民生活にもさまざまな影響
を及ぼすものとなっています。また、地方分権改革の一層の進展など、住民の最も身近
な基礎自治体としての町行財政運営のあり方そのものが問われるような変化が生じてい
ます。

こうしたなかにあって、住民の行政に対するニーズは、年々多様化していることから、
新たな情勢への対応を図るとともに、地域の自立を目指しつつ、住民と行政の協働によ
り「質」、そして「満足度」の高いまちづくりを進めて行くことが、重要であると考え
ています。

このような状況を踏まえ、平成２３年度から平成２７年度までの５年間を計画期間と
する後期基本計画を策定いたしました。

策定にあたりましては、住民の皆様の視点からさまざまな行政ニーズを捉えるため、
まちづくり懇談会や生き活き出前講座など、多様な住民参加の機会を設けるとともに、
各産業団体等により推薦を受けた委員からなる「苫前町総合振興計画策定委員会」から
のご提言や苫前町開発審議会による審議、さらには、パブリックコメントによる意見募
集を行うなど、積極的に住民の皆様にご参加をいただき、策定されたものであります。

こうした機会のなかでお聴きした生の声は、今後の行財政運営にあたり大変参考にな
るものであり、この後期基本計画は、厳しい財政状況のなかではありますが、こうした
ご意見を可能な限り反映させたものとなっております。

これから平成２７年度までの５年間、この後期基本計画に基づき、住民の皆様と力を
合わせ総合力を活かした「地域力」を高めるとともに、「人か輝き躍動する苫前町」を
実践してまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

結びに、本計画の策定にあたり、様々なかたちで貴重なご意見、ご提言をいただきま
した住民の皆様、また、ご尽力いただきました関係各位に心から感謝を申し上げます。

平成２３年３月

苫前町長 森 利 男
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第１章 計画の概要

第１節 計画策定の趣旨

「総合振興計画」は、地方自治法に策定すること（基本構想）が定められている地方
自治体の最上位計画でありますが、地方分権型社会の進展を受け、あらゆる分野におい
ても歴史的な転換期が訪れており、時代変化とともに、その役割も変化しています。
地方分権がいよいよ実行段階を迎えた今、これからの自治体には、自らの責任と判断

で自らの進むべき方向を決め、自らが実行できる行財政の確立が求められており、個性
的で自立した町の経営・マネジメントする視点に立った「地域経営の総合指針」として
の総合振興計画が必要となります。
また、こうした個性的で自立したまちづくりを進めていくためには、地域住民の参画

と協働が必要不可欠な要素であり、住民と行政が新たなパートナーシップを確立し、協
働のまちづくりを推進するための「住民参画・協働の総合指針」として、役割も強く求
められています。
さらに、国や道、周辺自治体等に対しては、「わがまち・苫前の主張」を提示するも

のと位置づけ、必要な施策を調整・反映させていく連携の基礎として、活用していくこ
とが求められています。
こうした重要な役割・位置づけを踏まえた、最新の状況や将来展望に基づく総合振興

計画の存在は、現在に生きる私たちが次世代に誇りを持ってつないでいく“持続的に発
展していくことができる自主・自立のまちづくり”を進めるために、きわめて重要なも
のです。
このことから、第４次苫前町総合振興計画・後期基本計画の策定にあたっては、前期

基本計画を踏まえ、町政各分野の現況と課題を明らかにして、苫前町が地方分権型社会
の進展を迎えて、力強く発展していくべき方向性や主要な施策を示すものです。

第２節 計画の性格

１．計画の性格
（１） この計画は、本町の望ましい将来像を樹立し、その実現のため施策の方向を

明らかにするものです。
（２） この計画は、個性的で自主・自立したまちを経営するための「地域経営の総

合指針」となるものであり、かつ、協働のまちづくりを推進するための「住民
参加指針」となるものであり、さらに協働のまちづくりを推進するための「住
民参加・協働の総合指針」となるものです。

（３） この計画は、本町の事業や施策ばかりでなく、住民、企業、国及び道等の関
連施策も含まれています。したがって、適切な役割分担のもとで、全町民が力
を合わせ計画の実現に向け、努力する必要があります。

第３節 計画の名称・構成・期間

１．計画の性格
本計画の名称は「第４次苫前町総合振興計画」と称し、平成１８年度から平

成２７年度までの１０年間の計画期間とします。
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２．計画の構成
第４次苫前町総合振興計画は、基本構想・基本計画の２部構成とし、別に実

施計画を示します。

① 基本構想
平成２７年を目標として、２１世紀の苫前町の将来像を描き、その目標を達

成するための基本構想の推進方策・まちづくりの施策の大綱を定めます。

② 基本計画
基本構想に定めた目標を実施するための施策について、各分野ごとに体系的

に定め、計画期間は次のとおりとします。
（１）前期基本計画 自：平成１８年度 至：平成２２年度
（２）後期基本計画 自：平成２３年度 至：平成２７年度

③ 実施計画
基本計画で定められた施策を計画的・効率的に整理・検討し、概要を示しま

す。
この計画は、前期計画及び後期計画期間中において、それぞれの計画実施後

３年目に策定するものとして、予算編成の指針となるようローリング方式によ
る検討を加えます。

（１）前期計画における実施計画策定年度 平成２０年度
（２）後期計画における実施計画策定年度 平成２５年度

第４節 計画の推進方針

本計画は、本町における今後のまちづくりマスタープランとして尊重し、住民や各種
団体の十分な理解と参画・協力を得ながら、次の方針に基づき推進していくこととしま
す。

１．計画の普及
本計画を実行するための原点は、計画が広く認識され、内容が理解されるこ

とにあります。
このため、計画や計画書をさまざまな広報媒体を通じて、住民や各種団体、

関係機関等への計画の普及を図ります。

２．具体的な検討
本計画の施策の中には、具体化に向けてさらに検討を要するもの、個別の計

画策定が必要なもの、国・道等関係機関の支援を要するものが含まれています。
これらについては、実現の方法や具体的内容などについて、住民を交えた検

討を加え、関係機関等へ効果的な働きかけを行います。

３．計画の進行管理
本計画は、「基本構想」 「基本計画」 「実施計画」 「年次予算」

「実行」 「評価」の体系により進めます。
この体系に基づき計画の調整、管理機能を強化するとともに、全体計画の進

捗状況の把握や未達成施策の分析など、計画の進行管理に努めます。
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第５節 他計画との関連

現在の地方行政を取り巻く環境は、道州制や新たな地方財政制度など、地方分権改革
の推進や自治体のあり方が大きく変わりつつあります。
本町の今後の総合計画の推進にあたっては、国の「北海道総合開発計画（平成２０年

度～平成２９年度）」や「新・ほっかいどう総合計画＝北海道未来創造プラン（平成２
０年度から概ね１０年間）」とできる限り整合を図りながら、国と地方自治体は対等な
立場であることを基本に、相互に連携と協力関係を大切にしながら、公共的課題の解決
を図っていきます。

第２章 苫前町を取りまく社会・経済状況の変化

わが国における社会経済情勢は、かつて経験したことのない急速な少子高齢化の進展
をはじめ、環境問題の深刻化、情報通信技術の進展など大きく変化してきています。
こうした時代の潮流の変化を的確にとらえるとともに、地域の特性などを踏まえなが

ら、本町が進むべき方向性を見定めていく必要があります。

少子高齢化の急速な進展

わが国の総人口は、平成１７年をピークに減少として転じ、平成２６年には６５
歳以上人口が２５％を超え、超高齢化社会を迎えようとしています。
また、晩婚化や夫婦世帯が持つ子どもの数の減少化の進展などを要因とした少子

化も依然続いていくものと予測されています。
このような少子高齢化の進展は、医療、介護など様々な分野での新たなサービス

需要の増加と多様化をもたらす反面、年金や医療保険などの社会保障の分野では、
ますます負担が大きくなっていくものと考えられています。
このため、若い世代が定住し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりや農

業・漁業を中心とした産業の振興、雇用環境の整備、健康づくりなど、住民が安心
して暮らせる福祉の充実、生活環境の整備がこれまで以上に必要となります。

環境問題の深刻化

地球温暖化をはじめ、森林の減少、オゾン層の破壊、海洋汚染などさまざまな環
境問題が深刻化しつつあり、世界的な規模での対応が求められています。
このため、「より良い環境を未来に引き継ぐ環境重視型社会を創造する」ことが

重要であり、環境にやさしいまちづくりを実践するためにも、従来にも増して環境
保全や循環型社会の実現に向けたさまざまな取り組みが必要となります。



- 8 -

高度情報化通信社会の進展

情報化処理技術や情報通信技術の飛躍的な発展・普及は、経済活動、住民生活、
行政のあり方など、あらゆる分野に大きな影響を及ぼしています。
経済活動の面では、新たな産業の創出や通信サービスによる高コスト構造の是正

等が期待されるほか、住民生活の面では、個人が多くの情報を選択的に享受でき、
多様な社会参加システムの参加が可能になると認識されています。
一方、本町においては、厳しい財政状況と相まって、地域公共ネットワークなど

の情報通信に係る基盤整備の遅れが顕著であり、インターネットを中心とする情報
通信技術（ＩＣＴ）を活用した地域の活性化を進めるための環境整備などにも、十
分に取り組むことができていない状況です。
このため、費用対効果を重視しつつ、基盤整備を一層着実に進めるとともに、限

られたＩＣＴを最大限に活用して、生活者のニーズと社会構造の変化を見据えた新
しい地域産業の育成や、より質の高い住民サービスの提供につとめる必要がありま
す。

地方分権社会への対応

平成１２年４月に、地方分権一括法が施行されたことに伴い、地方自治体におい
ては、自主性、自立性が求められているとともに、基礎自治体としてその果たす役
割はますます重要になってきています。
また、国や地方の財政の悪化が懸念される中にあっては、公正で透明性の高い、

簡素で効率的な行政を推進することが大きな課題となっており、政策形成能力の向
上や説明責任、情報公開などが強く求められています。
一方、住民においても、まちづくりの主体である住民自らが、自己の権利と責任

において、地域の問題に取り組んでいくことが求められています。
このため、本町においては、さらなる行財政改革の推進とともに、住民の多様な

ニーズに的確に応える必要があります。
また、行政サービスを充実させ豊かなまちを形成していくために、行政や住民が

相互に理解し、それぞれの責任の中で役割分担を行う協働のまちづくりの一層の推
進が必要となります。

第３章 苫前町のまちづくりの課題

美しい風景の保全育成と有効な土地利用の推進

本町は、海と山に囲まれた自然環境にあるなか、その快適な地域景観や環境は、
住民の共有する財産であり、今後も海・川などの水辺環境や歴史景観、さらには田
園のふるさと景観の保全など、こうした美しい風景を保全育成することが、誇りの
持てるまちにするための基本です。
このため、住民が快適に暮らすための土地利用にあたっては、豊かな自然環境を

大切にしながら、公共の福祉、土地の持つ社会的・経済的・文化的条件を十分に考
慮し、限られた土地を有効に利用することが求められています。
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定住促進と高齢化社会に対応したまちづくり

急速な少子高齢化、核家族化の進行による世帯構造の変化に対応した、魅力と活
力にあふれた地域づくりや地域再生を推進するため、「住まいの安心確保対策」を
講じる必要があります。
このため、今後は、定住促進の施策をさらに進めると同時に、高齢者が安心して

暮らせるバリアフリー化を図るなど、社会基盤の整備などを進めるとともに、保健
医療や福祉の充実を図ることが求められています。さらには、高齢者が生きがいを
持って暮らせるようなまちづくりも求められています。

ふれあい・支えあうコミュニティの形成

まちづくりには、住民が集まり語らいながら、創造していくことが必要であり、
少子高齢化社会においては、お互いが支えあいながら暮らしていくことが求められ
ています。
このため、コミュニティ組織などの住民活動の活性化を促進するなど、「協働」

が経済・雇用、少子・高齢化や環境問題への対応といった幅広い分野で、地域社会
を支える仕組みとして定着するためにも、連帯あるコミュニティの形成が必要不可
欠となります。

苫前町の特性を生かした産業の育成

本町は、風車のあるまちとして広く知られていますが、まちの中心的な産業は農
畜産業と水産業となっています。
このため、中心的産業である地場産品の付加価値化や本町の持つ自然環境の魅力

を活かして、農林水産業と地域特性を生かした観光資源とを結びつけた交流型産業
を進めていくことが必要です。さらには、農林水産業や製造業、流通・サービス、
観光など、関連産業との交流の促進と産業支援の高度化を図りながら、新たな産業
づくりや起業家の育成を図り、まちの足腰を強めることが求められています。

交流人口の増加に伴う活気あふれるまちづくり

とままえ温泉ふわっとやホワイトビーチなどの観光施設に多くの観光客が訪れ、
それを通じた人との交流は、まちに活気を生みます。
このため、地域特性を生かしたイベント交流やスポーツ・文化交流などを進めな

がら都市との交流人口を増やし、人と人とのネットワークの形成や情報交換などを
行い、活気あふれるまちとなるようにすることが必要です。
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地域間や異業種間の連携と役割分担によるまちづくり

本町は、海岸部と内陸部に地域が分かれています。
このため、産業を含めた地域が、それぞれの特徴を活かしながら連携と役割分担

を行い、さまざまな魅力と機能を持つまちにすることが必要です。さらには、地域
間の人の交流を活発にするような場や機会を増やし、住民相互の連帯感が高まるよ
う、まちづくりを進めることが必要です。

未来のための人づくりの推進

まちの持続的な発展のためには、本町を担う人材の育成が必要です。
このため、地方分権に伴う地域の自立や地域間の競争に対応できる、チャレンジ

精神があり創造的で経営感覚のある人や、国際化社会に対応した広い視野の持てる
人など、さまざまな人材を育むことができるようにすることが求められています。
また、住民参加によるまちづくりを進め、まちづくりの理解を深めてもらうと同

時に、行政と協力しながらまちづくりをリードしていく、地方自立の次代を担う人
づくりを進めることが必要です。
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基本構想
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第１章 まちづくりの基本目標

第１節 構想の目的

この構想は、先人の不屈の精神によって築かれた苫前町の歴史・文化を受けつぎ、よ
り個性的で魅力ある町として次世代につなげるため、住民の福祉向上と産業の発展を目
指し、住民が誇りと愛着の持てる郷土苫前町の２１世紀の将来像の実現に向けて、その
構想の体系を示し、町政の総合的かつ計画的な運営を図ることを目的とします。

第２章 まちづくりの構想と将来像

第１節 まちづくり構想の体系

苫前町の将来像
① ふるさとの誇りと希望を育むまち

（生活環境基盤）
② 一人ひとりが生き生きと輝く元気なまち

（健康・福祉・教育・文化、コミュニティ）
③ 地域の各産業が多岐にわたって連携し、チャレンジ

する力をつけるまち
（産業）

基本構想の推進方策
１．住民参画の推進
２．行政運営の推進
３．広域行政の推進
４．財政運営の健全化

まちづくりの施策の大綱
１．住みよい町の快適計画 （生活基盤）
２．心ふれあう町の健康計画（健康・福祉）
３．心ゆたかな町の創造計画（教育・文化、コミュニティ）
４．活力ある町の躍動計画 （産業）
５．土地利用の基本方針

第２節 苫前町の将来像

１０年後の苫前町は、このような町をめざします。
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ふるさとの誇りと希望を育むまち（生活環境基盤）

日常の舞台となる充実した住環境や生活基盤が整っていて、安心して豊かさを実
感できる、誰もが住みたくなる快適なまちをめざします。
日本海を背景にした壮大な自然環境や景観を大切にしながら、美しいまちづくり

をめざします。

一人ひとりが生き生きと輝く元気なまち
（健康・福祉、教育・文化、コミュニティ）

すべての住民が明るく元気に生活し、幼児から高齢者まで安心して暮らせる福祉
施策の充実や連携のとれた、いきいきと暮らせるまちをめざすとともに、互いに助
け合い、交流しあえるまちをめざします。
高度情報化や国際化時代に対応した学校教育を推進し、これからの社会に対応し

た人づくりを進めるとともに、住民ニーズに対応した生涯学習機会の充実や住民が
スポーツ・文化に親しむ機会の拡充を図ります。
住民のだれもがいつでも気軽に集い、語りあえる場や機会を創出し、活気とふれ

あいがあるまちをめざします。
また、住民が主体となるまちづくりをめざし、住民と行政が双方向でつながりを

持ったまちをめざします。

地域の各産業が多岐にわたって連携し、チャレンジする
力をつけるまち（産業）

まちの基幹産業である農業・林業・水産業と、これらの生産活動に連動して商業
・工業等が展開することが重要であり、産業の活性化のための住民が知恵を出し合
い行動するしくみを進めながら、新たな雇用機会の創出を図るなど、元気と活気に
あふれたまちをめざします。
また、自然環境・風力発電・温泉を活かした観光産業を結びつけた苫前町オリジ

ナルの交流型産業を構築し、誰もが訪れたくなるまちをめざします。

第３節 苫前町の人口及び就業構造

１０年後の苫前町は、このような町を想定するものとします。

人口の想定

国勢調査人口の推移を見ると、平成７年から平成１７年までに６６６人の減少と
なっています。
国勢調査人口による年齢別人口の推移では、平成２年から平成１７年までに５５

～５９歳の減少（１９０人減）が最も多く、逆に６５歳以上の人口は増加（３２１
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人増）としており、今後も高齢化が進むことが予想されます。
人口動態を見ると過去１０年間で死亡者が出生者を上回っており、自然減（２５

２人減）となっています。また、転出者が転入者を上回っており、社会減（５９９
人減）が続いていますが、近年鈍化傾向となっています。
これらの要因としては、新規学卒者等の転出、第一次産業従事者の高齢化及び後

継者不足に伴う廃業、転出等が主なものです。
各産業における情勢は厳しい状況にありますが、社会基盤の整備や産業の振興、

情報化の促進により本町の活性化を進めるなかで、一般的に用いられている「コー
ホート法」の「センサス変化率」（ある年の性別・年齢別人口を基準人口として、
それをもとに変化率を求め、将来人口を推計する手法）に基づく推計により、平成
２７年の目標年次には人口３，５７２人と想定されます。
また、世帯数においては、平均世帯人数を２．１９人と予想し、１，６３３世帯

と想定されます。

◯ 国勢調査人口の推移

５，５００

●
5,251

５，０００

● 4,868 4,645

４，５００ ●
4,202

４，０００ ●

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年

◯ 国勢調査人口による年齢別人口の推移
（単位：人）

年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年

区分 （１９９０） （１９９５） （２０００） （２００５）

世 帯 数 １，８６２戸 １，８２２戸 １，７７４戸 １，６８９戸

人口総数 ５，２５１人 ４，８６８人 ４，６４５人 ４，２０２人

男 女 2,529 2,722 2,341 2,527 2,243 2,402 1,989 2,213

０～ ４歳 ２２４ １８３ １８３ １４８

５～ ９歳 ２４４ ２３１ １８８ １６４

１０～１４歳 ２７５ ２２８ ２２１ １７１

１５～１９歳 ３２６ ２４８ ２６９ ２２０

２０～２４歳 ２３８ ２３８ ２０１ １４７

２５～２９歳 ２５６ ２０６ ２５２ １８０

３０～３４歳 ２５０ ２２０ ２２２ ２２１

３５～３９歳 ２９３ ２４４ ２４４ ２２６

４０～４４歳 ３３３ ２９５ ２４０ ２１９

４５～４９歳 ３７５ ３２７ ２８４ ２４９

５０～５４歳 ４６５ ３６６ ３１０ ２８２

５５～５９歳 ４８６ ４３６ ３３２ ２９６

６０～６４歳 ４２６ ４３７ ３８０ ２９８

６５歳以上 １，０６０ １，２０９ １，３１９ １，３８１
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◯ 人口動態
（単位：人）

区 分 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

自然 出生 ２７ ３７ ２８ ３６ ２４ ２１ １５ ２４ ２０ ２４

動態 死亡 ３８ ４６ ３８ ４３ ８４ ４９ ５９ ４２ ５６ ５３

社会 転入 １７１ １７６ １４７ １３６ １４２ １３７ １２６ １３０ １０８ １０７

動態 転出 ２４５ １６５ ２００ ２３４ ２００ １８０ ２００ ２０６ １７４ １７５

（住基年報：各年度３月末）

就業構造の想定

平成２年度の本町の就業者総数は、２，９０６人で、人口に対する就業者比率は
５５．３％でした。
平成７年は就業者総数２，６８６人、就業者比率５５．２％であり、平成１２年

は就業者数２，４３０人、就業者比率５２．３％であり、平成１７年は就業者総数
２，０８４人、就業者比率４９．６％と推移しており、就業者比率は年々減少の傾
向にあります。
また、産業別の就業構成比率において、平成２年は第一次産業３９．６％、第二

次産業２５．０％、第三次産業３５．４％、平成７年には第一次産業３７．３％、
第二次産業２７．３％、第三次産業３５．４％となり、平成１２年は第一次産業３
５．９％、第二次産業２４．５％、第三次産業３９．６％となり、平成１７年では
第一次産業３８．７％、第二次産業１７．０％、第三次産業４４．３％と推移して
おり、各産業ともに減少傾向にあります。
以上の結果を踏まえた上で、現在の社会風潮である少子化等を勘案し、本町の平

成２７年就業者数については、就業者比率を５５．１％と設定し、１，９６８人と
想定されます。
さらに就業者の産業別就業構成比率においては、「トレンド法」（過去の動態、い

わゆる傾向が将来とも同様に推移するという考えに基づく推計方法）に基づく推計
により、第一次産業３０．４％、第二次産業２４．４％、第三次産業４５．２％に
設定すると、各産業別就業者数は第一次産業５９８人、第二次産業４８０人、第三
次産業８９０人と想定されます。

◯ 産業別就業構成
（単位：人、％）

項目 第一次産業 第二次産業 第三次産業 合 計

年度 就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比

平成 ２年 1,151 39.6 725 25.0 1,030 35.4 2,906 100.0

平成 ７年 1,002 37.3 732 27.3 951 35.4 2,686 100.0

平成１２年 873 35.9 595 24.5 962 39.6 2,430 100.0

平成１７年 807 38.7 353 17.0 924 44.3 2,08４ 100.0
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第３章 基本構想の推進方策

第１節 住民参画の推進

この構想の推進にあたっては、住民の積極的な参加が不可欠であり、住民の意向が行
政に反映され、住民と行政が一体となった夢と希望のあるまちづくりを進める必要があ
ります。
このため、住民の意向を把握するとともに、町政についての広聴・広報活動につとめ、

行政に対する参加意識の高揚を図り、自らが行う住民自治を基本とした「まちづくり基
本条例」を推進し、地域住民とともに知恵を出し合い、情報の共有を図りながら、特色
あるまちづくりを構築します。

第２節 行政運営の推進

行政に対する住民ニーズは、人口の高齢化や高度情報化の進展、住民の価値観など多
様化・複雑化しており、「より身近な行政を担う場」としての自己決定や自己責任を含
めた行政機能の発揮が求められています。
このため、まちづくりの一端を担う行政職員の資質向上を図り、行政需要に対する事

務事業の見直し、経費削減と事務の効率化に加え、情報の推進や北海道からの権限移譲
の積極的な受入等に伴う行政サービスの向上につとめ、住民と行政とが一体感を強めた
行政運営を構築します。

第３節 広域行政の推進

住民の日常生活圏の拡大に伴い、行政ニーズも広域化・多様化してきており、単独の
市町村では効果的な対応が困難な課題や、広域的な整合性が必要な課題が一層増加し、
これらに対応できうる行政の広域連携が求められています。
このため、関係市町村との機能分担を明確にするとともに、それぞれの地域特性を活

かした相互の連携・強化を進めながら、効率的、効果的な広域行政を進めます。
また、住民サービスの向上や財政の更なる効率化を図るため、新たな広域連携事業を

検討します。

第４節 財政運営の健全化

国の行財政改革に伴う地方交付税などの減額及び人口の流出や景気の低迷に伴う町税
の減収により、財政基盤は脆弱な状況下にありますが、行政に対する多様化・複雑化す
る住民ニーズに的確に応えた「だれもが安心して暮らせるまちづくり」を進める必要が
あります。
このことから、本構想に基づく諸施策を実現するため、弾力的かつ効果的に対応でき

る体制の整備・確立を図るとともに、経費の節減合理化を実施し、長期的展望に立った
健全財政を基本として、行政サービスの維持向上に努めます。
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第４章 まちづくりの施策の大綱

第１節 住みよい町の快適計画

１．道路・交通体系

安全で利便性のよい快適な道路計画づくりを基本とし、地域の特性に合わせた国
道・道道の整備を要望するとともに、町道などについても計画的に整備を進め、歩
行者や交通量に配慮した安全で機能的な交通体系の確立を図り、あわせて景観やユ
ニバーサルデザインに配慮した良好な道路環境の整備を進めます。
また、住民生活の重要な足となる生活路線バスの維持については、その運行体系

の充実を推進するとともに、地域住民のニーズを的確に捉えた新交通体系を検討し
ます。
一方、冬期間の積雪時の道路交通においては、迅速かつきめ細かな除排雪体制の

確立を図ります。

２．簡易水道

安全で安定した水の供給を図るため、需要に適切に対応した水資源の確保に努め
るとともに、水道施設の適切な維持管理や災害に強い施設整備を計画的に推進しな
がら、健全で効率的な水道事業の運営に努めます。

３．下水道

地域の生活環境の改善や公共用水域の水質の保全を図るため、計画的に下水道整
備を推進するとともに、加入促進に向け普及啓発活動などを促進します。
また、下水道事業の適正な維持管理と下水道料金の適正化に配慮し、健全な事業

運営に努めます。

４．住宅・宅地

豊かで住みよい住まいづくりを目指し、宅地造成に必要な用地の確保や公営住宅
の充実を図るとともに、若者の定住化や高齢化社会に対応した住宅の整備、さらに
は、ユニバーサルデザイン（誰でも公平かつ自由に使用でき、容易に使用方法や情
報が理解でき、無理なく安全に使えるようなデザインの実現）の推進に向け、地域
の特性を活かした住環境の創出に努めます。

５．環境衛生

清潔で快適な生活環境をつくるため、環境衛生向上の啓蒙普及に努めるとともに、
ごみの減量化を進めながら資源再利用化のため、分別処理の一層の徹底を促進しま
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す。さらに環境にやさしいごみ処理や資源リサイクルのシステムを構築し、充実し
たまちづくりを推進します。
また、産業廃棄物については、円滑な処理を指導します。
し尿については、下水道等の整備による合理的かつ効果的な収集・処理体制の整

備促進に努めます。
設備を含めた火葬場の老朽化に伴い、３町村による火葬業務の広域処理に向けた

施設整備を推進します。

６．環境緑化・公園

自然の持つ多くの公益的機能を認識し、人間と自然が共存する地域社会の実現を
目指し、緑化運動や環境教育の推進を図ります。
また、住民のニーズに応じた既設公園の機能充実を図り、地域住民と行政等が連

携した維持管理や施設整備などの取り組みに努めます。

７．交通安全・防犯

人命尊重を基本理念とし、交通安全思想の普及徹底や交通安全施設の効果的な整
備を進めながら、総合的な交通安全対策を推進します。
また、犯罪のない明るい地域社会を実現するため、地域住民や関係機関などとの

連携を強化し、環境浄化と防犯意識の高揚を図り、安全で安心して暮らせるまちづ
くりを進めます。

８．消防

住民の生命や身体、財産を守るため、火災をはじめとしたさまざまな災害を未然
に防止するとともに、災害による被害の軽減を図ります。
また、消防技術の向上と消防施設及び装備の充実を図り、迅速な消防体制の確立

に努めるとともに、救急体制の充実を図ります。

９．防災

災害への対応が複雑化、多様化している状況を踏まえ、住民の自主防災意識の高
揚に努めるとともに、災害の未然防止や災害が発生した場合に迅速かつ的確に対応
できる体制の整備など、総合的な地域防災に向けた充実・強化を図ります。

１０．国土保全・治水・治山

水害・土砂災害や海岸の浸食などから、住民の生命及び財産を守るため、関係機
関と一体となって国土保全の整備を進めるとともに、自然生態系に配慮した事業の
推進に努め、安全で快適な国土基盤を形成したまちづくりを推進します。
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１１．地域情報化・通信網

高度情報通信社会に対応した地域の情報化を実現するため、情報通信基盤の整備
や情報通信技術（ＩＣＴ）の活用を図り、既存の地域社会の活性化、新しい形態の
産業や住民活動の創出を支援するなど、情報化時代に適応した元気と活気にあふれ
たまちづくりを推進します。
また、近年の多様化した住民ニーズに迅速かつ的確に対応するため、ＩＣＴの活

用を図り、行政が保有する情報や取り扱う事務などの電算化による効率的な自治体
運営の推進を図ります。

１２．自然環境保全・景観保全

身近な自然と親しむ条件づくりや地域の自然と調和した環境づくりを促進し、よ
り良い環境を未来に引き継ぐ環境重視型社会を創造します。
また、雄大な自然環境と歴史景観・ふるさと景観などを、まちの貴重な資源とし

て大切にし、開発と保全との調和のとれた景観環境づくりを促進します。

第２節 心ふれあう町の健康計画

１．保健活動・医療体制

住民の健康保持増進を図るため、セルフケア思想とプライマリーケア（＝疾病の
初期治療。患者が最初に利用すべき医療は、身近な地域医師との信頼関係に基づき、
適切な診断処置及び以後の療養の方法の指導がなされるべきとする考えに基づくも
の）を重視し、各種保健事業の推進と地域医療体制の充実を促進するとともに、各
関係機関等との組織連携強化を図りながら、保健事業を推進します。

２．地域福祉

ノーマライゼーション（障がいを持つ人や適応力の乏しい高齢者の生活を、でき
うる限り健常者の生活と同じように営めるようにすること）の考えのもと、だれも
が住み慣れた地域のなかで、ともに参加し支え合いながら、可能な限り自立して暮
らし続けることができる人にやさしい地域社会を形成するために、ニーズに即した
きめ細やかなサービスを提供できる体制の整備や、多様な社会参加を促進する機会
の拡充を図ります。

３．高齢者・介護福祉

介護を必要とする高齢者が自らの選択により、必要なサービスを利用しながら、
地域での生活を継続し、生きがいを持ち充実した暮らしを送ることができるよう、
身近な場での相談体制や福祉サービスの充実を図ります。
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４．児童・ひとり親家庭の福祉

次世代を担う子どもたちが、恵まれた環境のなかで、健やかに成長できるよう、
家庭はもとより地域や社会全体で支えていける健全育成環境の整備を推進します。
また、ひとり親家庭等における生活の安定と福祉の向上が図られるよう、子育て

や生活の支援などの福祉の充実を促進します。

５．保育・子育て支援

子どもをもちたい人が安心して産み育てられる環境づくりを進めるために、保育
サービスの充実など、社会全体で支える子育て支援対策の強化や子どもたちへの活
動体験機会の提供を進めながら、子どもの健全育成を促す環境を整備します。

６．障がい者福祉

人にやさしい福祉のまちづくりや障がいのある人たちなどに配慮した生活空間全
体のバリアフリー化を推進するとともに、地域で自立した生活を行うため、ニーズ
に即したきめ細やかなサービスが提供できる体制の整備や社会参加を促進する機会
の拡充を図ります。

７．生活保護者福祉

社会構造の変化や長引く景気低迷により、生活援助を要する世帯が増加する傾向
にあり、生活の向上や自立を援助するよう、相談体制の充実を図ります。

第３節 心ゆたかな町の創造計画

１．学校教育

基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しようとも、児童生徒が、自ら
学び、考え、主体的に判断し、行動できる「生きる力」を育むために、家庭、学校、
地域社会がそれぞれの役割を自覚し、お互いに理解、協力を深めることができるよ
う連携を図ります。
また、教育制度の改正や弾力的な運用に配慮しながら教育内容、教育環境の一層

の充実を図るとともに、本町の持っている自然、歴史、文化の特性を理解し、郷土
への愛着を育みます。
高等教育機関については、地域での教育機会の維持を図るとともに、地域に根ざ

した特色ある学校づくりを推進します。
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２．各世代教育

多種多様な学習機会を自己に適した手段、方法により自ら選択し、生涯にわたっ
て学習活動ができる総合的な環境づくりを進めます。
また、学習の成果を生かすことができる環境づくりを推進するとともに、生きが

いを持って豊かな生活を送れる地域社会づくりに取り組みます。さらに、次代の担
い手である青少年が心身ともに健全に育つ環境づくりを進めます。

３．芸術・文化・文化財

郷土に根ざした個性ある薫り高い文化の創造と芸術文化活動の活発化や鑑賞機会
の充実を図るとともに、郷土の貴重な文化財の保護・保存・継承に努めます。

４．図書活動

近年０歳児からの読書普及が必要とされていることから、ブックスタート事業を
進めていくとともに、図書室サポーターの育成を図ります。
また、移動図書室や図書室事業をより定着させ、子どもの読書離れ防止に努めま

す。

５．スポーツ・レクリエーション

住民がいつでも気軽にスポーツやレクリエーションを楽しむことができる環境づ
くりを進めるとともに、コミュニティスポーツの振興と指導者、団体の育成を図り
ます。

６．国際化・国際交流

国際人としての住民意識の醸成と新たな文化の創造に努め、国際性豊かな人材の
育成やさまざまな交流を通じた国際理解を促進するとともに、外国人が暮らしやす
い地域づくりを進めるなどの環境づくりを構築し、国際化・国際交流を通じての人
づくり・地域づくりを進めます。

７．地域間交流

都市との交流や、スポーツや祭りを通じての交流、芸術・文化などに触れる機会
を通じての交流など、地域の個性を応じた交流を拡大するとともに、新たな活力を
生み出す地域連携・交流を促進し、地域の活性化につなげるために、旧友好町やふ
るさと会などとの交流を促進し、住民同士がふれあえる機会と町外との交流の充実
を図ります。
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８．地域づくり・定住

住民と行政が相互理解のもとにパートナーシップを築き、安心して暮らせる地域
社会を実現するために、協働による地域社会づくりを促進するとともに、地域集会
施設に対する支援制度を推進します。
また、定住施策として、まちづくりの愛着や満足感を持てるようなまちづくりを

進め、定住人口の拡大を図ります。

９．男女共同参画・人権

男女共同参画については、女性が社会のあらゆる分野へ参画し、多様な活動を通
じて、個性と能力を発揮することができるよう、男女共同参画の実現に向けた意識
の変革を推進し、家庭・職場・地域社会における男女共同参画の促進を図ります。
人権については、人権教育や人権啓発の推進に関する法律に基づいた「人権教育

・啓発に関する基本計画」に基づき、相談活動の充実や相談体制の整備につとめ、
人権擁護の推進を図ります。

１０．消費者生活

住民が消費にかかわるトラブルに巻き込まれることなく、安心して消費生活を送
ることができるように、消費者の知識向上と消費生活の安定を図ります。

第４節 活力ある町の躍動計画

１．農業・畜産業

環境と調和しながら安全・安心で質の高い農畜産物を生産するとともに付加価値
を高め、新たな国際的・国内的環境に対応できる競争力のある力強い農業と、活力
と潤いのある農村づくりを進めます。
また、市場の開拓と流通・販売を促進するとともに、担い手の確保・育成と農地

の流動化を図ります。

２．林業

森林の持つ多様な機能を維持するため、公益性を重視した森林づくりを推進する
とともに、良質な森林の育成と林業経営の安定化に努め、地域の特性を活かした森
林の多目的利用を促進します。
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３．水産業・漁港

水産資源の持続的な利用と効率的かつ安定的な漁業経営を育成・確保していくた
めに、地域特性にあった資源管理型漁業を推進するとともに、漁業経営の改善に向
け支援充実を図ります。
また、漁港としての役割や漁業者の利便性に配慮した苫前漁港の整備を継続する

とともに、漁港環境の向上に向け、総合的な海洋ゾーンの振興を図ります。

４．商業・鉱工業

地域の特性を生かし、地域の資源・人材が主体となり、消費者ニーズに応えられ
る商店街の形成を図るとともに、商工会との連携により、農水産業などの地域資源
を活用し、新規事業の取組を促進します。
また、鉱工業においては、地場産業の振興を主体に企業誘致を積極的に進めると

ともに、既存企業の育成を促進し、鉱工業の充実・強化を図ります。

５．観光

豊かな自然に恵まれた多様な地域資源を活用するとともに、その観光的価値を高
めながら、「食べる、見る、遊ぶ」のほかに「体験する」を加えた、地域性あふれ
る観光地づくりやイベントの開催を進めます。
また、地域ぐるみで観光客をもてなす心を大切にするホスピタリティ運動（暖か

くもてなす心）を推進します。

６．風力発電事業

地球に優しい自然エネルギーとしての風力発電事業を導入した風車のまちとして
全国に情報を発信し、普及啓発及び発生電力の有効活用を含めた、環境を重視した
まちづくりを促進します。

７．雇用・労働者対策

企業誘致など新規事業の創出と既存企業の活性化を図るとともに、働きやすい魅
力ある環境づくりを促進します。
また、季節労働者の通年雇用や若年者の就職を支援し、安定と自立を基本とした

雇用対策を促進します。
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第５節 土地利用の基本方針

土地は、現在及び将来における住民のために限られた資源であるとともに、生活及び
生産へ通じる諸活動の共通基盤という認識のもと、公共の福祉を優先させ自然環境の保
全を図り、地域の自然的・社会的・経済的及び文化的条件に配慮し、健康で文化的な生
活環境の確保と均衡ある土地の発展に努めることを基本方針として、国土利用苫前計画
に基づく適正な土地利用の推進と国土利用計画法など、関係法令の適正な運用を図り、
総合的かつ計画的に進める必要があります。

１．農用地区域

農用地区域については、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法等の適切な
運用を図るとともに、農業生産性の向上に直接連動する良質な土づくりを図ります。
また、計画的な土地利用と優良農地を確保するため、基盤整備を促進し土地の有

効利用を図ります。

２．森林地域

森林は、木材生産物の供給としての経済的機能のみならず、国土の保全・水源か
ん養等広域的機能を有しており、自然環境における循環型生態系の原点との位置付
けのもと、計画的に森林づくりを推進するとともに、その機能の高度化を図るため、
森林資源の整備拡充に努めます。

３．市街地地域

市街地については、核家族化の進行等により、今後宅地需要の増大が予想される
ため、望ましい居住環境の確保と商店街の形成について十分配慮し、宅地開発に必
要な用地の確保を図ります。
工業用地については、農漁村地域としての周辺環境との調和に充分配慮し、工業

振興を促進する利便性の高い用地の確保に努めます。

４．観光レクリエーション地域

本町の豊かな自然を生かすなか、観光レクリエーションの特色あるゾーン化を図
るとともに、他の観光資源を生かす計画との整合性を図り、施設の適正配置と整備
を促進します。

５．保全地域

北海道自然環境等保全条例及び苫前町文化財保護条例により、指定されている地
域における緑化等の保全に配慮し整備を図ります。
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基本計画

第 １ 部

総 論
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第１章 基本計画の目的

この計画は、基本構想に掲げる苫前町の将来像の実現に向けた目標や施策の大綱に基
づき、あらゆる分野の現状と課題を分析し、計画目標を達成するために必要な施策、事
業を明らかにすることを目標とします。

第２章 計画期間及び計画の主要指標

第１節 計画期間

この基本計画の期間は、平成２３年度から平成２７年度までの５か年間とします。

第２節 計画の主要指標

区 分 単位
平成１７年 平成２７年 伸率（％） 構 成 比 （％）

（Ａ） （Ｂ） Ｂ／Ａ 平成１７年 平成２７年

総 人 口 人 ４，２０２ ３，５７２ △１５．０ １００．０ １００．０

年人 年 少 人 口 人 ４８３ ３８８ △１９．７ １１．５ １０．９

齢 （ ０～１４歳）

階
生産年齢人口

人 ２，３３８ １，９２６ △１７．６ ５５．６ ５３．９

層
（１５～６４歳）

別口
老 齢 人 口

人 １，３８１ １，２５８ △ ８．９ ３２．９ ３５．２
（６５歳以上）

世 帯 数 世帯 １，６３３ － －

一 世 帯 当 人数 人 ２．１９ － －

就 業 人 口 総 数 人 ２，０８４ １，９６８ △ ５．７ １００．０ １００．０

産就 第 １ 次 産 業 人 ８０７ ５９８ △２５．９ ３８．７ ３０．４

業業 第 ２ 次 産 業 人 ３５３ ４８０ ３６．０ １７．０ ２４．４

人 第 ３ 次 産 業 人 ９２４ ８９０ △ ３．７ ４４．３ ４５．２

別口

就 業 率 ％ ４９．６ ５５．１ － － －

＊ 平成１７年の数値は、国勢調査の実績値

＊ 平成２７年の数値は、「コーホート法」の「センサス変化率法」及び「トレンド法」により推計
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第 ２ 部

まちづくりを推進するために
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第１章 住民参画の推進

現 況 と 課 題

少子・高齢化が進行するなかで、子育て・介護・環境保全など、地域にはさまざまな
解決すべき問題が存在しています。
このような問題に対しては、これまで全てを行政で対応していくことは限界があり、

住民や地域など地域社会の多様な主体と行政とがパートナーシップによる協働のしくみ
づくりを構築していくことが求められています。
町においては、「自らが行う住民自治」を基本に、真に求められる自治のあるべき姿

として「まちづくり基本条例」制定し、より住民が参加しやすい体制づくり努めてきま
したが、住民間や地域によって参加意識に差があることから、一層の意識啓発やより参
加しやすい環境づくりが求められています。
このことから、引き続き、その推進に向け積極的に取り組みながら、地域住民と知恵

を出し合い、情報の共有を図る制度を通じ、特色あるまちづくりを構築する必要があり
ます。

主 要 方 策

１．自らが行う住民自治の実践
（１） 子どもから高齢者まで、住民のだれもが自らまちづくりについて考え、議

論できる場や機会（まちづくり懇談会・行政施策報告会など）を設け、住民
参加のまちづくりを推進します。

（２） まちづくり基本条例の趣旨を踏まえ、情報の共有（行政の透明性の確保と
町の説明責任）と住民参加（自から行動するまちづくりのために）の推進を
図ります。

（３） まちづくりに関する重要な施策の立案にあたっては、意思決定前に広く住
民の意見を求め、その意見に対する町の考え方を明確にし、意思決定過程を
明らかにします。

（４） 住民のまちづくりに対する建設的な提案を積極的に町の施策に反映させる
ため、まちづくり提案箱を設置します。

（５） 住民に密接に関連する事業やサービスについて、わかりやすく的確な情報
提供に努めます。

２．住民意識の高揚
（１） 見やすく読みやすい、住民の声を反映した親しみやすい広報紙の編集を行

うとともに、町ホームページの掲示板を活用しながら、行政情報を提供しま
す。

（２） 出前トーク・住民アンケート・広報広聴活動については、住民が必要とし
ているデータ・情報をリアルタイムにお知らせし、また、住民の意見要望の
的確な把握に努めます。

３．地域活動の推進
（１） 住民と行政が協働してまちづくりを進める仕組みづくりとして、住民の多

様な活動に対する支援制度を検討します。
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（２） 住民の自主的な活動を奨励し、地域力の向上に努めます。
（３） 町内各地域のより良いまちづくりを図るため、駐在員との連携を密にする

とともに、地域の諸課題についての相談指導体制のあり方や地域の声を行政
に反映させる「地域担当職員配置制度」の充実・強化を図ります。

（４） 「苫前町ふるさと応援寄附金条例」をさらに推進するため、制度の啓発と
ともに、サポーターの思いを、まちづくりに反映させる具体的な投資メニュ
ーの充実を図ります。

第２章 行政運営の推進

現 況 と 課 題

国の構造改革や地方分権、規制緩和、権限移譲などの進展に伴い、自立した行政主体
として、一層の政策形成能力の強化や事務事業の効率化などによる自治体経営能力が求
められています。
また、社会情勢は大きく変化し、住民の行政に対するニーズが高度化・多様化し、職

員は常に新しい情報と専門性の高い知識習得が求められています。
さらに、法令などを遵守することはもちろん、住民から信頼を得られるよう、全体の

奉仕者としての自覚のもとに高い倫理性が必要となっています。
このため、住民のニーズに迅速かつ的確に対応できる行政の体制整備を図るとともに、

各種研修の充実を図り、政策形成能力やまちづくりへの意欲の高揚など、職員の資質・
能力の向上に努めることが求められています。

主 要 方 策

１．行政運営の機能強化
（１） 職場内研修や各種研修機関への派遣などを通じて、職員一人ひとりが意欲

的な心構えを持ち、先見性を有した政策形成能力を身につけ、法令を遵守し
ながら事務事業に取り組んでいけるように職員の資質の向上に努めます。

（２） 親切・便利な行政サービスの推進にあたり、窓口対応では、迅速かつ丁寧
な職員の対応を心がけ、住民に対するワンストップサービスを推進します。

（３） より簡素で効率的・機動的な組織構築をめざし、民間活力の導入や事務事
業の見直しなどを進め、職員数の適正化と諸行政課題に迅速かつ着実に対応
できる執行体制の確立を図ります。

（４） 地方分権、権限移譲などにも前向きに取り組み、住民サービスが質的・量
的にも向上するように、コンピュータ利用のさらなる高度化を進め、各種事
務の適格性・迅速性・効率性を高めます。

（５） 各種審議会委員の一般公募の周知を図るとともに、女性や若者など幅広い
層の参画を進めるなど、住民参加の機会の拡充を進めるとともに、行政運営
の透明性の確保を図ります。

（６） 新たな行政手法を取り入れながら、行政と住民とが一体感を強め、既成概
念にとらわれず、将来にわたって足腰の強い行政運営を構築する意識づくり
を行うとともに、「キラリと輝き、躍動感あふれるまち苫前町」を目指しま
す。
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第３章 広域行政の推進

現 況 と 課 題

交通や通信体系が発達し、住民の日常生活圏が拡大しているなか、広域行政の取り組
みも地方分権の推進と相まって、大きな時代の流れとなっています。
本町はこれまでも地域政策の課題の解決や社会資本の効果的かつ重点的な整備を推進

するために、管内市町村と密接な連携のもとで取り組んでいるとともに、ごみやし尿処
理、消防などは近隣市町村との一部事務組合を設置し、広域行政を推進しています。
さらに、火葬場の建設を進めながら、電算システムの共同化など、広域展開の可能性

について整備・検討を進めています。
このように市町村の枠を超えた広域的なネットワーク形成や協働の事業運営など、各

市町村の特性を生かしながら、機能分担を図った広域行政の果たす役割が重要となって
います。
今後もさまざまな分野において、地域主権型社会に向けた効率的で効果的な行政運営

や事業推進を図るため、広域行政における推進体制の強化やネットワークを一層推進す
る必要があります。

主 要 方 策

１．広域行政機能の充実
（１） 消防、ごみ処理など一部事務組合の効率的な運営を進めます。

２．地域政策の推進
（１） 社会資本の効果的かつ重点的な整備を推進するため、地域づくり連携会議

や総合開発期成会と連携を図り、留萌圏域のあり方や本町の重要課題につい
て、積極的に国や北海道と協議し、地域振興を図ります。

３．広域連携の推進
（１） 住民サービスの向上や財政のさらなる効率化を図るため、共通課題の解決

に向けた新たな広域行政事務の調査、研究を推進します。
（２） 地方分権の進展により、留萌地域の町村が広域的な視点から行政運営の連

携を拡大強化する必要があることから、その基盤となる電算システムの共同
化に向けた調査・研究を推進します。

第４章 財政運営の健全化

現 況 と 課 題

国の行財政改革に伴う地方交付税の減額及び人口の流出や景気の低迷に伴い町税が減
収する一方、過去の大型事業に伴う公債費の肥大化により実質公債比率が高く、財政は
厳しい状況下にありますが、行政に対する多様化・複雑化する住民ニーズに、的確に応
えた「だれもが安心して暮らせるまちづくり」を進める必要があります。
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このことから、総合振興計画に基づく諸施策を実現するため、弾力的かつ効果的に対
応できる体制の整備・確立を図るとともに、経費の節減・合理化を実施し、長期的展望
に立った健全な財政運営を基本として、行政サービスの維持向上に努める必要がありま
す。

主 要 方 策

１．財政運営の効率化
（１） 経常的な経費の削減に努めるとともに、前例踏襲にとらわれない新たな発

想のもと、常に創意工夫を心がけ、予算の効率的・重点配分を図り、計画的
な財政執行による健全な財政運営に努めます。

（２） 財政健全化の推進にあたり、財源不足解消に向けた歳入の確保と徹底した
歳出の削減を行い、住民の理解と協力を得ながら、行財政運営における根本
的な体質改善に努めることにより、将来にわたって持続可能な弾力性のある
財政構造の確立と財政再建を推進します。

２．財政運営の安定化
（１） 収支の均衡を図るため、長期的視野に立ち、具体的な目標値を定めながら

健全化に取り組み運営の安定化に努めます。
（２） 財政健全化の目標（地方債残高の縮減等）を定めて推進するとともに、本

町財政の現状を把握することができるよう、情報の共有化も進めます。
（３） 町税など自主財源の確保や受益者負担の適正化を進めるとともに、事業を

進める上で、より有利な補助金や交付金、起債などを選択し、健全な財政バ
ランスを保ちます。

（４） 義務的・経常的経費の合理化や適正化を図るため、公共施設や公有地など
の適切な維持管理に努めるとともに、必要に応じて効果的な財産の取得や売
却を進め、住民のニーズに即した有効活用を図ります。

３．財政運営の適正化
（１） 町債の借入を抑制し、地方債残高が適正規模となるよう努めるとともに、

低利率な起債への借り換えや繰上げ償還によるさらなる公債負担の軽減を検
討します。
また、行政と住民の負担とすべき経費を明確に区分し、行財政運営の適正

化に努めます。
（２） 財政健全化の推進にあたっては、住民サービス水準の維持向上に配慮しつ

つ、指定管理者制度の実施と合わせて民間への委託等を検討・推進し、行政
経費の節減を図ります。

（３） 行政と住民の本来的な役割分担を考慮し、住民の理解を得ながら受益者負
担の適正化を積極的に推進します。

（４） 新たな自主財源の確保に向けた調査研究を行い、さらなる収入の確保に努
めます。
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第 ３ 部

各 論
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第１章 住みよい町の快適計画

第１節 道路・交通体系

現 況 と 課 題

安全で信頼性の高い道路網の確保は、日常生活や産業活動及び観光面において、重要
な役割を果たしています。
本町の道路網は、国道２路線のほか、道道８路線、町道２４１路線で形成されており

ます。舗装の状況は、国道が１００％、道道が８０．１％の舗装率で、年々交通量は増
加の傾向にあり、交通状況にあった整備が求められています。
また、町道の舗装率は５３．５％と低い状況で引き続き整備が必要であり、舗装済み

の路線においても老朽化や改良厚不足の道路では、今後も適時の維持補修と２次改築が
必要です。
橋梁については、長寿命化を図るための点検を行い、健全度の把握を行うとともに、

最も効率的な修繕を計画的に実施することが求められています。
また、道路は歩行者にとって安全で快適な空間であることが大切であり、文化性を富

み、だれもがやさしく親しみが持て、美しい景観をもたらす快適な道づくりが求められ
ています。
一方、冬期間の積雪時における道路交通として、児童生徒や高齢者、障がい者などが

安全で安心して通行できるよう、迅速できめ細かな除排雪が求められています。
さらに、公共交通機関である生活交通路線バスは、通勤や通学など日常生活において

大きな役割を担っており、今後も引き続き、利便性の維持・向上が求められています。

基本方針と施策の概要

１．道路網の整備

① 広域道路体系の整備
（１） 高規格幹線道路「深川・留萌自動車道」の早期完成について、国に要

望します。
（２） 国道２路線の拡幅、歩道整備、橋梁架換などの整備などについて、国

に要望します。
（３） 道道苫前小平線の早期整備に向け、北海道に要望します。

② 町道の整備
（１） 国道・道道など、広域的な道路へのアクセスを考慮するとともに、地

域間の交流や生活の利便性を重視した町道の整備を進めます。
（２） 町道の改良・舗装率を高めるとともに、緊急性・必要性・公益性を考

慮した路線の整備行い、交通ネットワークの形成を図ります。
（３） 橋梁長寿命化修繕計画を策定し、道路橋の予防的な修繕及び計画的な

架替を行い、道路網の安全性・信頼性を確保します。
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③ 農道・林道の整備
（１） 農道・林道については、農林業関係計画との整合性を保ち、整備促進

を図ります。また、ふるさと緊急農道などの整備についても計画的に進
め、生産物流通の機能向上を図ります。

④ 快適な道路環境の整備
（１） 歩道の整備や段差の解消、交通安全施設や案内標識の充実など、ユニ

バーサルデザインに基づいた道路整備を推進するとともに、人にやさし
い道づくりを進めます。

（２） 道路緑化、花いっぱい運動など、住民参加による道路の環境美化を推
進します。

（３） シーニックバイウェイ北海道（地域住民等と行政が協働し、美しい景
観づくりや食による観光振興づくりを実践する一つの手法）に伴う「萌
える天北オロロンルート」の認定などに向けた取り組みや実践活動に対
し、積極的に支援します。

⑤ 除排雪体制の確立
（１） 冬期間における児童生徒の通学や住民の通勤などに支障のないよう、

迅速かつきめ細かな除排雪を進め、住民が安全で安心して利用できる道
路交通の確保を図ります。

（２） 地吹雪や圧雪アイスバーン、ブラックアイスバーンなど、本町特有の
道路状況に対し、安全で迅速な対応に努めます。

（３） 冬の快適な道路環境の維持・向上を図るため、ボランティアを含め、
地域おいて自発的な相互扶助の精神に立った除排雪活動の意識高揚を図
ります。

（４） 古丹別地区流雪溝利用者の高齢化や、空き家に伴う除雪作業の増加な
ど、供用開始の年数を経過するごとに、多くの課題があることから、沿
線利用者による流雪溝管理運営協議会と連携し、その解決に努めます。

２．交通体系の整備

① 交通体系の確保
（１） 住民の生活交通網を維持するため、関係機関との連携のもとに路線の

確保やバス待合所の維持管理など、利便性の確保を図っていきます。
（２） 高齢化の進展や社会構造の変化など、将来需要に対応した利便性の高

い定期的な町内循環バス（コミュニティバスやデマンドバス、或いは、
福祉バスの導入、さらには、スクールバスの活用など）の運行に向けて
検討します。

＊コミュニティバス＝自治体や地域共同体が、住民の移動手段を確保するために運行

するバス

＊デマンドバス＝バスの運行を管理する者に対し、利用者が通信手段（電話・ファッ

クス・インターネットなど）により、利用申込み手続きを行うと、

バスに情報が伝えられ、希望する停留所まで迂回し、希望する乗降

点（バス停、若しくは拠点施設）経由で運行するバス
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主 な 施 策

① 道路整備の促進
（１） 国道・道道・町道などの整備促進と維持管理の充実
（２） 橋梁長寿命化修繕計画の策定に伴う路網の安全性・信頼性の確保

② 快適な道路環境の整備
（１） 地域のボランティアによる「冬の快適な歩行空間の創出（ボランティ

ア・サポートプログラム）」への支援
（２） 住民参加による道路の環境美化とユニバーサルデザインに基づく道路

整備の推進
（３） シーニックバイウェイ北海道に伴う「萌える天北オロロンルート」

の認定などに向けた取り組みへの支援

③ 除排雪体制の確立
（１） 冬期間における除排雪体制の確立
（２） 道路状況に応じた安全で迅速な対応
（３） 流雪溝管理運営協議会との連携による古丹別地区流雪溝の適正管理

④ 交通体系の確保
（１） 路線バスの維持・確保とバス待合所の維持管理の向上
（２） 定期的な町内循環バスの運行に向けての検討

◯ 道路の現況
（単位：ｍ、％）

区 路線名 実延長 改良済 舗装率 橋りょう

分 延 長 改良率 延 長 舗装率 永久橋 木橋 計

国 一般国道２３２号線 16,376 16,376 100.0 16,376 100.0 10 - 10

道
〃 ２３９号線 45,976 45,976 100.0 45,976 100.0 27 - 27

小 計（ ２路線） 62,352 62,352 100.0 62,352 100.0 37 - 37

苫前小平線 18,734 17,386 92.8 17,386 92.8 13 - 13

羽幌原野古丹別停車場線 7,613 7,613 100.0 7,613 100.0 4 - 4

苫前停車場線 550 550 100.0 550 100.0 - - -

道 苫前港線 750 750 100.0 750 100.0 - - -

霧立小平線 5,800 5,800 100.0 5,800 100.0 3 - 3

道 上遠別霧立線 1,890 1,890 100.0 59 3.1 - - -

力昼九重線 8,119 2,398 29.5 2,820 34.7 - - -

小川古丹別線 9,120 8,720 95.6 7,118 78.0 2 - 2

小 計（ ８路線） 52,576 45,107 85.8 42,096 80.1 22 - 22

１ 級（ １７路線） 26,479 19,529 73.8 19,698 74.4 9 - 9

町 ２ 級（ ２４路線） 40,574 23,134 57.0 25,311 62.4 14 - 14

道 その他（２００路線） 147,402 84,464 57.3 69,673 47.3 30 - 30

小 計（２４１路線） 214,455 127,127 59.3 114,682 53.5 53 - 53

合 計（２５１路線） 329,383 234,586 71.2 219,130 66.5 112 - 112

（平成２２年３月３１日現在）
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◯ 町道除雪延長

区 分 路線延長 内除雪路線 除雪率

平成１９年度 ２１３．６ｋｍ ９５．４ｋｍ ４４．７％

平成２０年度 ２１３．５ｋｍ ９５．１ｋｍ ４４．５％

平成２１年度 ２１４．４ｋｍ ９４．７ｋｍ ４４．２％

（町建設課資料）

第２節 簡易水道

現 況 と 課 題

安心かつ安全な水の安定供給のため、水源の確保や水道施設の適正な維持管理に努め
てきたところであり、また、地震や災害時に安定した水の供給を確保するため、老朽管
の計画的な更新を実施し、有収率の向上や経営の健全化に努めてきたところであります。
今後は、浄水場の老朽化に伴う計画的な施設整備を図りながら、効率性の良い水づく

りとランニングコストの削減を図りながら、引き続き、老朽管の計画的な更新を行い、
有収率の向上に努める必要があります。

基本方針と施策の概要

① 安定した水資源の確保
（１） 水源地域の水質保全を図るとともに、水道施設の整備を計画的に進め

安全で良質な水道水の安定供給を図ります。
（２） 管路情報のデータ化などを進め、老朽化した配水管の敷設替えや計画

的な仕切弁の設置などにより、災害に強い漏水対策を図ります。

② 水道事業の健全な運営
（１） 住民生活の基幹的施設としての水道事業を長期的な視野に立って見通

し、効率的な施設整備と適正管理、水道料金の適正化に努め、経常収支
の均衡を図りながら、健全な事業経営を維持します。

（２） 水源の保護と水資源の効率的利用を進めるため、広報活動などにより
住民の節水意識の高揚を図ります。

主 な 施 策

① 安定した水資源の確保
（１） 安全で良質な水道水の安定供給
（２） 計画的な水道施設の整備促進と効率的な維持管理の推進

② 水道事業の健全な運営
（１） 健全な事業経営の維持・推進
（２） 節水対策の推進
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◯ 水道の状況

給水区域人口 計画給水人口 現在給水人口 普及率（％）

施設名 項目 Ａ（人） Ｂ（人） Ｃ（人） Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ

３，６９３ ４，３００ ３，６４２ ９８．６２ ８４．７０

項目
年間総給水量 １日平均給水量 １人１日平均給水量

㎥ ㎥苫前町簡易 ３７０，３９３ １，０１５ ２７８㍑

水 道
項目

１日最大給水量 １人１日最大給水量 １人最大計画給水量

㎥ ㎥１，３５７ ３７２㍑ ４６５

（平成２２年３月３１日現在）

第３節 下水道

現 況 と 課 題

苫前地区市街地は平成１７年に供用開始し、また、古丹別地区市街地においては、平
成２０年に一部供用を開始するなど、汚水管整備を中心に下水道事業を推進してきまし
た。
平成２１年４月現在、下水道事業達成率は５８．５％、水洗化率は４３．３％に達し

ており、住民の生活に欠かせないライフラインとなっているだけでなく、家庭からの汚
水を洗浄し、良質な水質で河川や海に放流しており、公共水域の水質保全に寄与してい
ます。
このほか、下水道処理区域外の生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、

個人設置型浄化槽による生活排水処理の整備を推進する必要があります。
今後は、さらなる下水道の普及や水洗化率の向上に努めるとともに、放流水の水質を

安定的・永続的に確保するため、整備済み施設の損傷や劣化等の状況を踏まえながら、
それを将来にわたって把握することによる費用対効果の高い維持管理が必要となってき
たいます。

基本方針と施策の概要

① 下水道の整備促進
（１） 事業計画に基づき、古丹別地区における汚水管渠工事と供用開始区域

に対応できる規模の処理場増設を実施するとともに、効率的な施設整備
と適正管理に努め、衛生的で住みよい生活環境の整備を図ります。

② 下水道事業の健全な運営
（１） 下水道事業の安定化のため、未接続世帯へ生活衛生環境の向上に向け

た理解と、普及啓発に努めるとともに、受益者負担支援制度の充実を図
ります。

（２） 下水道使用料金の適正化を図り、下水道事業の健全化に努めます。
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主 な 施 策

① 下水道の整備促進
（１） 計画的な下水道施設の整備促進と効率的な維持管理の推進
（２） 下水道処理区域外における生活排水処理整備の推進

② 下水道事業の健全な運営
（１） 下水道の加入促進を図るための普及啓発と受益者負担支援制度の充実
（２） 下水道使用料金の適正化と健全な事業経営の維持・推進

◯ 公共下水道の状況

区 分 全体計画 認可区域（苫前地区） 認可区域（古丹別地区）

施 工 年 度 Ｈ１０～Ｈ２７ Ｈ１０～Ｈ２７ Ｈ１９～Ｈ２７

計画区域面積 １３１ｈａ ７４ｈａ ５７ｈａ（４３ｈａ）

計画処理人口 ２，６３０人 １，３５０人 １，２８０人（９９０人）

（他、観光人口5,540人） （他、観光人口5,540人）

排 除 方 式 分流式 分流式 分流式

管渠延長（汚水） ３４，２０４ｍ １９，７１４ｍ １４，４９０ｍ

（１０，９００ｍ）

マンホールポンプ場 ９箇所（１８台） ７箇所（１４台） ２箇所（４台）

（２箇所（４大））

処理方式 嫌気好気ろ床法 触媒酸化法

㎥ ㎥処理場 計画能力 晴天時日最大８７０ ／日 晴天時日最大８７０ ／日

（ ㎥晴天時日最大３３０ ／日）

敷地面積 ８５アール ３０．８アール

（２４．８アール）

（平成２２年３月３１日現在）

＊ 上記「認可区域（古丹別地区）」のカッコ書きについては、認可数値である。

第４節 住宅・宅地

現 況 と 課 題

生活水準の向上や生活意識の変化に伴って、人々の生活様式も多様化・高度化してき
ており、住宅の質や機能、周辺環境に配慮したゆとりある快適な住環境へのニーズが高
まっています。
公営住宅は、耐用年数を経過している団地もあり、良好な居住環境を維持するため、

適切な建替や改修が必要となっています。
住宅環境の整備においては、子育て世代にも配慮した市街地における未利用地の活用

など、地域の課題に対応した多様な住宅・宅地施策が必要となっています。
さらに、地震などの災害に強い住宅の整備を促進するとともに、街並み景観の向上や

高齢者・障がい者に配慮したバリアフリーなど、快適に暮らすことができる住宅環境の
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質の向上が求められているほか、空き家・廃屋についての対策を講じることが重要とな
っています。

基本方針と施策の概要

① 住宅及び宅地の確保・造成
（１） 民間賃貸住宅の建設促進や宅地分譲などによる安定的な住宅環境の整

備を誘導するとともに、少子・高齢化、地震災害などに対応した住宅の
建設促進と良質な居住環境の形成を図ります。

（２） 多様な住民ニーズに対応した住宅の確保を、官民連携のもとに行いま
す。

② 若者定住化の促進
（１） 快適で良質な住環境の整備や定住促進を図るため、引き続き支援制度

推進します。

③ 公営住宅の改修及び再配置
（１） 公営住宅の老朽化による改修等がさらに必要となってきていますが、

少子・高齢化及び人口推計を的確に把握し、空き家対策を含めながら、
計画的な建替や住宅の改善などを進めるとともに、再配置計画も視野に
入れ対応を図ります。

④ 高齢化などに対応した住まいづくりの推進
（１） 高齢者や障がい者に配慮し、地震災害などに強い住宅の建設や改修、

北国にふさわしい住宅建設の情報提供や指導を通じた良好な住まいづく
りを推進します。

⑤ ユニバーサルデザインの推進
（１） 道路や公共施設など、多くの人が集まる施設は、バリアフリー化を促

進し、だれでもが使いやすい施設となるよう、より良い住環境の形成を
目指します。

⑥ 空き家・廃屋の対策
（１） 移住希望者の要望に応えるとともに、町内における空き家の有効活用

や適正管理を通じて、移住・定住促進による地域活性化を図るために、
空き家情報等を提供します。

（２） 街並み景観の向上を踏まえ、廃屋撤去は所有者個人の責任ですが、行
政として対応が可能な課題から取り組みます。

主 な 施 策

① 若者定住化の促進
（１） 定住促進に向けた「住宅リフォーム促進助成事業」の推進
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② 公営住宅の改修及び再配置
（１） 公営住宅の設備老朽化に対応した計画的な整備促進と効率的な維持管

理の推進
（２） 公営住宅下水道接続事業の推進

③ 高齢化などに対応した住まいづくりの推進
（１） 高齢者や障がい者に配慮した良好な住まいづくりの推進

④ 空き家・廃屋の対策
（１） 空き家情報の積極的な提供
（２） 廃屋対策の推進

◯ 住宅の状況
（単位：世帯）

持 家 公営住宅 貸家アパート 給与住宅 間 借 寄宿その他 計

１，１６８ ３０７ ５７ １０７ １１ ５ １，６５５

（平成１７年国勢調査）

◯ 町営住宅の状況
（単位：戸）

区 分 種 類 苫 前 古丹別 計

公営住宅 一般世帯向け １０２ １２８ ２３０

高齢者向け １４ １０ ２４

特定公共 中堅所得者向け ４ ０ ４

賃貸住宅 単身勤労者向け ３０ ４ ３４

道 営 住 宅 ３６ ０ ３６

計 １８６ １４２ ３２８

（平成２２年３月３１日現在）

第５節 環境衛生

現 況 と 課 題

地球の温暖化、オゾンの層の破壊などの環境問題は、都市化の進展や生活様式の変化
などを背景とした、住民の日常生活や事業活動全般に起因しているといわれています。
こうした問題に適切に対応し、豊かな自然を次世代に引継ぎ、安全で健康的な暮らし

を守るためには、環境の保全のみならず、社会経済システムのあり方や個々のライフス
タイルを見直し、自然を保全するための施策を積極的に展開する必要があります。
また、大量生産・大量消費社会を背景として、ごみが大量に排出されていますが、資

源の保護や地球環境の保全の観点に立ち、従来の収集・運搬・処理・処分というごみ排
出後の事後的対応から、ごみの排出抑制とリサイクルを中心とした、資源循環型社会へ
の展開を図ることが求められています。
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さらに、産業活動にともない、排出される産業廃棄物は地域経済活動などにより、今
後ますます増大することが予想されるため、これら廃棄物の適正処理が必要となってい
ます。
羽幌町外２町村衛生施設組合で処理しているし尿処理施設については、老朽化が進ん

でいることから、今後の対応方策を検討するとともに、効率的な運営を進めます。
このほか、下水道処理区域外の生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、

個人設置型浄化槽による生活排水処理の整備を推進する必要があります。
設備を含めた火葬場の老朽化が進んでいることから、火葬業務の広域化に向けた整備

促進に努める必要があります。

基本方針と施策の概要

① ごみの収集・処理の充実
（１） 住民、事業者、行政が一体となって、ごみの適正処理を進めるため、

広報紙などによるごみ減量化など意識啓発を図ります。
（２） ごみの分別収集を徹底し、各種団体などによる資源ごみの回収など、

ごみ資源化を総合的に推進します。
（３） 羽幌町外２町村衛生施設組合での広域連携のもとで、適正かつ効率的

な運営など、処理リサイクルの維持・充実に努めます。

② し尿・処理の充実
（１） し尿汲み取り収集業務の民間委託を継続し、羽幌町外２町村衛生施設

組合によるし尿処理体制の充実に努めます。
（２） 羽幌町外２町村衛生施設組合で処理をしているし尿処理施設が経年劣

化により更新時期にきていることから、スクラムミックス事業（汚水処
理施設共同整備事業）の認可を取得すべく関係町村と事務を進めます。

（３） 公共下水道整備区域外の地域での個人設置型浄化槽設置事業を継続し、
計画的な整備事業の推進を図り、自然環境を守り河川や海の水質保全を
図っていきます。

③ 環境衛生保全の推進
（１） 道路や河川、山林などへのごみの不法投棄を防止するため、看板の設

置を行い意識啓発を図ります。
（２） ごみのリサイクルや廃棄物の適正処理など、無駄をなくし自然体系に

優しい循環型社会の形成を促進します。
（３） 住民が快適な生活を送ることができるよう、企業や住民の協力を得て

公害の未然防止と発生源対策を推進するとともに、関係機関と連携しな
がら公害防止対策を進めます。

（４） 町内会などによる環境美化や花壇の設置などの支援策を検討するとと
もに、清潔な美しいまちづくりを進めます。

④ 産業廃棄物の適正処理
（１） 産業廃棄物の適正処理を進めるため、排出業者・処理業者などに対し

廃棄物に関する情報を提供するとともに、指導・監視体制の充実などに
ついて、国や道に要請します。
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⑤ 火葬業務の広域化に向けての推進
（１） 苫前町をはじめ羽幌町及び初山別村の火葬場は、建物本体や設備の老

朽化が著しく更新の時期を迎えていることから、３町村による火葬業務
の広域処理に向けた施設整備を推進します。

主 な 施 策

① ごみの減量化の実践
（１） ごみ減量化の推進と処理体制の充実
（２） ごみ減量化と資源リサイクルに対する意識高揚を図るための環境教育

の実践

② し尿・処理の充実
（１） し尿処理体制の充実
（２） スクラムミックス事業の認可に向けた関係町村との連携強化
（３） 公共下水道整備区域外の地域における個人設置型浄化槽設置事業の推

進

③ 環境衛生保全の推進
（１） 不法投棄の防止
（２） 公害のないまちづくりの推進
（３） 循環型社会の形成に向けた環境基本計画の策定と環境保全条例の制定

に向けた検討

④ 産業廃棄物の適正処理の実践
（１） 国や道と連携した産業廃棄物の適正処理の推進

⑤ 火葬業務の広域化に向けての推進
（１） 苫前町をはじめ羽幌町及び初山別村の３町村による火葬業務の広域処

理に向けた施設整備の推進

◯ ごみ・し尿の処理状況

区 分 ご み し 尿

処理計画人口 ３，６５８人 ３，６５８人

処 理 人 口 ３，６５８人 ２，９０４人

年間総収集量 ８２９ｔ ２，３８２ｋｌ

（平成２２年３月３１日現在）

第６節 環境緑化・公園

現 況 と 課 題
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公園の緑地は、住民の憩いやスポーツ・レクリエーションの場としてだけではなく、
二酸化炭素の削減による温暖化防止、さらには、コミュニティや防災対策上の機能とし
ても重要な役割を果たしています。
そのため、だれでも利用しやすく親しみが持てる公園とするため、計画的な配置と住

民との協働による適切な維持管理が大切であり、公園のプランづくりや整備などには、
利用者としての住民が参画する仕組みづくりが必要です。
また、市街地における公園や広場の整備のほか、大気の浄化機能や美しい町の景観づ

くりのためにも、街路樹や防風林・自然緑地などの保全を図り、緑を活用した景観形成
や街並みづくりに努める必要があります。

基本方針と施策の概要

① 環境緑化の推進
（１） 住宅地や生活道路、公共施設周辺などを中心に、樹木や花木の植栽を

進め、花と緑のまちづくりを進めます。
（２） 道路・河川・学校など公共公益施設の計画的な緑化を推進するととも

に、公園緑地の適正配置の促進を図ります。

② うるおいのある公園の整備と活用
（１） 子どもから高齢者まで利用できる住民の身近な広場として、また、災

害時の緊急避難場所として、多機能な役割を果たす各種公園の整備を、
住民参加を基本として計画的に進めます。

（２） 公園機能を一層充実させ、住民の緑化意識の高揚や緑化活動の支援を
進めるため、地域コミュニティを活用したアダプトプログラムによる維
持管理（町と地域住民との間で、無償を基本とした委託業務協定の締結）
やグランドワーク方式（協働により、ひとつのものを造り上げるなど）
による施設整備の実施を図ります。

（３） 自然や緑を充分に取り込み、豊かでうるおいのある公園づくりを進め
るとともに、体験学習や環境教育の場としての活用を推進します。

主 な 施 策

① 環境緑化の推進
（１） 公共施設周辺部における植樹祭の実施
（２） 市街地におけるフラワースマイル事業（花いっぱい運動）の推進
（３） 公共公益施設の計画的な緑化と、公園緑地の適正配置の促進

② うるおいのある公園の整備と活用
（１） 住民参加を基本とした各種公園整備の推進と機能充実
（２） 地域コミュニティを活用したアダプトプログラムによる維持管理とグ

ランドワーク方式による施設整備の実践
（３） 古丹別水辺の楽校などを活用した体験学習や環境教育の推進
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第７節 交通安全・防犯

現 況 と 課 題

交通安全については、道内では、交通事故件数・死傷者数がともに依然として多く、
交通事故の特徴を踏まえた効果的な交通安全対策の確立が求められています。
このため、関係機関や団体、職場、学校などと連携しながら、住民一人ひとりに交通

安全思想を普及するとともに、交通安全教育の充実を図り、総合的かつ計画的な交通安
全対策に取り組む必要があります。
防犯については、最近の犯罪は、巧妙かつ凶悪化しているとともに、子どもや女性、

高齢者などが被害者となるケースが増加しています。
一方、地域社会の連帯意識が希薄化してきており、犯罪の防止機能が低下しています。
このため、本町においても自主的な防犯や安全管理に対する意識の醸成を図り、身近

な犯罪や少年非行など、地域安全活動の充実を図ることが求められています。

基本方針と施策の概要

① 総合的な交通安全対策の推進
（１） 各種イベントなどの開催により、交通安全対策の推進を図るとともに

子どもから高齢者まで、生涯にわたる交通安全教育を推進します。
（２） 正しい交通ルールとマナーの実践を習慣化するため、関係機関や団体

などと連携し、交通安全運動を継続的に展開します。
（３） 交通安全街頭指導への積極的な参加を促進します。
（４） 交通事故に関する調査分析を行うとともに、交通事故多発地点を中心

に、交差点改良、歩道の設置や信号機の増設、防護策などの交通安全施
設の充実を図ります。

（５） 子供たちや高齢者、或いは車椅子利用者などが安全に通行できる交通
環境の整備を重点的に進めます。

② 犯罪のない社会づくりの推進
（１） 地域や警察など関係機関、団体との連携強化を推進し、防犯体制の充

実を図るとともに、地域の環境浄化を促進します。
（２） 暴力追放運動を展開するとともに、暴力などに対する相談体制の強化

を図ります。
（３） 各種会議、広報紙、学校などにおいて犯罪情報の提供を随時行います
（４） 夜間における住民生活の安全を確保するため、町内会と連携して防犯

灯の適正配置と老朽化に伴う更新を進めます。

主 な 施 策

① 総合的な交通安全対策の推進
（１） 交通安全思想の普及啓発
（２） 交通安全組織や安全指導体制の強化・充実
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（３） 交通安全施設と交通環境の整備・充実

② 犯罪のない社会づくりの推進
（１） 防犯体制の充実
（２） 地域防犯活動及び啓発活動の推進
（３） 防犯灯の適正配置と老朽化に伴う更新

◯ 交通事故発生状況

区 分 発生状況（件） 死者（人） 傷者（人） 備 考

平成１７年 １０ ０ １２

平成１８年 １０ ０ １２

平成１９年 ４ １ ５

平成２０年 ６ ０ ６

平成２１年 ３ １ ２

（町総務財政課資料）

第８節 消防

現 況 と 課 題

近年の災害は、地球温暖化や都市化の進展などにより、複雑化する傾向を示している
とともに、高齢化の進行などにより、救急業務が増加するなど、多様な対応を迫られて
います。
地域住民の安全確保を図るためには、迅速かつ適切な消防活動の充実とともに、災害

から身を守るため、一人ひとりの防災意識の啓発が求められています。
本町は、６町村で構成される北留萌消防組合による広域体制のなかで、消防設備や訓

練活動の充実に努めていますが、若年層を中心とした団員不足が生じつつあることから、
今後とも団員の確保に努めていくことが必要となっています。
また、防火査察や広報などの活動を通じて、住民の防火意識の向上と防火知識の普及

にも努めていますが、今後もさらに、火災を起こさないよう意識高揚を図っていくこと
が重要です。
救急業務については、交通事故や労働災害、高齢化に伴う急病などによる出動が増加

傾向にあることから、救急措置の拡大や救急救命士の育成など、業務の高度化が求めら
れています。
このため、高度な知識習得のための訓練を実施するとともに、救急救命士の養成や計

画的な救急設備の整備拡充など、救急体制の一層の充実を図っていくことが重要です。

基本方針と施策の概要

① 消防体制の充実
（１） 消防の広域化の推進を図り、効率の良い消防行政を進めます。
（２） 消防救急無線のデジタル化に向けた検討を進めるとともに、消防力な

どの強化と効率化を図ります。
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（３） 各種消防車両、機材、通信施設、消防水利施設などの整備・更新を進
めます。

（４） 消防職員・団員の技術向上訓練などを強化するとともに、消防団員確
保に努め、消防団組織の見直しを含めた体制強化を図ります。

（５） 地域ぐるみの防火・防災意識の高揚を図るとともに、住宅用火災警報
器の設置を推進し、住宅火災による死傷者減少に努めます。

② 救急体制の充実
（１） 救急施設・設備の充実や救急隊員の育成並びに教育訓練などの充実を

図ります。
（２） ＡＥＤ（自動体外式除細動器）などを取り入れた救急手当に関する講

習会を通じて、住民に正しい知識と技術の普及を図ります。

主 な 施 策

① 消防体制の充実
（１） 消防救急無線のデジタル化を含めた消防施設や設備の整備充実
（２） 消防団員の確保を含めた消防団組織の見直しと体制強化
（３） 住宅用火災警報器の推進
（４） 防火活動及び啓発活動の推進

② 救急体制の充実
（１） 救急救命士の養成と救急体制の整備充実
（２） 住民を対象とした救急手当講習会の推進

◯ 火災発生状況

区 分 出火件数 （死）傷者 羅災世帯 焼失棟数 損 害 額

平成１７年度 ２件 ０人 ０世帯 １棟 ２４５千円

平成１８年度 ２ ０ ２ ３ ３，１４５

平成１９年度 ５ ０ １ ２ ２，５７４

平成２０年度 ５ ０ ０ ０ １８，２５４

平成２１年度 ２ ０ ０ ０ ４７４

（北留萌消防組合資料）
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◯ 消防組織及び装備

本 部 北留萌消防組合（昭和４８年４月１日設立） 苫前町消防団（団長１名・副団長２名）

小型動力 小型動力

施 設 ポンプ車 タンク車 ポ ン プ ポ ン プ 救急車 連絡車 無線施設 防火水槽 消火栓

付積載車

苫前本団

（ ３名）

苫 前 支 署 3,000㍑

（ ４名） １ １ 基地１ ３５ １３

苫前分団 10,000㍑

（３５名） １ ２ １ 移動４

力昼分団

（１１名） １ １ 移動１

10,000㍑

古丹別支署 １

（１０名） 3,000㍑ １ １ 基地１ １４ １６

１

古丹別分団

（３７名） １ １ 移動５

支署職員

（１４名）
基地 ２

消防団員 １ ４ ４ ２ １ ２ 移動１０ ４９ ２９

（８６名）

北留萌消防組合（平成２２年３月３１日現在）

第９節 防災

現 況 と 課 題

本町では、地震・火災・水害などの災害対策として、「苫前町地域防災計画」を策定
し、広域的な防災体制の確立に努めています。
また、万一の武力攻撃や大規模テロなどの際に、住民に対し迅速に警報の伝達と避難

誘導を行うことを目的に、平成１６年に国民保護法が施行されたことに伴い、「苫前町
国民保護計画」を策定しました。
大規模災害などが発生した場合には、行政の及ぶ範囲には限界があり、地域での住民

の自主的な活動が重要となることから、日ごろから住民の防災意識の醸成に努め、相互
の協力体制を構築しておくなどの備えが必要です。
このため、災害時に迅速に対応できる危機管理体制の強化と災害に備えた情報網の整

備、防災用資機材などの確保、さらには防災訓練の実施など、常に災害に備えて万全を
期す必要があります。
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基本方針と施策の概要

① 災害に強い基盤整備
（１） 長期的視点に立った公共施設、水道などの施設の整備に取り組みます
（２） 災害時に対応できる避難場所の確保と整備を進めます。
（３） 災害発生時には、迅速かつ的確な応急対策を行うとともに、被害を受

けた各種施設等については、災害復旧事業等により早期復旧に努めます。
（４） 耐震改修促進法（多くの方が利用する一定規模以上の公共建築物は、

耐震化の状況を公表し、計画期間における耐震化促進に向けた取り組み）
に基づく市町村計画の策定が求められていることから、町内全域の公共
建築物の地震災害に対応すべく耐震改修促進計画を策定し、公共施設の
改修等を検討します。

② 地域防災体制の充実
（１） 住民が災害から身を守り迅速な対応ができるよう、防災意識の普及・

啓発を図るとともに、避難場所の周知を図り、避難誘導体制の充実に努
めます。また、民生委員、地域住民、福祉施設などと連携して要援護者
への対応を図ります。

（２） 非常用食糧や生活物資などの備蓄品目の充実に努めるとともに、住民
に迅速に提供できる体制の強化を進めます。

（３） 関係機関や各種民間団体と連携し、災害発生時における救助及び医療
など、総合的な応急対策を強化するとともに、不足物資の調達体制の強
化を進めます。

（４） 地域における防災訓練の実施により、住民の災害への備えを促進しま
す。

（５） 近隣市町村との広域連携強化を図るなど、市町村の枠を越えた災害へ
の対応を進めます。

（６） 万一の武力攻撃、大規模テロなどの際に「国民保護法」及び「苫前
町国民保護計画」に基づき、住民に迅速に警報の伝達と避難誘導を行い、
住民の安全を守ります。

主 な 施 策

① 災害に強い基盤整備
（１） 災害に強い公共施設や社会基盤整備の推進と災害復旧時における早期

復旧
（２） 防災行政無線の整備
（３） 災害時に対応した避難場所の確保と整備
（４） 苫前町耐震改修促進計画の策定

② 地域防災体制の充実
（１） 防災訓練や防災意識の高騰と啓発
（２） 災害情報の共有化と住民への適切な提供を図ることを目的とした情報

・通信システムの整備
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第１０節 国土保全・治水・治山

現 況 と 課 題

近年、数年に一度の割合で洪水による大きな被害が発生しているほか、山地・山ろく
においては地すべりやがけ崩れなどの土砂災害、さらには、海岸線において越波や高潮、
浸食などの被害を受けているところであり、水害・土砂災害や海岸の浸食などから、人
命・財産を守るとともに、交通・電気などのライフラインを確保するなど、地域の安全
を図る必要があります。
このため、河川などの計画的な整備を進めるとともに、土砂災害の防止対策、雪崩対

策や海岸の保全対策の推進が求められています。
また、森林の持つ公益性機能をより高度に発揮させ、山地災害から住民の生命財産等

を保全するとともに、水資源の安定的な確保など、安全で快適な国土基盤を形成するた
め、今後とも自然生態系に配慮した治山事業等の推進が求められています。

基本方針と施策の概要

① 国土保全事業の推進
（１） 河川の氾濫を防止し、排水機能を高めるため、護岸工事や流路変更等

河川改修を推進するとともに、生態系の保持や共生を図りながら、環境
保全を推進します。

（２） 土砂災害から人命や財産を守るために、砂防施設の設置や地すべり対
策、急傾斜地崩壊対策、予防治山事業、復旧治山事業などの事業を実施
するとともに、雪崩による災害から人命を守るために、雪崩予防柵や防
護擁壁の設置などの雪崩対策事業の促進を図ります。

（３） 海岸浸食や高潮の著しい海岸については、防護施設の設置などの浸食
・高潮対策を講じます。

主 な 施 策

① 国土保全に向けた整備
（１） 古丹別川などの河川・砂防施設の整備促進
（２） 治山事業の整備促進
（３） 治水事業の整備促進
（４） 海岸浸食対策の促進
（５） 生態系の保持や共生を図る魚道整備の促進

第１１節 地域情報化・通信網

現 況 と 課 題
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当町では、テレビ難視聴地域（５地区）と連携を図りながら、難視聴の解消に努めて
きたところでありますが、平成２３年７月にデジタル放送への完全移行を受け、デジタ
ル放送へ円滑に移行できる施設整備の構築、さらには、新たな難視聴地域に対応した、
その対策も求められています。
近年の情報通信技術の進歩により、携帯電話やインターネットが普及し、データ通信

手段や災害・緊急時の通信手段として、住民の生活に必要不可欠なものとなっています。
平成２１年４月現在、九重地区と三渓地区を除く町内全域に、携帯電話サービスが提供
されており、また、市街地においてもＡＤＳＬ回線サービスが提供されていますが、山
間部や居住世帯の少ない地域では、企業の採算性や交換局からの距離等の問題があり、
サービスエリアの拡大は厳しい状況となっています。
また、本町は海岸線と各河川沿いに集落が分散し形成されていることから、災害時や

緊急時の連絡などに、効果が発揮される防災行政用無線施設の整備が求められています。
さらには、情報化の進展に伴い、行政の情報化による住民サービスの向上や過疎地域

のニーズに対応した情報通信基盤を整備するとともに、医療・教育等公共サービスの確
保（遠隔医療等）、高齢者の安否確認・生活情報伝達サービスの提供、場所にとらわれ
ない就業や起業を可能とする取組（テレワーク等）、ＩＣＴを活用した特産品の販売と
いった情報通信基盤の利活用や、地域がその実情に応じた形でＩＣＴを最大限に利活用
していけるような取り組みも求められています。

基本方針と施策の概要

① 情報通信基盤の整備
（１） 携帯電話・テレビなどの情報環境の地域間格差の是正を促進します。
（２） 町内の大部分で高速インターネットが利用できる環境が整いましたが

さらに民間事業者の誘致による全町的な情報通信基盤の整備に向けて取
り組みます。

（３） 学校教育の情報化の一層の充実を図るとともに、住民を対象に情報リ
テラシーに対応した学習機会の提供に努めます。

② 情報通信技術の活用
（１） 住民が望む場所で必要な情報を入手することができる「ユビキタスネ

ットワーク（いつでも どこでも 何でも だれでもがネットワークに
つながることにより、様々なサービスが提供され、人々の生活をより豊
かにする社会）」の構築に向けて検討します。

（２） 保健福祉情報、防災情報等あらゆる行政情報の提供をめざし、情報総
共有化による「ネットワークコミュニティ（インターネットを中心とす
る情報通信技術を積極的に活用し、新しい文化やビジネスを創出する地
域情報化の推進手法）」の形成と行政への住民参加を図ります。

（３） 情報化による地場産業の構造転換に対する支援について検討するとと
もに、ＩＣＴを活用した新たな産業の育成支援について検討します。

③ 行政事務の情報化の推進
（１） 行政情報システムの充実を図り、事務の効率化や窓口サービスの向上

を進めます。
（２） 行政情報セキュリティを確保するとともに、個人情報やプライバシー

の保護に努めます。
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（３） 行政システムの保守管理に多額の費用がかかる現状から、近隣自治体
と広域連携による共同化を推進します。

（４） 既存の情報処理システムやホームページを活用し、オンライン手続き
の開始、行政相談の受付等、住民サービスの向上を図ります。

主 な 施 策

① 情報通信基盤の整備
（１） 携帯電話・テレビなどの情報環境の地域間格差の是正
（２） 高速・超高速インターネット事業者の誘致
（３） 情報化に対応した学習機会の提供

② 情報通信技術の活用
（１） ユビキタスネットワークの構築に向けての検討
（２） ネットワークコミュニティの形成に向けての検討
（３） 地域公共ネットワークの検討
（４） ＩＣＴを活用した新たな産業の育成支援

③ 行政事務の情報化の推進
（１） 行政情報システムの充実・更新
（２） 行政情報セキュリティの確保・徹底
（３） 電算システムの共同化に向けた調査・研究の推進
（４） 既存の情報処理システムやホームページを活用した住民サービスの向

上

第１２節 自然環境保全・景観保全

現 況 と 課 題

生活の場において、心豊かさを求める人々が増加しているなかで、だれもが日常生活
において、自然と親しみ、心の豊かさを実感できる環境づくりを進める必要があります。
このため、身近な自然の積極的な保全や減少してきている自然の修復・創造を促進す

るとともに、身近な自然と親しむ条件づくりや地域の自然と調和した環境づくりを促進
するほか、「より良い環境を未来に引き継ぐ環境重視型社会を創造する」ことが重要と
なっています。
また、地域の景観は、住みたくなるような快適性の形成や住み・集う人々に共通の一

体感を醸成して、個性的な町のイメージ形成や住民連帯感の確立をも促す貴重な地域資
源です。
自然や人、建築物の造形等から醸し出されるうるおいのある快適な地域景観などは、

住民の共通の財産であるという認識のもとに、本町ではこれまで環境保全や美化活動に
努めてきましたが、今後も海・川などの水辺環境や歴史景観など、さらに田園のふるさ
と景観の保全等、苫前町らしいまちづくりに積極的に取り組んでいく必要があります。
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基本方針と施策の概要

① 環境を重視した社会づくり
（１） 住民一人ひとりが、日常の生活や生産活動において、快適な環境に配

慮した行動を心がけるよう、環境教育の充実や住民参加型のイベントを
開催し、環境にやさしいまちづくりを進めます。

（２） 環境美化活動などの住民生活を支援し、土地利用と連携した苫前町に
ふさわしい景観・環境形成ルールづくりなどを進めます。

（３） 住民の環境保全意識の高揚などにより、現存する自然の保護・保全に
努めるとともに、自然環境保全対策を推進します。

② 身近な自然の保全とふれあいの確保
（１） 自然とのふれあいを求めるニーズに応え、身近な自然地域の保全、自

然とふれあう施設の整備、自然とふれあう機会の創出、自然との橋渡し
となる人材の育成を進め、住民が自然の恵みを享受できる環境の整備を
進めます。

③ 森林の環境保全機能の増進
（１） 森林の整備を住民全体で支えていく気運を高めるため、自発的な森づ

くり活動の促進や身近にふれあうことができる施設の整備・活用など、
森林とのふれあいの機会を確保します。

④ 景観保全の推進
（１） 人の心にうるおいと安らぎを与える美しい環境を維持し、次世代に残

すため、環境保全意識の高揚を図るとともに、景観づくりや環境美化活
動などの住民活動を支援し、土地利用と連携した苫前町にふさわしい景
観・環境形成のルールづくりなどに努めます。

（２） アドバイザーの派遣による地域の景観形成への支援など、地域の自然
環境との調和に配慮した景観の形成を促進します。

主 な 施 策

① 自然環境保全の実践
（１） 下水道等の整備促進
（２） 風力発電施設を活用した環境教育や学習の推進、さらに風にちなんだ

イベントの実施
（３） 環境保全活動の一環としての環境美化活動の推進（海岸・河川・道

路）
（４） 水辺に親しめる河川空間の整備
（５） 循環型社会の形成に向けた環境基本計画の策定と環境保全条例の制定

に向けた検討

② 景観形成の実践
（１） 地域固有の景観を守り・創り・整える地域の取り組みを目的とした景

観条例の制定に向けた検討
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第２章 心ふれあう町の健康計画

第１節 保健活動・医療体制

現 況 と 課 題

急速に進む少子・高齢化、疾病構造の変化、勤務医不足など保健・医療を取り巻く環
境は大きく変化しています。
また、食生活をはじめとする生活習慣や生活環境の変化に伴い、健康リスクが増大す

るとともに、地域社会においては人間関係の希薄化などによる精神的ストレスを蓄積し
やすくなっており、心の病も広がっています。
一方、高齢化の進行に伴って、寝たきり老人や初老期・老齢期の精神障がい者の増加

も課題となっています。
このため、検診の充実と受診率の向上による早期発見、早期治療の２次予防のみなら

ず、健康を増進し、生活習慣病などの発病を予防する１次予防を重視するとともに、身
近に利用できる地域保健活動の拠点づくりや情報提供を進めていく必要があります。
さらには、各種教室の開催や健康に関する個別の相談、教育、指導業務を通じて、住

民一人ひとりが積極的に健康づくりに取り組むことの大切さを、普及していくことが求
められています。
本町の民間医療機関は２ヶ所、また、町立の歯科診療所も２ヶ所となっており、住民

にとって必要不可欠なものとなっています。特に、医療機関が遠い地区は、へき地患者
輸送車の定期運行により、その対策にあたっていますが、手術などの高度医療や休日・
夜間の救急患者に対しては、近隣の中核都市の医療機関での措置や搬送により対応して
います。
今後は、地域医療の充実に向けた検討が必要であり、歯科診療所施設の適切な維持管

理と施設・設備の整備を進めるとともに、苫前厚生クリニックの遊休病棟の活用に向け
た検討など、高齢化社会に対応した施設づくりも求められています。
こうしたことから、医療、保健及び教育との連携を図り、子どもから高齢者までの総

合的な保健サービスが提供できる体制を確立するとともに、初期診療から高度専門診療
までの広範囲なニーズに、的確に対応する地域の医療体制の充実が必要となっています。

基本方針と施策の概要

① 保健予防活動の充実
（１） 生活習慣改善のための健診、相談など各種保健事業の充実を図ります
（２） 各種検診の受診率向上を図るとともに、検診体制の整備、検診後の保

健指導の徹底を推進し、住民が生涯にわたり心身の健康を確保できるよ
う、生涯各期に対応した適切な保健予防活動を推進します。

② 母子保健の充実
（１） 乳幼児健診のほか、育児に関する相談や健康教育など関係機関との連

携による母子保健事業の充実に努め、全ての子どもが健やかに生まれ育
ち、安心して子育てができる取り組みを進めます。
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（２） 感染症に対する予防と万が一感染した場合の重症化の予防を図るため
子育て世代が積極的に各種の予防接種ができるよう取組を進めます。

③ 地域保健医療体制の充実
（１） 住民がいつでも適切な医療サービスを受けることができるよう、広域

的な医療機関との連携を図りながら、地域の医療体制の確保と医療環境
の整備充実を図ります。

（２） 苫前厚生クリニックの遊休病棟の活用に向けて、高齢化社会に対応し
た施設づくりを検討します。

④ 健康づくりと疾病対策
（１） 生活習慣病予防のため、運動習慣の普及と栄養改善指導に努めます。

主 な 施 策

① 保健予防活動の充実
（１） 各種がん検診等に対する啓発活動の充実と受診率の向上
（２） 検診体制の整備と検診後の保健指導の徹底強化を図るとともに、きめ

細かな保健指導体制の構築
（３） メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を始めとした特定健康

診査などの生活習慣病予防対策の充実

② 母子保健の充実
（１） 妊婦健康診査を含めた乳幼児等健康診査の充実強化
（２） 乳幼児及び児童生徒に対する感染症対策（風しんなどの予防接種）の

充実

③ 健康づくり意識の啓発
（１） 食生活の改善を通した健康なまちづくりのための地区組織育成と自主

的活動の促進
（２） 保健・医療・福祉などの関係機関の密接な連携による健康管理体制の

充実

④ 地域医療体制の充実
（１） 計画的な医療機器や施設の整備と住民が安心できる医療機能の充実
（２） へき地患者輸送車の効果的な運行形態及び通院する住民の利便性の向

上に向けた検討
（３） 苫前厚生クリニックの遊休病棟の活用に向けた検討
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◯ 医療施設の現況

区 分 職 員 数 診療科目 病床所有数
医 師 看護師等

苫前厚生クリニック ２（１）人 ３人 内科、皮膚科派遣 －

苫前クリニック １ ２ 内科、外科、小児科 －

苫前歯科診療所 １ ０ 歯科 －

古丹別歯科診療所 （１） ０ 歯科（苫前と兼務） －

計 ３（２）人 ５人 －

（平成２２年４月１日現在）

第２節 地域福祉

現 況 と 課 題

近年、福祉ニーズが多様化・複雑化するなかで、住民間のつながりが希薄化するなど
相互扶助機能の低下が顕著となっており、これに伴い家事や育児、さらには、地域で暮
らす高齢者や障がい者のなかには、さまざまな問題に直面しながら、その対応に不安を
抱える方が少なくありません。
家庭、コミュニティ、事業者、行政などがそれぞれの役割を分担し、また、住民一人

ひとりが福祉に積極的に関わり、相互に助け合う地域福祉活動を推進しながら、自立に
向けて援助を必要とする人々の生活を、地域社会全体で支えていくことが求められてい
ます。

基本方針と施策の概要

① 住民福祉意識の高揚
（１） ノーマライゼーション（障がいを持つ人と適応力の乏しい高齢者の生

活を、出来うる限り健常者の生活と同じようにすること）理念の普及や
啓発、さらに福祉教育の充実など住民の社会福祉意識の高揚や連携強化
を図ります。

（２） 住民の福祉意識の高揚を図るため、家庭、地域、福祉団体、行政が連
携する場を設ける「地域福祉プラットホーム型システム（地域福祉の担
い手である住民・関係団体・事業者・行政などが幅広く参加し、情報交
換や話し合いなどから、連携を図っていく場のこと。また、さまざまな
団体や個人が連携して問題を可決する仕組み）」の構築を目指すととも
に、情報の提供など幅広い取り組みを展開します。

（３） 住民一人ひとりが地域福祉の担い手であるという意識を培うため、福
祉教育や啓発活動の充実をはじめ、人材・組織の育成、マンパワーの確
保に努めます。
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② 地域福祉活動の促進
（１） 家庭と地域とがふれあう機会を設け、相互扶助の高揚や連携強化を図

ります。
（２） 社会福祉協議会など各種団体の活動を支援するとともに、ＮＰＯやボ

ランティアなどの多様な組織の育成や民間福祉活動の担い手の確保に努
め、家庭、地域、福祉団体、行政などが一体となったきめ細やかな地域
福祉活動を推進します。

（３） 民生委員など福祉関係機関との連携を図り、相談機能の充実を図りま
す。

（４） 質の高い福祉サービスや情報が提供できるよう、社会福祉協議会など
との連携を図りながら、地域福祉ネットワークの充実を図ります。

主 な 施 策

① 住民福祉意識の高揚
（１） 地域福祉への自主的な参加の促進と人にやさしい福祉意識の啓発
（２） 住民の福祉意識の高揚を目指した「地域福祉プラットホーム型システ

ム」の構築に向けた検討と情報提供を含めた幅広い取り組みの展開

② 地域福祉活動の促進
（１） ＮＰＯやボランティアの育成及び活動促進
（２） 地域福祉リーダーの育成
（３） 民生委員など福祉関係機関との連携強化と相談機能の充実
（４） 社会福祉協議会の組織強化と連携機能による地域福祉ネットワークの

充実

第３節 高齢者・介護福祉

現 況 と 課 題

本町の老年人口比率は、平成１２年国勢調査時点で２８．４％でしたが、平成１７年
には３２．９％となり、高齢化が急速に進んでいます。
こうした急速な高齢化により、ひとり暮らしや寝たきり、認知症などの見守りや介護

を必要とする高齢者が急速に増加する一方、核家族化や家族意識の変化などにより、家
庭における介護力はますます低下していくものと見込まれます。
今後は、高齢者が住み慣れた家庭や地域において安心して生活できるよう、保健・医

療・福祉が連携したサービスを充実し、多様化・個別化する福祉需要に対応できるよう
地域ケアシステムの構築が必要であるとともに、元気でうるおいのある生活を確保する
ため、介護予防事業や自立支援事業の充実が求められています。
介護保険制度については、介護サービスを利用する高齢者が年々増加しており、高齢

者の生活を支える制度として定着してきました。しかし、身体機能の低下などによる軽
度の要介護者が急増し、介護給付費用も年々増加している状況にあります。制度の維持
確保を図るため、介護予防を重視したサービスの充実と質の向上を図ることが必要です。
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一方、老人医療については、制度改正により、平成２０年度から老人保険制度に替わ
り後期高齢者医療制度が創設され、さらに平成２４年度末での同制度の廃止が打ち出さ
れているところですが、高齢者の方々に混乱を招かないよう、日頃の情報収集に努める
とともに、年々増加する医療費に対応するため、引き続き高齢者の健康増進や老人医療
費の適正化を図ることが必要です。

基本方針と施策の概要

① 高齢者福祉施設等の機能充実
（１） 高齢者が安心して生活できる環境を醸成する上からも、高齢者福祉施

設等の機能充実を図るとともに、施設を活用した健康づくりや生きがい
対策を推進します。

② 高齢者・介護福祉の増進
（１） 介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で生活できるよう、在

宅での介護を支援するとともに、必要な介護サービス基盤の整備を促進
します。

（２） 高齢者やその家族が安心して暮らすことができるよう、介護サービス
の質を高めるとともに、適切なサービスの選択ができるよう、地域包括
支援センターを中心とした相談体制の確立を進めます。

（３） 健康に対する自己管理意識の高揚を図り、高齢者自らが身体機能低下
や認知症の防止といった介護予防の取り組みを身近なところで利用でき
る体制づくりを進めます。

（４） 在宅福祉サービスの充実とともに、低所得者層や多数利用者の料金負
担軽減対策の充実を図ります。

（５） 介護関係機関との連携強化による地域ぐるみでのケア体制強化に努め
ます

（６） 高齢者が生きがいをもって生活できるよう、多様な交流機会の創出や
自立を促す就労機会の提供を支援するとともに、高齢者学級や老人クラ
ブなどの活動を支援します。

③ 介護保険事業の健全な運営
（１） 保険料収納率の向上や介護給付費の適正化により、財政の健全化を進

めるとともに、被保険者の負担感の軽減に努めます。
（２） 介護保険事業計画の更新時において、介護サービスの見込み量や住民

から寄せられたサービスの質の向上や確保の要望に対応した適切な保険
料を設定します。

（３） 医療や保健福祉などとの連携を深め、健康づくりや疾病予防などの保
健事業の充実を図ります。

（４） 介護が必要になった高齢者やその家族が安心して介護サービスを利用
できるよう、介護保険制度の一層の周知に努めます。
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主 な 施 策

① 高齢者福祉施設等の機能充実
（１） 介護老人福祉施設などの整備拡充と機能充実
（２） 独居高齢者などを対象とした高齢者住宅や認知症対応型グループホー

ムなどの整備に向けた検討

② 高齢者・介護福祉の増進
（１） 高齢者の生活支援活動の拡充
（２） 介護予防・生きがい活動支援事業の拡充
（３） 低所得者層や多数利用者における負担軽減対策の充実
（４） 訪問看護ステーション利用促進事業の充実
（５） 要支援・要介護認定を受けていない高齢者及び高齢者予備世代に対す

る健康の維持増進と啓発活動

③ 介護保険事業の健全な運営
（１） 保険料収納率の向上や介護給付費の適正化
（２） 介護サービスの質の向上や確保の要望に対応した適切な保険料の設定
（３） 医療保健福祉などと連携した保健事業の充実

◯ 福祉サービス施設

福祉サービス事業名 設 置 者 設置年月 入所通所定員 職 員

特別養護老人ホーム 社会福祉法人 Ｓ６２・４ ５０人 ３４人
苫前幸寿園 苫前幸寿園 （ショートステイ７人）

デイサービスセンター
社会福祉法人

Ｈ ６・３ ２４人／日 １０人
苫前幸寿会

生きがい
苫前町 Ｈ１２・３ １５人／日 ４人

デイサービスセンター

苫前町 社会福祉法人
Ｈ１４・４ － １３人

ヘルパーステーション 苫前町社会福祉協議会

羽幌地区 （社）北海道総合 Ｈ１２・４ － ５人
訪問看護ステーション 住宅ケア事業団

（平成２２年４月１日現在）

第４節 児童・ひとり親家庭の福祉

現 況 と 課 題

核家族化の進行や共稼ぎ家庭の増加に伴い、祖父母等とともに暮らす家庭が減少して
いるなか、児童の健全な育成を図る観点から、友達と遊び、安全に過ごすことのできる
場の確保や子ども会活動・少年団活動の充実が重要となっています。
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また、近年、離別や死別などによって、ひとり親家庭は増加の傾向にあります。これ
らの世帯では、経済的・社会的・精神的にも不安定な状況に陥りがちであり、子どもの
健全育成に影響を及ぼすことも少なくないことから、安心して生活できるよう健全な家
庭の育成を図っていくことが必要です。

基本方針と施策の概要

① 児童の健全育成環境の整備
（１） 児童がのびのびと安心して遊べる公園や広場等の確保を図ります。
（２） 児童のレクリェーションや行事等については、地域子ども会の活動を

助長するとともに、社会教育活動の充実を図ります。
（３） 放課後において、児童が活動できる場として、スポーツセンターや公

民館などの公共施設を開放するとともに、少年団活動の充実を図ります。

② 児童擁護の充実
（１） 子どもたちの人権を保障するとともに、犯罪や事故に遭わないよう、

地域住民によるパトロール活動などを支援します。
（２） 保健事業をはじめとした各分野における相談、指導などを通して、児

童の状況を積極的に把握し、関係機関が協力・連携しながら、児童虐待
の未然防止や早期発見に努めるとともに、住民一人ひとりが児童擁護に
主体的に係われるような意識啓発に努めます。

③ ひとり親家庭の福祉の充実
（１） ひとり親家庭が、生活の自立と安定を保ち、安心して子どもの養育が

行えるよう、相談や指導助言などの充実に努めます。
（２） 国などのひとり親家庭支援制度の有効活用を図ります。

主 な 施 策

① 児童の健全育成環境の整備
（１） 児童委員の連絡・調整等を強化した児童及び妊婦等の保健・福祉に係

る情報の提供とその他の支援及び指導の充実
（２） 発達障がいを抱える幼児に対する支援施設である「留萌中部地域子ど

も発達支援センター」の機能充実
（３） 気軽に遊べる公園や広場等の確保
（４） 乳幼児医療費の助成
（５） 子ども会活動、少年団活動の充実
（６） 有害図書の排除などの有害環境対策の推進

② 児童擁護の充実
（１） 地域住民によるパトロール活動などを支援
（２） 児童虐待の未然防止と早期発見、さらに児童擁護に関わる意識啓発の

高揚
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③ ひとり親家庭の福祉の充実
（１） 相談や指導助言の充実
（２） ひとり親家庭に対する医療費の助成

◯ 福祉施策の状況

区 分 施 策 の 内 容

乳幼児の医療費を助成します。（入院・通院・歯科とも小学校修了時（た

乳幼児医療費助成事業 だし、小学生は入院のみ対象）までが対象となりますが、町民税課税世帯

の３歳以上の子については、１割負担が求められます。また、所得制限が

あり、所得額が一定の額を超えると助成の対象とはなりません。）

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育し

児童扶養手当支給事業
ているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け児童福祉の増進を図るため

に、北海道が手当を支給する制度について、町が手続きの窓口となってい

ます。

母子福祉資金貸付事業
北海道が母子家庭又は寡婦の経済的自立を図ることを目的として、貸し付

けている１３種類の各種資金について、町が手続きの窓口となっています。

身体や精神に障がいのある満２０歳未満の子を扶養している方に対し、児

特別児童扶養手当支給事業 童福祉の増進を図るために、北海道が手当を支給する制度について、町が

手続きの窓口となっています。

２０歳未満（１８歳～２０歳は制限あり）の子を扶養しているひとり親家

ひとり親家庭医療費助成事業
庭の親及びその子の医療費（親は入院のみ）を助成します。（町民税課税

世帯には１割負担が求められます。また、所得制限があり、所得額が一定

の額を超えると助成の対象とはなりません。）

（平成２２年４月１日現在）

第５節 保育・子育て支援

現 況 と 課 題

近年の晩婚化や未婚化に加えて、新たに夫婦の出生力そのものの低下という現状によ
り、今後少子化が一層進行するとともに、核家族化の進行や夫婦共稼ぎの増加などが進
むなか、子育てに対して不安を抱えている家庭が増えています。
このような児童を取り巻く環境の変化に対応するため、家庭や地域のきずなを強め、

地域における子育て支援の仕組みづくりや働きながらもゆとりを持って子育てできる環
境の整備が強く求められています。
このため、女性の就業機会の増大などにより、保育ニーズが多様化している状況にも

あることから、保育サービスの拡充や育児相談指導体制の充実などの子育て支援を積極
的に進めていく必要があります。
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基本方針と施策の概要

① 家庭における子育てへの支援
（１） 地域子育て支援センターを中核施設として、子どもや保護者に交流の

場を提供し、子育て情報の提供に努めるとともに、相談などの充実に努
め育児不安の解消を図るなど、地域ぐるみの子育てを支援します。

（２） 家庭において男女が共同して子育てが行われるよう、意識啓発を図り
ます。

② 保育施設・環境の整備
（１） 保育児童数の動向や地域の実情などを踏まえ、保育所（園）の適正な

定員を検討するとともに、適正定員の確保に努めるます。
（２） 保育施設の老朽化や新たな保育ニーズに、より効果的・効率的に対応

するため、保育所（園）と連携し、施設等の充実を図ります。

③ 保育サービスの充実
（１） 保育ニーズの多様化に対応し、障がい児保育、学童保育、延長保育及

び休日保育等の受入について検討します。
（２） 保育所（園）との連携を強化し、保育相談体制の充実を図ります。

④ 地域で子どもを豊かに育てる環境づくり
（１） 休日や放課後の児童・生徒の対応として、地域の人々が子供たちを守

り、育てていく活動を支援します。
（２） 地域住民が子育て（特に未就学児童）に関わり、地域社会全体で子育

てを応援できる環境のネットワークづくりを推進し、自主的に活動する
子育てサークルを含めた子育てボランティアの育成とその活動を支援し
ます。

（３） 子どもが自然とのふれあいや交流会、遊び体験などを通して情操が深
まるような子育てを地域で担っていくことを促進します。

主 な 施 策

① 家庭における子育てへの支援
（１） 地域子育て支援センターを中核施設とした交流の場の提供、さらに子

育て等に関わる情報提供や相談体制の充実強化

② 保育施設・環境の整備
（１） 定員の見直し等を含めた保育所（園）の適正な運営
（２） 適切な保育料の設定と徴収
（３） 保育施設の老朽化や新たな保育ニーズに対応した施設等の充実

③ 保育サービスの充実
（１） 障がい児保育、学童保育、延長保育及び休日保育事業の拡充に向けた

検討
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④ 地域で子どもを豊かに育てる環境づくり
（１） スポーツセンターや公民館を活用した放課後児童健全育成事業の充実

強化
（２） 子育て支援ボランティアグループ等の育成
（３） 自然とのふれあいや交流会、さらに遊び体験の提供

◯ 保育所の設置状況

区分 設 置 者 設置年月 入所定員 職員数

保育所名 保育士 その他

苫前保育園 社会福祉法人 苫前福祉会 Ｓ３５・５ ４５人

古丹別保育所 社会福祉法人 古丹別福祉会 Ｓ３８・４ ４５人

計

（平成２２年４月１日現在）

第６節 障がい者福祉

現 況 と 課 題

障がい者が地域の一員として安心し、自立した生活を送れるように、住民一人ひとり
が障がいに対する理解を深め、障がい者の生活を支援していく環境づくりが課題となっ
ています。
このため、障がい者の問題は障がいのない人々にも共通の問題であるという認識のも

と、ボランティア活動により、障がい者を地域ぐるみで支えあうとともに、関係機関と
の連携を深めながら、在宅サービスの充実を図り、障がい者にやさしいまちづくりを進
める必要があります。
また、障がいの予防、早期発見、早期療養、療育の取り組みや障がい者が社会に参加

できるように障がいの程度・内容に応じたきめ細かい施策の展開が求められています。

基本方針と施策の概要

① 障がい者福祉サービスの充実
（１） 正しい知識の普及と障がいに対する理解の促進に努めるとともに、妊

婦・乳幼児の健康診断や早期療育体制の充実を図り、障がいの未然防止
や障がいの早期発見・早期療育に努めます。

（２） 社会適応訓練や機能回復訓練の充実と支援を図り、障がい者の社会参
加を促進します。

（３） 障がい者のホームヘルプサービスなどにおいて、今後も新たな利用者
が見込まれることから、障がいのある人に対し、情報と適切なサービス
を提供し各種在宅サービスの充実を図ります。

（４） 障がい者が安心して地域で暮らすことができるよう、相談支援に携わ
る職員の資質向上と相談窓口の充実を図ります。
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② 障がい者の自立支援
（１） 障がいのある人が孤立することのないよう家族、ボランティア団体、

地域などと連携して、地域で自立して暮らしていける体制づくりを促進
します。

（２） 行政と民間が共同でトライアル雇用（障がい者を試行的に雇用し、そ
の職業適応性を見極めること）の実施を促進し、障がい者が就労を経験
する機会を増やすとともに、雇用する側の障がい者に対する理解を深め、
一般就労へつなげるための支援を図ります。

③ 障がい者福祉意識の啓発
（１） ノーマライゼーション（障がい者や高齢者など社会的に不利を負う人

々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他人
と同等の権利を享受できるようにするという福祉理念）の理念の下に、
教育と福祉の連携による幼児期からの「障がい理解教育」の促進と交流
および啓発活動を推進します。

④ 居住環境の整備・充実
（１） 障がい者が安心して生活できる公営住宅の供給やユニバーサルデザイ

ン（障がい者をはじめ、子どもから高齢者までだれもが支障を感じるこ
となく、安全で安心して生活できる仕様、または設計思想）の視点に立
った住宅の新築・改築を促進します。

（２） 公共施設のバリアフリー（高齢者や障がい者（児）など身体が不自由
な人が容易に利用できるための段差などの障がいの解消）化を促進する
とともに、道路・歩道の整備に努めます。

主 な 施 策

① 障がい者福祉サービスの充実
（１） 障がい者に対する支援体制の整備
（２） 障がい者からの相談等に関する相談窓口、指導業務の充実
（３） 障がい者自立支援事業や障がい者自立支援対策推進事業の適正な運用
（４） 在宅障がい者に対する生活訓練、訪問看護及び訪問医療等生活支援の

充実
（５） 重度心身障がい者に対する医療費助成の実施

② 障がい者の自立支援
（１） 家族、ボランティア団体などと連携した自立支援体制の促進
（２） 障がい者本人による社会活動及び生活支援の充実
（３） 障がい者福祉団体に対する支援・援助
（４） 在宅福祉サービスの利用援助
（５） 雇用・就労に係る支援と情報提供

③ 障がい者福祉意識の啓発
（１） 教育と福祉の連携による幼児期からの「障がい理解教育」の促進と交

流および啓発活動を推進
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④ 居住環境の整備・充実
（１） 公共施設や公営住宅等に係るユニバーサルデザインの理念に基づく施

設整備
（２） バリアフリー化情報の提供
（３） バリア（障壁）を取り除いた安全で安心して利用できる道路・歩道等

の整備

◯ 福祉施策の状況

区 分 施 策 の 内 容

身体障害者手帳の等級が１級、２級及び３級（内部障害のみ）の方、療

育手帳がＡ判定の方、精神障害者保健福祉手帳が１級の方に医療費の助

重度心身障害者医療費給付事業 成を行います。（町民税課税世帯には１割負担が求められます。また、

所得制限があり、所得額が一定の額を超えると助成の対象とはなりませ

ん。）

在宅の特別障がい者及び特別障がい児に対し、著しい重度の障がいによ

特別障害者手当支給事業 って生ずる特別な負担の軽減を図る一助として、特別障がい者及び特別

障がい児の福祉の増進を図るために、北海道が手当を支給する制度につ

いて、町が手続きの窓口となっています。

（平成２２年４月１日現在）

第７節 生活保護者福祉

現 況 と 課 題

社会構造の変化や長引く景気低迷により、生活援助を要する世帯が増加する傾向にあ
り、生活の向上や自立を支援するよう相談体制の充実が求められています。

基本方針と施策の概要

① 自立援助の促進
（１） 自立の助長を図るため、民生委員をはじめ各種関係機関などと連携し

就労、生活などの相談・指導の充実を図ります。

主 な 施 策

① 生活保護関係
（１） 民生委員及び関係機関等との連携を強化した生活保護世帯の実態把握
（２） 雇用・就労に係る支援と情報提供の充実
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第３章 心ゆたかな町の創造計画

第１節 学校教育

現 況 と 課 題

学校教育においては、心身ともに健康で社会の変化に適切に対応し、人間性豊かな児
童生徒の育成を図ることによって、生涯にわたる人間形成の基礎を培うことが大切とな
ります。
近年、いじめ、不登校、少年犯罪などの問題がより深刻さを増しており、社会変化に

適切に対応できる児童生徒の育成と教職員の資質向上が求められています。
このため、子供たち一人ひとりが個性豊かで伸びやかに育ち、豊かな感性を身につけ、

より快適な学校生活を過ごすためには、本町の美しい自然環境や歴史・文化などを生か
した教育を推進することが求められており、家庭、学校、地域社会が連携・協力を深め、
いじめ問題や児童・生徒の不登校の対策に積極的に取り組み、子供たちの安全管理体制
の整備を適切に行っていくことも必要です。
学校教育は、情報化や国際化等に対応できる新たな教育が求められており、これらに

伴う関連機器の整備や教育体制の充実など、各学校の状況に応じた施設整備が求められ
ています。

基本方針と施策の概要

① 教育環境の整備・充実
（１） 校務の効率化、教育の情報化に向けたＩＣＴ環境の整備を進めます。
（２） 小学校の英語必修化、国際理解教育や実践的な外国語教育の充実を図

るため、英語指導助手招致事業に取り組みます。
（３） 支援を必要としている児童生徒が適切な教育を受けられるよう、すべ

ての子どもの学びと育ちを保障する特別支援教育を推進します。
（４） 児童・生徒の読書活動の推進や学校教育における言語力の涵養に資す

るため、学校図書室の整備を進めます。
（５） 地域や子どもたちの実状に応じた創意工夫のある教育活動や学校運営

を進めます。
（６） 学校施設の開放を積極的に推進するとともに、地域の人材を活用し、

家庭や地域の意見が反映される開かれた学校づくりを進めます。
（７） 学力向上、いじめ、不登校、虐待などに適切に対応するため、教育相

談体制の充実を図るとともに、家庭や地域社会の連携のもと児童生徒を
守る仕組みづくりを進めるため、学校教育支援員設置事業に取り組みま
す。

（８） 体験学習などを通じて、「食」に関する知識と望ましい食習慣を身に
付け、健全な食生活を実践することができるよう、食育を推進します。

（９） 安全・安心な給食を提供するため、衛生管理の徹底や調理機器等の整
備を進めます。

（10） 地場農産物や加工品を積極的に活用し、特色ある学校給食の充実に努
めます。
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② 教育内容の充実
（１） 学習指導要領に基づく基礎学力の向上により、確かな学力の定着を図

るとともに、ティームティーチング（一つの学習集団を指導する際に、
複数の教師がそれぞれの専門性を生かして協力する授業方式のこと）な
ど個への指導体制の充実を図り、児童生徒一人ひとりのニーズに応じた
教育を支援します。

（２） 情操教育、道徳教育、人権教育など、豊かな人間性と思いやりの心を
培う教育の充実を図るとともに、児童生徒の「生きる力」の教育のため
の体験を重視した学習の推進を図ります。

（３） 本町の産業や文化などをまとめた社会科副読本を活用した授業や地域
の自然体験学習を通して、郷土に対する愛着と理解を深めます。

（４） 情報化社会に適応していくため、児童生徒のＩＣＴ活用や情報モラル
教育を推進します。

③ 教職員研修及び福利の増進
（１） 教職員の研修・活動を促進し、指導力の充実を図ります。
（２） 教員住宅の整備・改修を進めます。

④ 教育施設の整備
（１） 児童生徒の推移など長期展望にたって、学校規模の適正化及び適正配

置を検討し、学校施設の計画的な整備を進めます。
（２） 学校施設の耐震化を計画的に実施し、必要に応じた改修を進めます。

⑤ 高等学校教育の充実
（１） 特色ある学校づくりなど、高校の維持充実を図るため関係機関に要望

するとともに、地域に開かれた学校づくりを推進できるよう支援します。

主 な 施 策

① 教育環境の整備・充実
（１） 英語指導助手の招致
（２） 学習の効果を高めるための教育機器の整備
（３） 特別支援教育の推進
（４） 学校図書室の整備・充実
（５） 地域や子どもたちの実状に応じた創意工夫のある学校づくりの推進
（６） 教育相談体制の充実と家庭や地域社会と連携した児童生徒を守る仕組

みづくりの推進
（７） 食育の推進と特色ある学校給食の実施

② 教育内容の充実
（１） 児童生徒の個性や能力に応じた教育の推進
（２） 児童生徒の「生きる力」を主眼とした体験学習の推進
（３） 社会科副読本を活用した郷土に対する愛着の理解と醸成
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③ 教職員研修及び福利の増進
（１） 教職員の指導力の充実
（２） 教員住宅の整備・改修

④ 教育施設の整備
（１） 長期展望にたった学校規模の適正化及び適正配置の検討と学校施設の

計画的な整備
（２） 学校施設の耐震化に向けた整備と必要に応じた改修の推進

⑤ 高等学校教育の充実
（１） 地域に根ざした特色ある学校づくりの推進

◯ 学校の状況

区 分 学 校 名 学級数
教職 児童・生徒数（人） 校舎面積（㎡）

員数 男 女 計 校舎等 屋 体

苫前小学校 ６ １５ ４７ ３８ ８５ １，９３０ ６２２

小学校 古丹別小学校 ６ １６ ４５ ４５ ９０ ２，３８６ ６８８

計 １２ ３１ ９２ ８３ １７５ ４，３１６ １，３１０

苫前中学校 ３ １７ ２２ ２４ ４６ １，４４３ ８０６

中学校 古丹別中学校 ３ １１ ３３ １７ ５０ ２，７５７ ６５３

計 ６ ２８ ５５ ４１ ９６ ４，２００ １，４５９

苫前町学校給食共同調理場 ２４５

高等学校 苫前商業高等学校 ３ １７ ３８ ４６ ８４ ４，９７６ ９６６

（平成２２年４月１日現在）

第２節 各世代教育

現 況 と 課 題

人々の価値観が多様化し、ゆとりや生きがいなどを求める傾向も強くなっています。
また、芸術、文化、スポーツなどを生涯にわたって学ぼうとする関心の高まりと、その
結果を地域活動を通して、社会と関わりたいと希望する人々が増えてきています。
このため、「いつでも、どこでも、だれでも」学ぶことができる生涯学習社会の構築

へ向けての環境づくりが求められています。
生涯学習は、住民一人ひとりが生きがいのある人生の創造と地域社会の形成を目指す

もので、可能な限り自己に適した手段、方法を自ら選びながら、生涯にわたって主体的
に学ぶことを基本としています。
このことから、学校教育、社会教育はもとより、福祉、保健、医療、産業などあらゆ

る分野の関係機関や団体が相互に連携を図り、子どもから高齢者まで全ての人々が自ら
学び続けることを支援する体制の整備が必要となっています。
また、生涯学習の拠点施設である苫前町公民館の機能充実、住民の多様なニーズに応

えられる学習機会の拡充や情報の提供、団体やサークルの育成、指導者の養成・確保を
さらに推進する必要があります。
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基本方針と施策の概要

① 乳幼児（家庭）教育の推進
（１） 乳幼児を対象とした自然や動物とのふれあい、親と子との異世代交流

スポーツレクリェーションなど、各種交流機会を提供し、情操教育の推
進を図ります。

（２） 関係機関との連携強化を図りながら、情報提供や相談体制を充実させ
自主的なサークル活動の活性化を図ります。

（３） 「家庭は教育の出発点である」という観点から、地域ぐるみで子育て
や子どもの活動を支援する推進体制の整備、家庭教育に関する学習機会
の提供や相談体制の整備を推進します。

② 少年教育の充実
（１） 学社融合事業による世代間交流活動、職業体験、自然体験、ボランテ

ィア活動などを通じて、地域参画意識を育み、ふるさと意識の高揚を図
ります。

（２） さまざまな集団活動や行動に参加するなか、長期の野外体験などを通
じて自立心・責任感などの道徳観を培うため、広域的教育事業への参加
促進を図ります。

（３） 異年齢集団での活動の充実や地域教育力向上のため、子ども会活動や
少年団などの青少年団体の指導者や育成者の意識高揚と団体活動の充実
を図ります。

③ 青年・成人教育の充実
（１） ボランティアや地域行事など、主体的な地域参画活動ができるよう、

関係機関、団体、事業所との連携を強化し、活動の組織化を図ります。
（２） 多様化・高度化する学習要求に対応するため、学習機会の拡充を図る

とともに、地域の担い手としての意識を高める学習機会の拡充や住民ニ
ーズに合わせた生涯学習のあり方、意識の高揚の醸成を図ります。

（３） 活力あるまちづくりに貢献するための地域参画意識を高揚させ、諸活
動の組織化とともに、既存団体との交流・連携を図ります。

（４） 生きがいのある人生観を享受するうえからも、趣味や教養を生かした
サークル・団体の育成を推進し、合わせて地域指導者の育成を図ります。

④ 高齢者生きがい対策の充実
（１） 生きがいやうるおいのある人生づくりのため、学習に参加することへ

の意欲や喜びを高め、高齢者の生活環境の改善や各種課題に対応した学
習機会の充実を図ります。

（２） 高齢者の知恵や経験を生かした生活文化の伝承や人材の活用を積極的
に推進し、世代間交流事業や地域参画機会の拡充を図ります。

⑤ 地域力教育力の向上
（１） 学習ニーズの多様化・高度化に応じて、住民が「いつでも、どこでも

だれでも」生涯を通じて、各世代に対応した主体的な学習活動を続けら
れるよう、教育分野をはじめとする文化、スポーツ、福祉、産業などの
関係団体との連携強化のもとに、総合的な学習環境を構築します。
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⑥ 生涯学習を推進する拠点施設の効果的な施設運営
（１） 生涯学習施設の効率的・効果的な管理運営と機能充実を図ります。

主 な 施 策

① 乳幼児（家庭）教育の推進
（１） 各種交流機会の提供と情操教育の推進
（２） 情報提供や相談体制の充実とサークル活動の活性化
（３） 家庭教育プログラムの充実

② 少年教育の充実
（１） 学社融合を視野に入れた事業の推進
（２） 子ども会などの育成と自主活動の推進
（３） ボランティア活動や体験学習の推進
（４） 指導者や育成者の養成と推進

③ 青年・成人教育の充実
（１） 青年各期に応じた学習機会の充実と情報提供
（２） 文化活動の参加促進
（３） サークル活動やボランティア活動の推進

④ 高齢者生きがい対策の充実
（１） 豊かな経験や知識の伝承など世代間交流の促進
（２） 生きがいづくりを進める環境の整備

⑤ 地域力教育力の向上
（１） 学校教育と社会教育との融合推進体制の確立
（２） 学習ニーズに応じた相談・指導体制の充実
（３） 学習を支援する情報提供の充実

⑥ 生涯学習を推進する拠点施設の効果的な施設運営
（１） 生涯学習を推進する拠点施設の効果的な施設運営

第３節 芸術・文化・文化財

現 況 と 課 題

優れた芸術・文化に触れ、創作や鑑賞活動を行うことは、心豊かに潤いと活力あるラ
イフスタイルを形成していくことにつながります。
本町においては、芸術の創作や鑑賞活動、趣味やボランティア活動を通して社会参加

を行うという意識を持った住民が増えてきており、住民が芸術・文化の活動拠点となる
苫前町公民館などを活用して、住民のだれもが芸術・文化に触れることができる活気あ
るまちづくりが期待されています。
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芸術活動は、多くの団体が活動していますが、各組織の自立運営やリーダーの育成も
必要になっています。
こうしたことから、芸術・文化活動の発表・交流の場の提供などへの支援や多様な芸

術・文化の振興を図っていくことが必要となっています。
また、芸術・文化活動が、住民の創造性を育み、心ゆたかな地域づくりと人々のつな

がりを深めていくために、地域のネットワーク化の構築などが求められています。
一方、自然環境や歴史背景のなかで培われてきた歴史資料や文化財は、先人の暮らし

や精神文化を知る歴史的な価値があるだけでなく、郷土への誇りや愛着を育てるための
重要なふるさと資源です。
これらの資料は、郷土の歴史・文化の正しい理解のためにも重要なものであり、保存

・継承されることにより、将来の文化発展の基礎となるものです。
本町には、埋蔵文化財、開拓以来の歴史・文化などを保存・伝承すべき有形・無形の

貴重なふるさと資源が豊富にあり、これらを後生に伝えていくことが求められています。

基本方針と施策の概要

① 芸術・文化活動の育成と支援
（１） 文化・芸術に関する学習の成果を発表する団体や鑑賞する「場」「機

会」を提供する団体に対する支援を行うとともに、リーダーの育成を促
します。

（２） 文化活動やサークル活動などに取り組む団体などへの支援を行うとと
もに、自主的な活動を促進します。

（３） 芸術・文化活動が積極的に展開されるよう、公共施設や民間施設など
の活用を図ります。

② 芸術・文化事業の推進
（１） 地元の芸術家や文化を愛する人たちなどとのネットワークづくりを支

援し、交流を通して、芸術・文化のさらなる振興発展を推進します。
（２） 地元の芸術家や文化人の作品などの情報を紹介するなど、芸術・文化

の推進を図ります。

③ 芸術・文化鑑賞機会の拡充
（１） 住民が生涯を心豊かに過ごし、多様性を受け入れる社会をつくるため

国内外の優れた芸術・文化に接し、体感できる鑑賞機会の提供と拡充を
図ります。

（２） 初心者にも配慮しながら、内容の充実した文化講座、教室を開催する
とともに、子供たちにも芸術・文化のすばらしさ、楽しさを体感できる
機会を充実します。

④ 歴史的文化の保存・継承と活用
（１） 地域文化の保存と伝承を担う人材の育成を支援します。
（２） 本町の歴史を伝承する活動を充実します。
（３） 各種の資料を学校施設などに展示・公開し、児童・生徒ならびに地域

住民に郷土の歴史に触れる機会を設けます。
（４） 町内にある歴史的な物件や景観などの掘り起こしと、住民がそれらを

体験学習する事業を展開します。
（５） 文化財の保存・公開施設の整備充実を図ります。
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主 な 施 策

① 芸術・文化活動の育成と支援
（１） 文化団体・サークル活動の支援強化と文化活動への参加機会の拡充
（２） 芸術・文化活動を支援する拠点施設の利用促進と効果的な施設運営

② 芸術・文化事業の推進
（１） 地元の芸術家や文化を愛する人たちなどとのネットワークづくりの充

実
（２） 地元の芸術家や文化人の作品などの情報発信を基盤とした芸術・文化

の推進

③ 芸術・文化鑑賞機会の拡充
（１） 鑑賞機会の充実や文化情報の提供と多様な文化活動が展開できる創作

活動の推進
（２） 文化講座や教室などの拡充と体験機会の充実

④ 歴史的文化の保存・継承と活用
（１） 文化財、郷土芸能の保存・伝承
（２） 埋蔵文化財保護活動などの広域ネットワーク化の推進
（３） 伝統文化や埋蔵文化財を伝承するための展示・学習活動の展開
（４） 郷土史研究会などの団体活動の支援強化
（５） 郷土資料館の利用促進と効果的な施設運営

第４節 図書活動

現 況 と 課 題

近年、テレビやパソコンなどのさまざまな媒体が目覚ましい発達を遂げていますが、
読書という行動は、他の媒体とは異なる特徴を持ちます。それは、読書が「能動的」な
作業だからです。
文字を読み、考え、考えた事を表現するこの作業は、読解力、理解力、思考力、想像

力、創造力、表現力、感受性、言語の発達という基礎能力の発達を促すと言われている
ことから、住民に対し読書の普及や図書に関する事業を積極的に展開する必要がありま
す。
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基本方針と施策の概要

① 図書活動の推進
（１） 子どもたちが自主的に読書活動に取り組むことができるよう、子ども

の読書や活字離れを防ぐため、ブックスタート（１９９２年にイギリス
のバーミンガムで始まった「親子が絵本を介して楽しい時間を分かち合
うこと」を応援する運動）事業や移動図書室、図書に関する事業を積極
的に展開し、０歳から本の楽しさを伝え読書の習慣化を図ります。

（２） 読書ボランティアの育成に努め、地域住民の読書推進活動への参加と
理解を図ります。

（３） 図書室の機能強化を図るとともに、魅力と特色ある蔵書の充実に努め
るなど、個性ある図書室づくりを進めます。

主 な 施 策

① 図書活動の推進
（１） ブックスタート事業や移動図書室等、図書に関する事業の展開
（２） 読書ボランティアの育成と図書活動の充実

第５節 スポーツ・レクリエーション

現 況 と 課 題

多くの人が、心身ともに健康で活力ある生活を望んでおり、スポーツ・レクリエーシ
ョンへの関心がますます高まっています。スポーツは、健康づくり、体力づくりに寄与
するだけでなく、スポーツを通じて培われた仲間との連帯感や協調性は、より良い地域
社会形成の基礎となるものです。また、スポーツは青少年が思いやりの心やフェアプレ
ーの精神を育む重要な役割も果たしています。
本町のスポーツ・レクリエーション施設は、野球場、スポーツセンターなどがあるほ

か、コミュニティスポーツとしてパークゴルフ場もあり、住民が気軽にスポーツなどを
楽しむことができる環境づくりに努めてきました。
今後も、スポーツ・レクリエーション施設の有効活用を図るとともに、年齢や体力に

応じたスポーツの普及を進めることが必要です。

基本方針と施策の概要

① スポーツ・レクリエーション活動の推進
（１） 年齢層や個々の運動能力に応じた体力づくり講座、各種講習会・教室

の開催など、スポーツに親しめる機会の充実を図ります。
（２） スポーツ教室や施設、大会案内など、スポーツ・レクリエーションに

関する情報提供の充実を図ります。
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② 指導者・組織の育成と支援
（１） 体育協会やスポーツ少年団をはじめ、子どもから高齢者まで、住民の

自主的な運営による「総合型地域スポーツクラブ」の設立に努めるとと
もに、育成・支援を図ります。

（２） スポーツ・レクリエーション指導者や団体に対して情報提供の充実を
図り、指導者の養成に努めます。

③ 高齢者の体力向上事業の推進
（１） 高齢者人口が増加する本町において、「高齢者の健康づくり」が重要

な課題となっており、各地区老人クラブとの連携により体力向上事業を
推進します。

④ 社会体育施設の整備充実と有効活用
（１） スポーツ・レクリエーション施設の環境整備を進めます。
（２） 学校体育施設や社会体育施設の有効利用を進めます。

主 な 施 策

① スポーツ・レクリエーション活動の推進
（１） スポーツに親しめる機会の充実と参加促進
（２） スポーツ・レクリエーションに関する情報提供の充実

② 指導者・組織の育成と支援
（１） 「総合型地域スポーツクラブ」の設立と育成・支援
（２） スポーツ・レクリエーション指導者の養成と指導体制の強化

③ 高齢者の体力向上事業の推進
（１） スポーツを通じた健康づくりの推進

④ 社会体育施設の整備充実と有効活用
（１） 健康づくりを支援する拠点施設の利用促進と機能強化
（２） スポーツ・レクリエーション施設の広域ネットワーク化

第６節 国際化・国際交流

現 況 と 課 題

２１世紀のまちづくりには、広い視野と豊富な知識、さらに国際化に対応していくた
めの優れた国際感覚と新しい分野を切り開いていく担い手の育成を図り、国際感覚の中
で地域振興を推進する必要があります。
このため、国際化に対する住民意識の高揚や人材の育成、交流の促進、支援を図ると

ともに、諸外国の人々を受け入れるための体制づくりが求められています。
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基本方針と施策の概要

① 国際化・国際交流の推進
（１） 苫前商業高等学校における特色ある学校づくりの一環として、高校生

の海外研修事業を実施し、国際性豊かな人材の育成に努めます。
（２） ホームステイの受け入れや通訳などの住民ボランティアの確保に努め

ます。
（３） 民間交流団体などの国際交流活動を支援します。
（４） 英語指導助手を継続配置し、生きた英語学習を進めるとともに、学校

教育や社会教育と連携しながら、住民の国際理解を図ります。

主 な 施 策

① 国際化・国際交流の推進
（１） 海外研修事業などによる国際理解の増進
（２） ホームステイや通訳など地域ボランティアの育成
（３） 交流推進組織の育成と体制強化

第７節 地域間交流

現 況 と 課 題

自由時間の増大や交通の利便性の向上などにより、地域間の交流が活発化しており、
このような交流の活発化を地域の活性化に結びつけていくことが求められていることか
ら、都市との交流やスポーツ、或いは祭りを通じての交流、芸術・文化などに触れる機
会を通じての交流など、地域の個性に応じた交流を拡大するとともに、新たな活力を生
み出す地域連携・交流を促進し、地域の活性化につなげることが求められています。

基本方針と施策の概要

① 旧友好町との交流促進
（１） 旧三重県長島町とは友好町提携を行っていましたが、市町村合併によ

り桑名市となりました。引き続き、長島地区との物産展交流や人的・文
化的交流を積極的に展開します。

② ふるさと会との交流促進
（１） 苫前町出身者で組織されている「ふるさと会」との情報交換を密にし、

町の振興を図ります。
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③ 住民同士がふれあえる機会の充実
（１） 各世代が集える多様なプログラムのあるサークル活動の支援を行いま

す。
（２） 各地域のコミュニティの充実を図り、さらに日常生活においても支え

あう仕組みを充実させながら、地域間の連携により住民同士が支えあう
仕組みづくりを進めます。

（３） 多世代が交流できるイベントや祭りなどを開催し、町内の交流機会の
創出を図ります。

（４） 地域間や異業種交流促進による交流人口の拡大を図り、より良いふる
さとづくり意識の高揚を図ります。

④ 町外との交流の充実
（１） 周辺市町村とのふれあいや交流を大切にした地域間の交流を促進する

組織づくりや活動の支援を行います。
（２） 農業・林業・水産業・観光などの各種団体との連携を強化しながら、

多様なニーズに対応した参加型体験観光を促進します。
（３） 道内外の地域とのスポーツ・文化交流やネットワークづくりを促進す

るとともに、多くの住民に優れた文化に接する機会を提供するため、ス
ポーツ・文化環境の整備拡充に努めます。

主 な 施 策

① 地域間交流の促進
（１） 旧三重県長島町（桑名市長島地区）との交流の促進
（２） 苫前町出身者で組織されている「ふるさと会」との交流促進
（３） 地域間や異業種交流推進による交流人口の拡大
（４） 多様なニーズに対応した参加型体験観光の促進
（５） 優れた文化等に接するためのスポーツ・文化環境の整備拡充

第８節 地域づくり・定住

現 況 と 課 題

地域社会が抱える課題は多様化しており、安心して暮らせる地域社会を実現するため
には、住民と行政が相互理解のもとにパートナーシップを築き、より積極的に連携しな
がら多様化する地域課題に対応していくことが必要となっています。
このため、コミュニティ組織などの住民活動の活性化を促進するなど、「協働」が経

済・雇用、少子・高齢化や環境問題への対応といった幅広い分野で、地域社会を支える
仕組みとして定着するよう、取り組む必要があります。
また、コミュニティ活動拠点として整備してきた地域集会施設に対する支援が求めら

れています。
定住施策として、全町各地域において人口の減少が進んでおり、これらの地域を担う

人材の確保やコミュニティ活動、さらには商店街への影響など、大きな問題となってい
ます。
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このように、人口の減少は産業や福祉、生活環境全般において影響を及ぼすため、人
口の推移または増加を視野に入れた施策が必要となっています。

基本方針と施策の概要

① 協働による地域社会づくりの促進
（１） 町内会における地区組織及び連合組織の組織強化や再構築を推進し、

各組織の交流やリーダーの育成を図ります。
（２） 協働への意識啓発やさまざまな分野での協働の試みを促進し、協働ネ

ットワークの整備を図ります。
（３） 住民や住民活動団体を対象とした各種講座や相談活動の充実を図りな

がら、ＮＰＯ法人設立の促進や住民活動などに関する理解を深め、住民
活動団体が活動しやすい環境の整備を図ります。

（４） 地域住民が自主的かつ主体的に活動する地域事業に対し、支援する制
度の確立を図り、コミュニティ活動の活性化に努めます。

② 地域集会施設の支援制度の推進
（１） 地区を単位とするコミュニティ活動の拠点である地域集会施設の支援

制度を推進するとともに、これを活動拠点とした自由なふれあい活動の
展開を促進します。

③ 定住・移住の促進
（１） 子どもから高齢者まで安心して暮らせる施策を展開します。
（２） 子どもを産み育てやすいまちとして、子育て支援の充実を図ります。
（３） 住宅環境の整備や雇用の場の確保に努めます。
（４） 移住に伴う受け入れ体制の整備や最新の移住情報の発信、さらには、

移住相談窓口の設置などに取り組みます。
（５） 移住環境の整備や移住体験事業を展開し、移住の促進を図ります。

④ 空き家・廃屋対策の推進
（１） 移住希望者の要望に応えるとともに、町内おける空き家の有効活用や

適正管理を通じて、移住・定住促進による地域活性化を図るために、空
き家情報等を提供します。

（２） 廃屋撤去は、所有者個人の責任でありますが、先ずは行政として対応
可能な課題から取り組みます。

主 な 施 策

① 協働による地域社会づくりの促進
（１） 町内会組織などの充実と地域リーダーの育成
（２） 住民活動団体が活動しやすい「協働環境」の整備
（３） 地域活動に対する支援制度の確立
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② 地域集会施設の支援制度の推進
（１） 自由なふれあい交流活動の拠点施設としての支援制度の推進

③ 定住・移住の促進
（１） 住宅環境の整備や雇用の場の確保
（２） 受け入れ体制の整備や最新の移住情報の発信、さらには移住相談窓口

の設置
（３） 移住環境の整備や移住体験事業の展開

④ 空き家・廃屋対策の推進
（１） 空き家情報（苫前町住まいるネット制度）の促進
（２） 廃屋対策の推進

第９節 男女共同参画・人権

現 況 と 課 題

男女共同参画については、近年における社会環境の変化を背景として、女性自らが職
場や地域活動など社会のさまざまな場へ参加することが活発化し、住民生活の向上や経
済社会の発展に対する女性の貢献が重要となっています。
まちづくりには、多様な考え方を生かしていくことが求められており、特に女性の積

極的な参画が重要となっています。住民一人ひとりが性別にかかわりなく、社会のあら
ゆる分野に参画することができるよう「男女共同参画社会」の実現に向け、一層の取り
組みが必要となっています。
人権については、日本国憲法で保障されている基本的人権に関し、暴行虐待、強制強

要などといった人権侵犯が高い水準で発生している現状を鑑み、平成１２年に「人権教
育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行されました。
本町においては、幸いにも人権侵犯事件は発生していませんが、基本的人権を擁護し、

人権思想を普及するため、各種の周知活動を行うとともに、法務大臣から委嘱された人
権擁護委員２名による特設人権相談を年２回程度開設しています。

基本方針と施策の概要

① 男女共同参画の推進
（１） 性別による固定的な役割分担の改革など、男女共同参画社会への住民

理解を進めます。
（２） 各種団体や事業所をはじめ、あらゆる分野において男女が平等に参画

できる機会を拡充します。
（３） 子育て支援策の充実を図るとともに、男女の育児・介護休暇制度の啓

発に努めます。
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② 人権擁護の推進
（１） 人権教育及び人権啓発に関する法律に基づく「人権教育・啓発に関す

る基本計画」を踏まえ、人権尊重社会の早期実現に向けた人権教育・啓
発を総合的かつ計画的に推進するとともに、町と人権擁護委員との連携
を強化し、相談活動の充実を推進します。

（２） 地球温暖化など地球規模での環境破壊、科学技術の進展に伴う社会環
境の変化、高度情報化に関連した個人情報の保護など、新たな人権課題
が生じていることから、関係機関との連携を強化して、これらの課題に
対処する必要があります。また、住民との相談事業にあたっては、個人
情報やプライバシーの保護等に配慮した相談体制の整備に努める必要が
あります。

主 な 施 策

① 男女共同参画の推進
（１） 男女共同参画社会づくりの意識づくりと啓発活動の強化
（２） 女性団体への活動支援の充実
（３） 各種審議会等政策決定の場への参加促進

② 人権擁護の推進
（１） 人権擁護委員や関係機関との連携強化による相談活動の充実
（２） 個人情報やプライバシーの保護等に配慮した相談体制の整備

第１０節 消費者生活

現 況 と 課 題

近年、悪質商法や欠陥商品によるトラブル、消費期限の改ざんなど食品の安全確保が
大きな社会問題となっています。また、消費者基本法が平成１６年に施行されたことに
より、これまでの「保護される消費者」から「自立する消費者」への転換が求められて
います。
契約方法や販売方法も現金取引、店舗販売に加え、割賦販売や訪問販売などが増加し、

さらにはインターネットを利用した商品取引など複雑多様化しています。
このため、契約や商品をめぐる消費生活の問題に対しては、消費者が自ら考え行動す

るため、情報提供を推進していくとともに、消費者被害の適切な救済および被害の未然
防止を図ることが必要となっています。
また、既存商店などの廃業に伴う購買活動を支える生活・買い物弱者対策が求められ

ています。
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基本方針と施策の概要

① 消費者生活の安定と向上の確保
（１） 消費者が正しい知識や考え方を身につけることができるよう、意識啓

発を行うとともに、消費者団体の自主的活動を支援します。
（２） 消費者が被害に合わないよう消費生活窓口の周知を図るとともに、関

係機関との連携や情報交換に取り組みます。
（３） 悪質商法の新たな手口や商品の安全性、消費者被害の未然防止など消

費に関する情報提供の充実を図ります。
（４） 生活・買い物弱者に対応した商業活動のあり方を検討します。

主 な 施 策

① 消費者生活の安定と向上の確保
（１） 消費者が確かな知識と判断を身に付け、行動するための普及啓発と情

報提供の充実強化
（２） 消費者協会と連携した研修会の開催
（３） 消費者に身近な場所での苦情相談に適切に対応できるよう、専門相談

員等の育成と配置の推進、併せてその相談体制の整備拡充
（４） 消費者団体への支援措置の充実
（５） 消費者ニーズの把握と生活・買い物弱者に対応した商業活動の検討
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第４章 活力ある町の躍動計画

第１節 農業・畜産業

現 況 と 課 題

本町の農業は、良質な農畜産物の安定的な生産・供給をはじめ、環境保全や美しい農
村環境の形成など多面的な機能の発揮とともに、食品加工や観光など幅広い産業と結び
つき、本町の基幹産業として重要な役割を果たしています。
しかしながら、ＷＴ０（１９９５年に新しく国連の関連機関の一つとして設立された

初の国際貿易機関。組織的に世界貿易の自由化と貿易ルールをつくり、グローバルな貿
易進展の枠組みを設定していく機関）・ＦＴＡ（二国間または地域間（多国間）におい
て、物品の関税や数量制限など貿易障害となる壁を相互に撤廃し、自由貿易を行う協定）
交渉の進展や国の新たな「食糧・農業・農村基本計画」に基づく農政改革など、農業を
取り巻く情勢は大きく変化しており、農業者の先行き不安感や不透明感が増大するとと
もに、担い手の減少や高齢化などさまざまな課題を抱えているほか、食の安全・安心に
対する消費者の関心も高まりをみせています。
こうした中で、食糧供給基地としての役割をこれまで以上に発揮していくことが求め

られており、安全で良質な食糧を安定的に生産・供給する体制づくりを一層進めていく
ことが重要となっています。
このため、生産基盤や流通加工体制の整備を図るとともに、担い手の確保・育成への

取り組みや農地流動化の促進など、安定的な農業生産体制を確立する必要があります。
また、地域ブランドの形成を図り、収益性の高い作物の導入による経営の安定化や、

環境保全に対する意識の高まりに応えるため「クリーン農業（農業の持つ循環機能を生
かし、生産性との調和に留意しつつ、土づくりなどを通じて化学肥料、農薬の使用など
による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業）」、「循環型農業」を促進するとともに、
農業の持つ多面的な機能が充分に発揮されるよう、活力と魅力ある農村づくりを進めて
いくことが必要です。
さらには、本町の酪農畜産の発展のため、分業化による労働力を確保する酪農ヘルパ

ーやＴＭＲセンターと並び町営牧場の利用拡大による機能強化は不可欠であり、現状の
利用形態に応じた再編整備が必要となっています。

基本方針と施策の概要

① 農業基盤の整備
（１） 優良農地の維持や生産性、収益性の高い農業の展開を図るために、長

期的な視点に立った計画的な土地基盤整備事業を推進します。
（２） 農道整備においては、農畜産物輸送の効率化や農村生活環境の改善な

どにも考慮した、交通ネットワークの形成を推進します。
（３） 自然災害から農地を守るため、土地改良施設の機能維持を図るなど、

施設管理体制を強化します。
（４） 農畜産物の副産物を有効に活用した地力保全対策を進めます。
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② 農業支援システムの充実
（１） 最新の気象情報の入手や農地流動化の迅速な手続きに必要な農業情報

システムの活用と整備充実を図ります。

③ 農地の流動化の促進
（１） 担い手への農地の流動化を図るとともに、経営の効率化を図るため、

農地の集団化などを進めます。
（２） 優良農地の確保・保全に努めるとともに、遊休農地の発生防止・解消

に向けた取り組みを促進します。

④ 担い手の確保・育成
（１） 農業後継者の育成や仲間づくり、パートナー対策を推進するとともに

新規参入希望者の確保に努め、担い手の育成を図ります。
（２） 女性農業者が経営や地域活動に参画しやすい環境づくりを進めるとと

もに、高齢者の豊富な経験や技術を活かせる活躍の場の確保を図ります。

⑤ 農業経営の改善
（１） 関係機関と協力し、営農指導の充実・強化を促進するとともに、農業

金融制度の効果的活用のもとに足腰の強い経営への体質強化を図りま
す。

（２） 地域を担う認定農業者の育成や農業経営の法人化を促進するとともに
経営改善計画の指導体制を強化し、効率的かつ安定的な経営体の育成・
確保を図ります。

（３） コントラクター（農業経営の規模拡大や複合化、労働負担の軽減のた
め、農作物の収穫や耕起などの農作業を請け負う組織）や酪農ヘルパー
（休日の確保など酪農の労働環境改善のため、酪農家に代わり搾乳や飼
料給与などの作業を行うヘルパー要員を、農業者などによる組織から派
遣する制度）の利用を促進し、効率的でゆとりある農業経営を推進しま
す。

（４） 経営の複合化を促進するとともに、農産加工やファームイン（農村に
滞在し、自然とのふれあいを求めようとする都市住民を受け入れる農家
（農場）民宿）などのグリーンツーリズム（ファームイン、貸しロッジ、
農村体験施設などを利用して農村地域に滞在し、農山村の自然・文化・
人々との交流などを楽しむ滞在型の余暇活動）の取り組みによる経営の
多角化を進めます。

（５） 近年、エゾシカ等による農作物の被害が増大していることから、被害
防止のため、有害鳥獣の駆除強化に努めるほか、農地への侵入を防ぐ電
気柵の設置を進めます。

⑥ 生産性の向上
（１） 有機質資源を活用した土づくりや合理的な輪作体系の確立を図るとと

もに、農業試験ほ場での成果を活用し、農畜産物の安定的な収量確保や
品質の向上を図ります。

（２） 野菜など産地としての計画的な育成を図り、機械化体系の構築や労働
力の確保に努め、安定的な生産を推進します。

（３） 良質な自給飼料の効率的生産を促進するため、補助事業などを活用し
た計画的な草地整備や粗飼料収穫コントラクターの利用を促進します。



- 82 -

（４） 家畜の疾病や事故による損失を防ぐため、家畜衛生対策の充実を図り
ます。

（５） 適正な飼料給与や繁殖管理技術の改善を図り、飼養管理技術の向上を
図ります。

（６） 町営牧場の効率的な管理運営と現状の利用形態に応じた施設整備を行
うとともに、預託農家における粗飼料の安定確保を図ります。

⑦ 高付加価値化の促進
（１） 競争力のある地域ブランドの形成に向けた取り組みとして、「クリー

ン農業」「循環型農業」を基本とした栽培技術の向上に努めるとともに、
貯蔵・集出荷などの流通体系の整備を進めます。

（２） 産学官の連携を強化し、新製品やブランドの開発、販路拡大など、農
畜産物の付加価値向上に向けた取り組みを促進します。

⑧ 環境との調和
（１） リサイクルを基本とした農業系廃棄物の適正な処理を推進するととも

に、排出量の抑制に向けた取り組みを推進します。
（２） 家畜ふん尿の適正な管理と積極的な利活用を促進するため、糞尿処理

技術の紹介や、堆肥施設の有効性について啓発に努め、耕畜連携による
地域循環システムの推進を図ります。

（３） 農村の生活の場としての魅力を一層高めていくため、快適でゆとりあ
る生活環境の整備を進めます。

（４） 生産者および関係機関と連携し、低農薬や有機栽培などの環境保全型
農業の定着を進めます。

⑨ 都市と農村との交流
（１） 美しい農村景観の創出を促進し、都市住民の休養、教育の場として開

かれた活力ある農村づくりに努め、グリーンツーリズムを推進します。
（２） 農業、農村に対する理解を深めるため、自然と調和した農村環境や文

化など情報の発信に努めます。

⑩ 農業に対する理解の促進
（１） 食糧を生産する農業の役割や重要性を理解・体験する食農教育（健康

の基本となる「食」とそれを支える「農業」について学び、体験するこ
と）を推進します。

⑪ 消費者と生産者との結び付きの強化
（１） 消費者との交流を図り、消費者の需要動向に対応した農畜産物を生産

し、地産地消（地元で取れた生産物を地元で消費すること）を進めます。

⑫ 新しい時代への対応
（１） 農地の保全と農業生産活動を自立的かつ継続的に実施していくため、

時代に即応した情報の管理、経営規模拡大に伴う近代化施設の整備を進
めます。

（２） 気象条件など地域に適した新規作物の導入を促進します。
（３） 農業関連分野への就業機会の拡大を図るため、加工や販売、サービス

を組み合わせた農業関連産業であるアグリビジネスの創出を推進します
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⑬ 団体の育成と連携強化
（１） 農業関係団体の育成とともに、商工業団体をはじめ、全ての業種との

連携強化、消費者との交流などを進め、住民一体となった農業振興に努
めます。

主 な 施 策
① 農業基盤の整備

（１） 長期的視点に立った計画的な土地基盤整備事業の推進
（２） 農道の整備促進
（３） 農業用施設・設備の整備拡充と土地改良施設などにおける施設管理体

制の強化
（４） 農畜産物の副産物を活用した地力保全対策の推進

② 農業支援システムの充実
（１） 農業情報システムの活用と整備拡充

③ 農地の流動化の促進
（１） 農地の流動化・集団化に向けた取り組みの促進
（２） 遊休農地の発生防止・解消に向けた取り組みの促進

④ 担い手の確保・育成
（１） 後継者・担い手・パートナー対策の推進
（２） 女性農業者の農家経営や地域活動に参画しやすい環境づくりの醸成と

高齢者の活躍の場の確保

⑤ 農業経営の改善
（１） 農業金融制度の効果的な活用による経営体質の強化
（２） 認定農業者の育成や農業経営法人化の促進
（３） コントラクターや酪農ヘルパーの利用促進
（４） グリーンツーリズムの取り組みによる経営の多角化
（５） 有害鳥獣の駆除強化と電気柵設置の推進

⑥ 生産性の向上
（１） 有機質資源を活用した土づくりと農業試験ほ場での成果の活用促進
（２） 機械化体系の構築と労働力の確保対策の推進
（３） 補助事業などを活用した計画的な草地整備と粗飼料収穫コントラクタ

ーの利用促進
（４） 家畜衛生対策の充実
（５） 飼養管理技術の向上に向けた取り組みと乳牛・乳質向上対策の推進
（６） 町営牧場の効率的な管理運営と草地及び畜舎等施設の再編整備の推進

⑦ 高付加価値化の促進
（１） クリーン農業を基本とした栽培技術の向上と貯蔵・集出荷などの流通

体系の整備
（２） 産学官と連携した新製品やブランドの開発、さらに負荷価値向上に向

けた取り組みの促進
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⑧ 環境との調和
（１） 農業系廃棄物の適正処理の推進と排出量の抑制に向けた取り組みの促

進
（２） 家畜ふん尿の適正な管理と耕畜連携による地域循環システムの推進
（３） 下水道区域外における個人設置型浄化槽設置事業の促進
（４） 低農薬や有機栽培などの環境保全型農業の定着に向けた取り組みの促

進

⑨ 都市と農村との交流
（１） グリーンツーリズムの推進

⑩ 農業に対する理解の促進
（１） 食農教育の推進

⑪ 消費者と生産者との結び付きの強化
（１） 消費者の需要動向に対応した農畜産物の生産と地産地消の推進

⑫ 新しい時代への対応
（１） 経営規模拡大に伴う近代的施設の整備拡充
（２） 加工や販売、サービスを組み合わせた農業関連産業であるアグリビジ

ネスの創出支援

⑬ 団体の育成と連携強化
（１） 青年部・女性部をはじめとした各種組織の育成強化と、商工業団体

をはじめとした他団体との連携強化

◯ 主要作物作付面積及び収穫高

作 物 別 作付面積（ｈａ） 収穫高（ｔ）

水 稲 ８２５ ２，９６０

小 麦 １８３ ６８７

ばれいしょ １０ １９６

大 豆 ２３５ ４０６

小 豆 １９４ ３０５

いんげん豆 ８ １０

て ん さ い ５９ ３，３５３

か ぼ ち ゃ １５０ １，３０５

スイートコーン ５５ ２１５

メ ロ ン ３６ ７７８

ア ス パ ラ ２ １１

ミニトマト ３ １４１

（平成２１年度苫前町農協資料）
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◯ 農家、農用地、家畜等 ◯ 販売乳量（１月～１２月）

区 分 平成２２年２月１日現在 平成１６年 ８，１７９ｔ

農 総 数 １４３ 戸 平成１７年 ７，９５０ｔ

家 専 業 １０２ 平成１８年 ８，０７２ｔ

数 兼業
１ 種 ３６ 平成１９年 ８，１００ｔ

２ 種 ５ 平成２０年 ８，６５４ｔ

農家人口 平成２１年 ８，４５９ｔ

農 経面 田 １，５６３ ｈａ （平成２２年度苫前町農協資料）

用 営 畑 １，７３０

地 耕 樹 園 地 ０

面 作

積 地積 計 ３，２９３

乳 牛 １，５７５ 頭

家 肉 牛 ６

畜 豚 ２４２

頭 馬

数 にわとり

め ん 羊

経
総 数 １４３ 戸

営
0.1ha～ 0.99ha ２

規
1.0 ～ 2.99 ６

模 3.0 ～ 4.99 ６

別 5.0 ～ 9.99 ３３

農 10.0 ～ 19.99 ５０

家 20.0 ～ 29.99 ２１ （平成２２年２月２０１０農林業センサス）

数
30ha以上 ２５ （ ）内数値は自家用飼育家畜（平成２２年

例外規定 ４月１日現在）

◯ 農業粗生産額

総 数 千万円

米 ７１０，４００

麦類 ３５，２１４

耕
雑穀・豆類 １８５，９２３

農
いも類 １７，３８１

業 種 野菜 ６７８，２８６

粗 工芸農作物 ３６，５７４

生 種苗・苗木、その他

産 計 １，６６３，７７８

額 肉用牛 ４９，９２２

畜 乳用牛（生乳） ６５２，３１３

豚（豚肉） １２，６９７

産 その他 ３０，４８０

計 ７４５，４１２

（平成２１年度苫前町農協資料）
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第２節 林業

現 況 と 課 題

当町の森林は、町域の８５％を占め、貴重な森林資源を有しています。森林は、林業
を支える貴重な資源であるとともに、二酸化炭素吸収による地球温暖化の防止、水源の
涵養（雨水を吸収して水源の枯渇を防ぎ、また、水流が一時に河川に集中して洪水を起
こすことを防ぐ森林）、災害の防止、景観の保全など、多面的な機能を備えています。
近年の木材単価の低迷や外国産材の輸入増加、山村地域の過疎化及び高齢化などの社

会情勢の変化に伴い、森林整備の意欲の低下や不在地主の増加により、森林の荒廃が進
んでいることから、各種事業により、民有林及び町有林の造林などに努めてきたところ
であります、
今後も各種事業の活用による民有林の森林整備に対する支援や町有林の育成を後続的

に実施し、森林の育成による森林機能の活性化や森林資源の充実を図る必要があるとと
もに、事業を展開するための担い手の確保・育成が求められています。

基本方針と施策の概要

① 多面的機能を重視した森林づくり
（１） 森林の有する公益的機能の維持増進のために計画的な造林・育林事業

を進め、水源涵養や山地災害の防止を図るとともに、生活環境や生物多
様性の保全、保健機能など森林の持つ多様な機能の活用を推進します。

（２） 森林の現況を調査するとともに、森林所有者に対する保育管理等の森
林施業の啓発や管理委託システムを推進し、適正な森林整備を図ります。

② 民有林の振興
（１） 地域の中核的な林業事業体である森林組合との一層の連携を図り、森

林所有者による下草刈りや除間伐などの森林施業を促進するなど、民有
林の振興を進めます。

③ 林業経営の安定化
（１） 林業関係団体や林業グループと連携を図りながら、林産資源の付加価

値の検討や技術研修を推進し、活力ある林業経営の展開を図ります。
（２） 森林施業の共同化を促進するとともに、適正な管理のもと発生した生

産材の循環経済及び流通システムの構築を検討します。

④ 木材の利用促進
（１） 健康面や情緒面など木の良さの普及啓発を図り、カラマツや間伐材な

どの木材利用を促進します。

⑤ 森林に対する理解の促進
（１） 植樹祭や森林体験学習など木とふれあう機会や森林・林業に関する学

習機会の充実を図り、森林の持つ機能や効果についての理解を深めます。
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（２） 森林機能や林業についての啓蒙普及を図るとともに、住民がみどりと
ふれあい、親しむための保健・レクリエーション活動の推進に努めます。

（３） 豊かな海づくりなど、環境に配慮した森林づくりを推進します。

⑥ 育苗事業の推進
（１） 育苗事業の充実など「育てる」林業を一層推進するとともに、林業従

事者の雇用の場の確保を図ります。

⑦ 団体の育成と連携強化
（１） 林業関係団体の育成とともに、団体と連携を取りながら林業後継者の

育成を促進します。

主 な 施 策

① 多面的機能を重視した森林づくり
（１） 計画的な造林・育林事業の促進
（２） 森林所有者に対する保育管理等の森林施業の啓発や管理委託システム

の推進

② 民有林の振興
（１） 下草刈りや除間伐などの森林施業の促進

③ 林業経営の安定化
（１） 林業資源の付加価値化の検討及び技術研修の推進
（２） 森林施業の共同化の促進と循環型経済及び流通システムの構築検討

④ 木材の利用促進
（１） 木材に対する理解普及啓発と地元木材の利用促進

⑤ 森林に対する理解の促進
（１） 森林を生かした自然体験学習の推進
（２） 保健・レクリエーション活動の推進
（３） 豊かな海づくりなどのための森づくりの推進

⑥ 育苗事業の推進
（１） 育苗事業の充実と林業従事者の雇用の場の確保促進

⑦ 団体の育成と連携強化
（１） 森林組合組織の充実強化
（２） 林業グループや後継者の育成
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◯ 森林面積及び蓄積

区 分
㎥森 林 面 積（ｈａ） 森 林 蓄 積（千 ）

計 天然林 人工林 無立木地 その他 計 針葉樹 広葉樹

国有林 30,841 24,867 5,349 625 3,237 1,145 2,092

道有林 951 624 290 8 29 137 84 53

町有林 847 574 209 64 99 44 55

私有林 5,786 3,306 2,012 468 549 286 263

総 数 38,425 29,371 7,860 540 654 4,022 1,559 2,463

（北海道林業統計 平成２２年４月１日現在）

第３節 水産業・漁港

現 況 と 課 題

当町の水産業は、沿岸漁業を主としており、カレイ・タコ・コンブ・ウニ、さらには、
沖合漁業のエビ、海面養殖業のホタテなど、四季折々の漁獲があります。水産資源は無
尽蔵ではなく、安定した供給のためには水産資源と漁場の適正な管理が必要であること
から、ウニ種苗放流などを実施し、獲る漁業からつくり育てる栽培漁業・資源管理型漁
業への転換を図っています。
近年は食品衛生対策の向上やＨＡＣＣＰ（食品の原料の受け入れから製造・出荷まで

の全ての工程において、危害の発生を防止するための重要なポイントを継続的に監視・
記録する衛生管理手法）対応、消費者ニーズに伴う安全・安心な水産物の供給が求めら
れていることから、当町では製氷・冷凍・冷蔵施設の整備、或いは、雪を活用した定温
荷捌所の整備を促進しながら、水産物の品質向上に努めているところです。
しかし、近年の異常気象や災害による水産資源の減少や航路・漁場における漂砂の堆

積、漁業就労者の減少と高齢化など、漁業経営の安全・安心が大きな課題となっている
ところであり、また、海産物への付加価値添加や観光業との連携による加工品の開発が
求められています。
一方、本町水産業の拠点漁港である苫前漁港は、マリンビジョンモデル地域の指定を

受け、国直轄による沖合整備が進んでおり、道内外から入港する外来船乗組員から早期
完成が望まれています。

基本方針と施策の概要

① 漁業基盤の整備
（１） 苫前漁港は、マリンビジョンモデル地域の指定を受け、水産物生産拠

点漁港として沖合整備が進められていますが、引き続き関係機関と連携
を図りながら、衛生管理対策に向けた施設づくりを進めます。

（２） 力昼漁港の安全な漁港利用を図るため、漁港施設の老朽化に対応した
補修整備を関係機関と連携を図りながら計画的に進めます。
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② 資源管理型漁業の推進
（１） 浅海資源の種苗放流（ウニ）、ニシンやヒラメの放流、ハタハタなど

の増殖及び栽培漁業に対し、魚介類の資源の保護増大に向けた支援を実
施するとともに、環境等の調査研究を推進します。

（２） 沿岸の磯焼け対策と漁業資源の増大のため、既存漁場の再生と新たな
漁場及び藻場造成の整備を進めます。

③ 担い手の確保・育成
（１） 漁業後継者の育成や仲間づくり、パートナー対策を推進するとともに

高齢化による労働力の低下に対応し「漁業体験教室」の実施や「漁業担
い手育成支援事業」などによる新規就業者の受け入れを図ります。

（２） 女性従事者が経営や地域活動に参画しやすい環境づくりを進めるとと
もに、高齢者の豊富な経験や技術を活かせる活躍の場の確保を図ります。

④ 漁業経営の改善
（１） 関係機関と協力し、漁業経営指導の充実・強化を促進するとともに、

漁業金融制度の効果的活用のもとに足腰の強い経営への体質強化を図り
ます。

（２） 生産コストの低減や効果的な操業体制づくりの促進に努め、漁業経営
の協業化と体質強化を図ります。

（３） 沖合に毎年トドが来遊し、漁具被害の増大で操業を見合わす状況とな
っていることから、トドの来遊期に駆除・追い払いなど漁業被害の防止
に努めます。

⑤ 高付加価値化の促進
（１） 産学官の連携を強化し、本町の産品を活かしたブランド品の開発、販

路拡大など、水産物の付加価値向上に向けた取り組みを促進します。

⑥ 環境との調和
（１） 豊かな海づくりのための森づくりを進めます。
（２） リサイクルを基本とした漁業系廃棄物の適正な処理を推進するととも

に、排出量の抑制に向けた取り組みを推進します。

⑦ 団体の育成と連携強化
（１） 漁業関係団体の育成とともに商工業団体をはじめ、全ての業種との連

携強化、消費者との交流を進め、住民が一体となった漁業振興に努めま
す。

⑧ 快適で潤いのある漁港環境の形成
（１） 隣接する海水浴場、オートキャンプ場、町営風力発電所や苫前漁港ダ

ブルデッキと連動した漁港環境整備地区を都市交流拠点として位置づけ
観光客及びプレジャーボート利用者と漁業者が、一体に活用できる総合
的な海洋ゾーンの振興を図ります。
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主 な 施 策

① 漁業基盤の整備
（１） 苫前漁港及び力昼漁港の整備促進

② 資源管理型漁業の推進
（１） 人工礁などの漁場造成の推進
（２） 魚介類の増養殖事業の促進
（３） 栽培漁業技術の開発促進
（４） 資源保護対策の促進

③ 担い手の確保・育成
（１） 漁業士などリーダーの育成と後継者・担い手対策の推進
（２） 女性従事者が経営や地域活動に参画しやすい環境づくりの醸成と高齢

者の活躍の場の確保

④ 漁業経営の改善
（１） 漁業金融制度の効果的な活用による経営体質の強化
（２） 生産コストの低減や効率的な操業体制づくりの促進
（３） とど被害防止対策の積極的な推進

⑤ 高付加価値化の促進
（１） 産学官と連携した新製品やブランドの開発、さらに付加価値向上に向

けた取り組みの促進

⑥ 環境との調和
（１） 豊かな海づくりのための森づくりの推進
（２） 漁業系廃棄物の適正処理の推進と排出量の抑制に向けた取り組みの促

進

⑦ 団体の育成と連携強化
（１） 青年部・女性部をはじめとした各種組織の育成強化と他団体との連携

強化

⑧ 快適で潤いのある漁港環境の形成
（１） 都市住民等との交流促進拠点を目指した漁港環境整備地区海洋ゾーン

の振興
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◯ 漁獲高推移
（単位 数量：トン・金額：千円）

年度別 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年

漁獲別 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額

に し ん 20 5,871 14 5,271 27 9,406 22 9,263

さ け 6 1,184 2 670 1 199 2 571

ひ ら め 20 28,949 24 30,302 39 45,691 20 19,914

かれい類 376 111,391 398 121,444 486 128,181 375 97,726

ほ っ け 39 1,335 22 904 78 3,833 96 3,661

そ い 2 1,343 3 3,019 4 2,509 4 1,943

か す べ 14 12,153 14 14,059 18 15,580 26 19,197

あぶらこ 1 274 1 281 1 516 1 332

え び 209 272,156 198 262,276 209 273,118 147 214,197

すけそう 20 1,256 20 1,298 55 3,268 52 2,625

た ら 9 2,123 15 2,738 19 4,246 34 4,080

はたはた 4 3,524 4 3,242 11 7,321 3 1,980

い か 973 281,677 326 100,913 690 185,062 518 118,371

た こ 371 194,641 306 156,973 272 122,644 283 104,490

ほ た て 2,899 889,880 2,716 901,981 2,900 866,205 2,925 863,545

な ま こ 61 164,824 61 170,780 62 188,391 62 215,393

こ ん ぶ 9 14,113 6 12,216 7 9,354 8 11,567

う に 5 3,497 7 6,315 7 5,487 8 6,245

そ の 他 109 27,281 91 24,730 101 30,414 94 25,985

計 5,147 2,017,472 4,228 1,819,412 4,987 1,901,425 4,680 1,721,085

（平成２１年１２月末現在）

◯ 漁船数（動力船） ◯ 経営体系

区 分 隻 区 分 経営体系

船外機 ６８ 個 人 ６５

０～ ３ｔ ２ 会 社 ５

３～ ５ ２３ 漁 協 １

５～ １０ ２０ 共同経営

１０～ ２０ １ 計 ７１

２０～ ３０ （平成２１年１２月末現在）

３０～ ５０

５０～１００ １

合 計 １１５

（平成２１年１２月末現在）
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第４節 商業・鉱工業

現 況 と 課 題

商業は、モータリーゼーションの発展等により、近隣市町への移動時間短縮により消
費者の行動範囲の拡大、また、近隣市町との地域間競争や大型商業施設の進出によって
購買力が流出しており、既存商店にとって大きな問題となっています。
今後は、既存商店の廃業に伴う生活・買い物弱者対策に傾注を図りながら、地場産品

の販売や飲食メニュー等の開発による他地域との差別化や魅力ある商店街の形成など、
販売力の向上への取り組みや農商工との連携が必要となっているとともに、地域資源を
活かしたコミュニティビジネス（地域が抱える課題を地域資源を活かしながらビジネス
的な手法によって解決しようとする事業のこと）、スモールビジネスなどの地域の実情
に即した多様な分野における新規事業の立ち上がりを支援するための幅広い情報提供や
共同利用施設の整備に向けた取り組みが重要となっています。
鉱工業では、本町には食料品・製造業（水産加工業）、木材・木製品製造業などがあ

り、町内おける貴重な雇用の場となっているとともに、地域経済を支える主要な産業と
なっています。しかし、景気の低迷により、事業所数は横ばいで推移しているものの製
造業出荷額は減少傾向にあります。
今後も地場産品の付加価値向上に向けた製造業の育成強化に努めるとともに、企業の

誘致に向けた積極的な働きかけが必要となっています。

基本方針と施策の概要

① 既存企業の振興
（１） 地域資源を活用した新規事業への支援など、既存企業の活性化を図り

ます。
（２） 中小企業の育成のために、北海道との連携を強化し、社会情勢にあっ

た融資制度を提供して経営安定策を図ります。
（３） 消費者ニーズの的確な把握に努めるとともに、各地域内の商業区域の

特色づくりを図るなど、多機能を備えた商店街の再構築を検討します。
（４） 商工会を取り巻く環境は、依然厳しいものであり、北海道が策定した

「財政立て直しプラン」に基づく補助金制度や指導体制の見直しにより、
商工会の運営に大きな影響を与えています。このことから、 商工会の
広域化及び財政状況を踏まえた環境変化に対応すべく、事業化・拡充に
向けたアクションプラン、さらには、組織体制強化・拡充に向けたアク
ションプランの実践に向け、商工会と常に連携しながら協議・検討を行
うとともに、情報を共有しながら可能なものから指導・支援します。

② 活発な商業活動の促進
（１） 中小小売店の組織化など商業機能の充実を支援します。
（２） 商工会との連携によりイベントなどの協働事業の展開を促進します。
（３） 生活・買い物弱者に対応した商業活動を検討します。
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（４） 生活関連サービス業の創出やコミュニティビジネスなどの支援につい
ては、少子・高齢化といった社会構造の変化や健康志向の高まりなど、
生活者の意識の多様化などにより新たなニーズが見込まれ、また、多種
多様な雇用の場を生み出すなど、雇用創出効果が期待されることから、
関係機関と連携を図りながら積極的に推進します。

（５） 現在、苫前地区の国道沿線、さらには、古丹別地区の道道沿線におい
ても空き店舗などが目立っています。このことから、まちなかの空洞化
が懸念されることから、民間の創意工夫を得ながら、賑わいのあるまち
づくりに向けて検討します。

③ 企業誘致の促進
（１） 関係機関と連携し、地場産業や地域資源と関連の強い業種を中心に、

企業誘致の取り組みを進めます。
（２） 新規企業が立地しやすい環境を整えるなど、企業立地の促進を図りま

す。

④ 活力ある地域の産業づくり
（１） 地域産業の育成や競争力強化のため、農林水産業と食品関連産業や観

光関連産業との連携など、異なる産業間の連携の場づくりを進め、新製
品の開発や販路拡大などの取り組みを支援し、個性や品質、安全・安心
などの強みを持った良質な地域の加工品等のブランド化を促進します。

主 な 施 策

① 既存企業の振興
（１） 地域資源を活用した新規事業への支援促進
（２） 経営の近代化と経営体質の強化を図るための制度資金の充実
（３） 後継者の育成と研修機会の拡充
（４） 消費者ニーズに対応した多機能な商店街の再構築に向けた検討
（５） 商工会の広域化や事業強化・拡充などに向けた支援

② 活発な商業活動の促進
（１） 中小小売店の組織化など商業機能の充実
（２） 商工会との連携したイベントの促進
（３） 消費者ニーズの把握と生活・買い物弱者に対応した商業活動の検討
（４） 生活関連サービス業の創出やコミュニティビジネスなどの支援
（５） 空き店舗などを活用した「コミュニティハウス」の構築に向けた検討

③ 企業誘致の促進
（１） 立地企業への優遇措置の拡大に向けた検討などを含めた企業誘致の促

進
（２） 新規企業が立地しやすい環境のための教育機関の充実や住宅環境、福

利厚生などの労働環境の向上に向けた整備
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④ 活力ある地域の産業づくり
（１） 地場産品の付加価値を高める産業の育成
（２） 農商工が連携した地域資源の活用による新たな商品開発の推進
（３） 異業種間交流の促進

◯ 商業の状況

業 種 別 商店数 従業者数 年間商品販売額

一般卸売業 ４件 １３人 ４３９百万円

各種商品小売業 ４１ １４２ １，４０７

織物・衣類・身のまわり品小売業 ４ ９ ３８

飲食料品小売業 １４ ６２ ７０１

自動車・自転車小売業 １ － －

家具・建具・じゅう器小売業 １４ １３７ ２７５

その他の小売業 １６ ５６

総 数 ９４ ４１９ ２，８６０

（平成１９年商業統計調査）

◯ 工業の状況

業 種 別 工場数 従業者数 製造品出荷額

食料品・製造業 ４件 ５０人 ×百万円

土石製品製造業 － － －

木材・木製品製造業 １ ６ ×

プラスチック製品製造業 １ ４ －

出版・印刷・製造業 － － －

総 数 ６ ６０ －

（平成２０年工業統計調査）

第５節 観光

現 況 と 課 題

近年の観光ニーズは、自然、健康、本物体験の指向が高まる中、多様化や個性化の傾
向を増やしてきており、旅行形態も小グループや家族、個人旅行などが主流になりつつ
あるとともに、インターネットや情報産業の普及に伴い、自分で観光スポットを探し、
費用節約型の観光指向も増加しています。
また、全国的に自然環境に対する関心や農漁村の価値を再認識する気運が高まる中、

本町の自然や風土・食・景観などを取り組んだ体験型観光（地域の産業資源を学習や体
験することにより、ものづくりの原点に触れること）を求める傾向も増えていることか
ら、新たな取り組みが必要となっています。
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本町は、海と山に囲まれていることから、この地域特性を活かし、とままえ地区では
ホワイトビーチ、オートキャンプ場、温泉宿泊施設「とままえ温泉ふわっと」などが一
体的に整備されています。また、上平地区には、国内最大規模の風力発電施設が稼動し
ており、風車の見学に訪れる観光客やツアー客など交流人口が増加しています。さらに
は、古丹別地区では、みどり豊かな緑ヶ丘公園、宿泊及び公衆浴場を兼ね備えた青少年
研修センター「ななかまどの館」があり、憩いの場として活用されています。
近年におけるゆとりある生活の指向、余暇の増大、自然環境への関心の高まり等の要

請を踏まえると、地域滞在型の促進に向けた観光客が満足できる施設の整備・拡充、観
光ホスピタリティの向上など、ハード面からソフト面まで考慮した受け入れ体制の整備
・充実や、観光の魅力を高めるための幅広くきめ細かな観光情報を的確に提供するとと
もに、観光推進体制の整備・拡充が求められています。また、夏型観光から脱却するた
めに、観光の通年化をめざす滞在型観光への転換も求められています。

基本方針と施策の概要

① 観光振興の体制づくり
（１） 観光協会を中心として、地域住民、行政が連携し、観光推進体制の整

備拡充・強化を図るとともに、管内各市町村との協力による広域的な観
光推進体制の確立や相互連携の強化を図ります。

（２） 観光物産パンフレットの作成・配付、ホームページの活用、町内外の
観光物産イベントへの積極的な参加・出品などによるＰＲの推進を図り
ます。

（３） 観光を担う指導的人材やリーダーの育成・確保を図るとともに、地域
住民を対象とした啓発や研修機会の充実を図りながら、観光振興に対す
る自立型の運営形態を検討します。

② 観光拠点などの充実
（１） 町内の観光拠点を結ぶネットワークづくりを進めます。
（２） 観光資源を最大限に活用した施設の充実と観光客のニーズにあった事

業の展開を図ります。
（３） 町内の観光施設等を結ぶ道路網・歩道・駐車場・休憩施設・案内標識

等の整備拡充を促進し、町内外流動人口の受け皿としての観光基盤の整
備を図ります。

③ 地域資源を活かした観光・物産振興
（１） 地域資源を活用した新しい観光資源の発掘と活用推進を図ります。
（２） 豊かな自然環境や農漁村が広がる景観を活かしながら、ファームイン

や体験観光施設などの環境整備を促進し、グリーンツーリズムを推進す
るとともに、地域の体験型ツーリズムの事業化を促進するため、コーデ
ィネート機能の立ち上がりを支援します。

（３） 農水産物や加工品など地域の特色を活かした物産の情報や地域の情報
を広くＰＲするなど、販路拡大を促進します。

（４） 凧あげ大会などを活用した冬のアウトドア型観光の推進と新たな観光
資源の開発に取り組みます。

（５） 風車まつり、北海道凧あげ大会、桜まつり、ふるさと祭り等のイベン
トの充実を図るとともに、産業間の連携を図り、魅力あるイベントづく
りを進めます。
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（６） 地域の自然や産業、さらに風車等を定見・見学する観光企画の開発や
地域素材を活用したグルメ観光企画の開発に努めます。

④ 心に残るホスピタリティ（おもてなし）の充実
（１） 高齢者や障がいのある人に配慮し、バリアフリー化に対応した観光関

連施設の整備を推進します。
（２） 観光産業の人材の育成を図るとともに、ホスピタリティ研修会や外国

人観光対応の接遇研修会などの開催を支援するとともに、アウトドア資
格制度によるアウトドアガイドの育成を図ります。

主 な 施 策

① 観光振興の体制づくり
（１） 観光協会を中心とした観光推進体制の整備拡充・強化と広域観光づく

りの推進
（２） 観光物産パンフレットの作成・配付とホームページの活用による観光

ＰＲの推進と観光物産イベントへの積極的な参加・出品
（３） 地域リーダーなどの育成・確保と研修機会の充実

② 観光拠点などの充実
（１） 町内観光拠点を結ぶネットワークづくり推進
（２） 観光資源を最大限に活用した施設の充実と観光客のニーズにあった事

業の展開
（３） 計画的な観光施設の整備促進と効率的な維持管理の推進

③ 地域資源を活かした観光・物産振興
（１） 地域資源を活用した新しい観光資源の発掘と活用の推進
（２） 自然や温泉を活用した滞在型観光の推進とコーディネート機能の支援
（３） 自然・産業とふれあう体験型観光の推進
（４） 農水産物や加工品など地域の特色を活かした物産の情報提供
（５） 凧あげ大会などを活用した冬のアウトドア型観光の推進と新たな観光

資源の開発
（６） 産業間との連携による魅力あるイベントづくりの促進
（７） 既存イベントの充実に向けた観光企画の開発
（８） 地域素材を活用したグルメ観光企画の開発

④ 心に残るホスピタリティ（おもてなし）の充実
（１） バリアフリー化に対応した観光施設の整備拡充
（２） 地域ぐるみで観光客をもてなす心を大切にするホスピタリティ運動の

推進
（３） アウトドアガイド資格制度によるアウトドアガイドの育成
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◯ 観光施設入込数
（単位：人）

観 光 施 設 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

ホワイトビーチ ４４，３９１ ２４，８１２ １９，０３８ １５，６４９

夕陽ヶ丘オートキャンプ場 ５，２７０ ５，３４７ ４，７６３ ３，５３２

とままえ温泉ふわっと ７２，８０３ ７２，４８２ ６２，１０１ ８４，６１４

（企画振興課資料）

第６節 風力発電事業

現 況 と 課 題

近年、世界的に化石燃料（石油・石炭等）枯渇の危機が叫ばれ、さらに既存エネルギ
ー消費による環境への影響（地球温暖化・オゾン層破壊等）が、大きく問われています。
本町では、年間風速７．５ｍ／ｓという風況特性を有効な資源として利用し、現在町

の「夕陽ヶ丘ウィンドファーム・風来望（苫前夕陽ヶ丘風力発電所）」と民間２社によ
る「上平グリーンヒルウィンドファーム（苫前グリーンヒルウィンドパーク・苫前ウィ
ンビラ発電所）」が稼動しており、風力発電の最適地として、地球環境問題への貢献と
地方自治体自らの先進地をアピールしながら、まちのイメージアップに努めています。
町内に設置されている同施設は、日本国内における風力発電設置総出力の約２．４％（平
成２２年４月現在）に相当する総発電出力５２，８００ｋＷと国内でも有数の規模を誇
っており、地球温暖化防止活動自治体として、環境省をはじめ、多くの関係団体より表
彰を受けたところであります。
今後は、世界規模で地球環境問題が重要視される中、新エネルギーの町として引き続

き積極的な視察対応や情報提供を行い、風力発電の普及を推進するとともに、「風かお
るまち」の実践のため、風力発電施設や風車模型等を活用した環境教育の推進が求めら
れています。
また、風力発電推進市町村全国協議会等を通じて全国的な風力発電の連携を図りなが

ら、運転開始１２年目を迎えた町営風力発電所の安定的な運営と自主管理体制の充実も
求められています。

基本方針と施策の概要

① 風力事業の健全な運営
（１） 風力発電事業の長期的な視点に立った見通し、効率的な施設整備と適

正管理に努め、経常収支の均衡を図りながら、健全な事業経営を維持し
ます。

（２） 風力事業に関する広範な情報の発信と、風力事業のＰＲを充実すると
ともに、住民の理解と協力が得られるよう風力経営に努めます。

② 町営「夕陽ヶ丘ウィンドファーム・風来望」の地域振興施策の検討
（１） 町営風力発電施設からの発生電力の有効活用と周辺の公共施設への供

給・消費を検討します。
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③ 環境を重視したまちづくりの促進
（１） 風力事業を基盤とした取り組みとして、住民一人ひとりが、日常の生

活や生産活動において、快適な環境に配慮した行動を心がけるよう、環
境教育の充実や住民参加型のイベントを開催し、風力発電事業の理解と
環境にやさしいまちづくりを進めます。

主 な 施 策

① 風力事業の健全な運営
（１） 計画的かつ効率的な維持管理の推進
（２） 健全な事業経営の維持・推進
（３） 風力発電事業に関する情報発信の充実

② 町営「夕陽ヶ丘ウィンドファーム・風来望」の地域振興施策の検討
（１） 風車公園の整備充実に向けての検討
（２） 公共施設等への供給電力システムの検討

③ 環境を重視したまちづくりの促進
（１） 自然・産業とふれあう体験型観光の推進
（２） 風力発電施設を活用した環境教育や学習の推進
（３） 環境基本施策の構築とその実践に伴う再生可能エネルギーの検討

◯ 町内における風力発電施設の状況

発電所名など 総出力 規 模 設置者

夕陽ヶ丘ウィンドファーム・風来望 ２，２００ｋＷ ６００ｋＷ× ２基 苫前町
１，０００ｋＷ× １基

苫前グリーンヒルウィンドパーク ２０，０００ｋＷ １，０００ｋＷ×２０基 （株）ユーラスエ

エナジー苫前

苫前ウィンビラ発電所 ３０，６００ｋＷ
１，５００ｋＷ× ５基 （株）ドリーム

１，６５０ｋＷ×１４基 アップ苫前

合 計 ５２，８００ｋＷ ４２基

（企画振興課資料）

第７節 雇用・労働者対策

現 況 と 課 題

全国的には景気が上昇しているものの、回復基調が遅れている道内においては、依然
厳しい雇用環境にあり、特に新規学卒者の就職環境が厳しくなっています。
本町においても、企業誘致の推進や既存企業の活性化などにより、魅力ある雇用の場

を創出することが大きな課題となっています。
また、季節労働者の安定的な雇用や、高齢者、障がい者の雇用の場の確保が求められ

ています。



- 99 -

基本方針と施策の概要

① 新たな雇用と産業を支える人材の育成
（１） 農林水産業への新規就業など、多様な就業機会の確保を図るため、新

規就業者への研修・教育をはじめとする受け入れ体制の整備、就業希望
者に対する情報提供、安定で働きやすい農林水産業の職場環境の整備を
進めます。

（２） 地域内における雇用創出を一層促進するため、一村一雇用おこしをは
じめとする雇用開発の推進に取り組みます。

（３） 離職者の再就職の促進や従業員の資質向上を図るため、事業主や公共
職業安定機関などの緊密な連携のもと、訓練ニーズ等を的確に把握し、
一層実効性のある就業訓練に取り組みます。

（４） 既存企業の育成や企業誘致に努めるとともに関係機関と連携し、事業
創設及び拡大による雇用創出を目指す事業者への支援を行ない、雇用の
場の拡大・確保を図ります。

（５） 冬期間における就労の場の確保に努めるとともに、季節労働者が通年
就労できるよう事業者、季節労働者への支援を行います。

（６） 高齢者の就業機会の拡大を図ります。
（７） 障がい者の雇用促進のため、事業主に対して責任ある役割分担を求め

ていきます。

主 な 施 策

① 新たな雇用と産業を支える人材の育成
（１） 地域に密着した雇用対策の推進
（２） 一村一雇用おこしをはじめとする雇用開発の推進
（３） 留萌地域人材開発センターと連携した職業訓練等の充実
（４） オロロン留萌中部・北部通年雇用促進協議会と連携した季節労働者の

通年雇用促進
（５） 高齢者及び障がい者の就業機会の確保
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基本計画（まちづくりを推進するために）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

１住民参画の まちづくり懇談会の推進と行政施策報告会の開催 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

推進 まちづくり基本条例の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

まちづくり町民意見提出制度の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

まちづくり提案箱の設置 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

政策・予算概要説明書の発行 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

親しみやすい広報誌の編集・発行 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ホームページの充実 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

出前トークや住民アンケートなどの積極的な推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

地域担当職員配置制度の充実強化 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ふるさと応援寄附金条例の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

２行政運営の 職員の資質向上の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

推進 まちづくり座談会の実施 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

予算編成における町長査定の公表 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

各種審議会委員の公募制の拡大 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

臨時窓口の開設 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

簡素で効率的な「小さな役場」づくりの推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

各種統計調査の実施 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

３広域行政の 留萌地域活性化協議会事業計画の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

推進 構成市町村との連携強化（地域づくり連携会議など） 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

北海道から権限移譲される事務の拡充（受け皿として） 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

電算システムの共同化に向けた調査・研究の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

地域主権型社会に向けた調査研究 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

４財政運営の 財政健全化プランの推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

健全化 財政指標等の積極的な公表 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

町税や使用料の徴収強化の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

町有財産（遊休資産など）の売却処分の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

新たな自主財源の確保に向けた調査研究 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
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基本計画（住みよい町の快適計画）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

１道路・交通 一般道道羽幌原野古丹別（停）線公安事業の推進 道 ◯

体系 旭長島線（交通安全・歩道新設）
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

（１）道路 Ｌ＝１，９００ｍ、Ｗ＝２．５ｍ

北香川１号線（改良・舗装）
町 ◯ ◯

Ｌ＝５００ｍ、Ｗ＝４．０ｍ

昭和原野線（改良・舗装）
町 ◯

Ｌ＝３７０ｍ、Ｗ＝４．０ｍ

苫前高台１号線（改良・舗装） 町 ◯ ◯
Ｌ＝５００ｍ、Ｗ＝４．０ｍ

東川川南線（改良） 町 ◯
Ｌ＝７３０ｍ、Ｗ＝４．０ｍ

上平高台１号線
町 ◯

Ｌ＝３５０ｍ、Ｗ＝４．０ｍ

北星団地通線
町 ◯

Ｌ＝４７０ｍ，Ｗ＝５．０ｍ

古丹別西３条線
町 ◯

Ｌ＝７０ｍ、Ｗ＝４．０ｍ

（２）橋梁 港幌内線（幌内橋） 町 ◯
Ｌ＝１３．５２ｍ（上部工・下部工補修）

旭長島線（忠進橋） 町 ◯
Ｌ＝５．５０ｍ（上部工・下部工補修）

長島５線道路線（修栄大橋）
町 ◯

Ｌ＝１６４．８０ｍ（桁塗装）

長寿命化修繕計画の策定（橋梁）
町 ◯ ◯

Ｎ＝４６橋

（３）農道 留萌中部５期地区広域営農団地農道整備事業（改良）
道 ◯ ◯

Ｌ＝２，７７５ｍ

（４）道路環 町道維持管理の推進

境整備 ＝排水管清掃、交通安全施設整備、維持管理などの 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

業務、道路照明新設・取替工事

除雪対策事業の推進

＝産業道路除雪、生活道路除雪、道路排雪、 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

流雪溝管理などの業務

快適な道路環境の整備

＝ボランティア・サポート・プログラムへの支援、

＝シーニックバイウェイ北海道に伴う「萌える天北 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

オロロンラインルート」の認定に向けた取り組み

への支援
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基本計画（住みよい町の快適計画）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

（５）交通体 通学定期運賃補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

系 生活路線バス等維持費補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

バス待合所管理業務 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

上平・古丹別間のフリー乗降化の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

定期的な町内循環バスの運行に向けた検討 町 ◯

２簡易水道 羽幌原野古丹別（停）線水道管移設事業
町 ◯ ◯ ◯

ＰＰΦ５０ｍｍ Ｌ＝１，４６０ｍ

水資源の確保

＝浄水場・取水場管理及び保守点検、 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

量水器及び漏水調査などの業務、量水器取替工事

３下水道 特定環境保全公共下水道事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

下水道浄化センター維持管理業務 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

受益者負担支援制度の充実

＝水洗便所改造等補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝水洗便所等利子補給補助事業

４住宅・宅地 住宅リフォーム促進助成事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

公営住宅の改修整備
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝維持管理業務、下水道接続工事

高齢化などに配慮した住まいづくりの推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

空き家・廃屋対策の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

５環境衛生 ゴミ収集・処理の充実

＝一般廃棄物収集、一般廃棄物処理手数料収集など 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

の業務、羽幌町外２町村衛生施設組合負担金

合併処理浄化槽設置整備事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

広域し尿処理施設（ミックス事業）整備事業 羽幌町 ◯ ◯

環境基本計画の策定と環境保全条例の制定に向けた検
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

討

葬斎場管理業務 町 ◯ ◯ ◯

広域火葬場整備事業 町 ◯ ◯

６環境緑化・ 植樹祭の実施 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

公園 フラワースマイル事業（花いっぱい運動）の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

古丹別水辺の楽校での体験活動の実践 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

公園・緑化等の維持管理の充実
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝古丹別緑ヶ丘公園管理業務

７交通安全・ 交通安全組織や安全指導体制の強化・充実

防犯 ＝苫前町交通安全協会補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝苫前町交通安全推進協議会交付金

交通安全施設と交通環境の整備・充実 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

防犯体制の充実 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
＝苫前町防犯協会交付金

防犯灯の適正配置と老朽化に伴う更新 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
＝街灯設置・維持補助事業
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基本計画（住みよい町の快適計画）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

８消防 水槽付消防ポンプ自動車更新（苫前）
北留萌消防 ◯

３，０００㍑ Ⅱ型 １台

水槽付消防ポンプ自動車更新（古丹別）
北留萌消防 ◯

５，０００㍑ Ⅱ型 １台

消防用強制排気設備設置（苫前） 北留萌消防 ◯

高圧洗浄機（苫前） １台 北留萌消防 ◯

消防及び救急体制の充実 北留萌消防 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

９防災 屋外拡声方式無線設備 町 ◯

苫前町耐震改修促進計画の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

１０国土保全 古丹別川広域基幹河川改修事業＝岩見～東川地区 北海道 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

・治水・ 番屋の沢川砂防事業 北海道 ◯

治山 海岸浸食及び越波対策の要請 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

１１地域情報 高速・超高速インターネット事業者の誘致 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

化・通信 ネットワークコミュニティの形成に向けての検討 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

網 行政情報システムの充実・更新 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

電算システムの共同化に向けた調査・研究の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

１２自然環境 自然環境保全の推進
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

保全・景 ＝海岸漂着流木等処理業務、クリーンアップ日本海

観保全 環境基本計画の策定と環境保全条例の制定に向けた検 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
討（環境条例の制定を含む）
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基本計画（ふれあう町の健康計画）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

１保健活動・ 保健予防活動の充実
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

医療体制 ＝各種検診（健診）業務

母子保健の充実
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝妊婦及び乳幼児健康診査、各種予防接種業務

健康づくり意識の啓発

＝苫前町食生活改善推進協議会補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝風呂なし世帯入浴料金割引補助事業

保健指導車購入事業 町 ◯ ◯
軽自動車１台・普通自動車１台

苫前厚生クリニック改修工事 町 ◯

へき地患者輸送車更新事業 町 ◯
２９人乗マイクロバス

苫前厚生クリニック経営損失補償金 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

へき地患者輸送車運行業務 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前厚生クリニックの遊休病棟の活用に向けた検討 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

２地域福祉 地域福祉プラットホーム型システムの構築に向けた検
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

討

地域福祉活動の促進

＝苫前町社会福祉協議会運営事業、苫前町遺族会運 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

営事業、民生委員協議会活動の充実

３高齢者・介 苫前幸寿園浄化槽等設備資金借入償還補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

護福祉 生きがいデイサービスセンター管理委託事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

居宅介護支援事業所開設準備補助事業 町 ◯

ヘルパー車更新事業 社協 ◯ ◯ ◯ ◯

福祉有償運送事業 町・社協 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

敬老会の開催 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

緊急通報システム設置事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

介護サービス利用者負担軽減事業補助 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

生きがい活動支援事業補助 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

訪問看護ステーション利用促進事業補助 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

老人クラブ連合会運営事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前町高齢者事業団運営事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

老人保護措置事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

４児童・ひと 留萌中部地域子ども発達支援センター運営事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

り親家庭の 乳幼児等医療給付事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

福祉 ひとり親家庭等医療給付事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
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基本計画（ふれあう町の健康計画）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

５保育・子育 社会福祉法人運営費補助
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

て支援 ＝（社）苫前福祉会、（社）古丹別福祉会

保育所運営委託事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

地域子育て支援センター運営事業補助 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

保育施設・環境の整備 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

保育サービスの充実

＝障がい児保育、学童保育、延長保育、休日保育事 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

業の拡充に向けた検討

放課後児童健全育成事業の充実強化 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

６障がい者福 移動支援事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

祉 相談支援充実・強化事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

重度心身障害者医療費給付事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前町身体障がい者福祉協会運営事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

障がい者自立支援事業・障がい者自立支援対策推進事
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

業

７生活保護者 自立援助の促進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

福祉
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基本計画（心ゆたかな町の創造計画）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

１学校教育 苫前・古丹別小学校耐震診断整備
町 ◯ ◯ ◯ ◯

＝校舎、屋内運動場

学校給食の充実 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

児童・生徒輸送業務 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

小中学校施設整備 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

英語指導助手招致事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前商業高等学校後援会補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

若者交流センター管理委託事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

２各世代教育 乳幼児（家庭）教育の推進

＝ラッコクラブ、のびのびサークル、カンガルース

クール、なかよし広場、幼児教育セミナー、子育 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

てメルマガ・メール相談、教育講座の実施

＝子育てサポーターの養成

少年教育の充実

＝とままえふるさと塾、読書感想文コンクールの実
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

施

＝苫前町子ども会育成連絡協議会補助事業

青年・成人教育の充実

＝青年講座、成人講座、成人学級、成人式、苫前町 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
女性大会、男女共同参画出前講座の実施

＝苫前町女性団体連絡協議会補助事業

高齢者生きがい対策の充実
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝寿いきいき教室の実施

地域力教育力の向上

＝学社融合、フラワースマイル事業、地域を見守る
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

集いの実施

＝ふるさと教育セミナーの開催

公民館修繕事業 町 ◯
＝ボイラー等

３芸術・文化 芸術・文化活動の育成と支援

・文化財 ＝舞台鑑賞友の会補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝文化協会補助事業

芸術・文化事業の推進

＝公民館フェスティバル、桑名市長島町文化作品交 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

流展、小中学校書道美術展の実施

芸術・文化鑑賞機会の充実

＝児童生徒・一般向け芸術鑑賞事業、各種展覧事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

の実施
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基本計画（心ゆたかな町の創造計画）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

歴史的文化の保存・継承と活用

＝資料館特別展の実施

＝指定文化財、埋蔵文化財の管理
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝くま獅子保存会補助事業

＝凧あげ大会実行委員会補助事業

＝郷土史研究会補助事業

４図書活動 図書活動の推進

＝あったかだっこすきすき絵本、本とあそぼう、 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
移動図書室、ブックステーション、図書室フェス

ティバル、相互貸借の実施

５スポーツ・ スポーツ・レクリエーション活動の推進

レクリエー ＝チャレンジデー、町民マラソン、町民ソフトボー

ション ル、町民体力テスト、風車ウォーキング、フット 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

サルフェスティバル、アクアウォーキングスクー

ル、ジュニア水泳教室等の実施

指導者・組織の育成と支援

＝総合型地域スポーツクラブの設立と育成・支援 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝体育協会補助事業、Ｂ＆Ｇ事業参加補助事業

高齢者の体力向上の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
＝高齢者体力向上事業の実施

スポーツセンター修繕事業 町 ◯
＝フロア等

６国際化・国 国際交流支援事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

際交流 国際情勢理解教育などの実践 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

７地域間交流 ふるさと会との交流促進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

住民がふれあえる機会の充実

＝緑ヶ丘公園さくら祭り実行委員会補助事業
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝苫前、古丹別、力昼ふるさと祭り実行委員会補助

事業

８地域づくり 地域集会施設維持補助（交付金）事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

・定住 苫前町への移住促進対策の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

空き家情報の提供（苫前町住まいるネット制度） 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

廃屋対策の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

９男女共同参 男女共同参画の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

画・人権 特設人権心配ごと相談所の開設 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

１０消費者生 苫前町消費者協会運営補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

活 消費者行政の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
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基本計画（活力ある町の躍動計画）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

１農業・畜産 畜産担い手育成総合整備事業 （財）北

業 草地整備 １６０ｈａ、畜舎１棟他、 海道農業 ◯ ◯

草地造成 ２ｈａ 開発公社

道営草地整備事業（公共牧場中核型）
道 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

草地整備 ２００ｈａ、畜舎１棟他

道営ため池等整備事業（一般型）
道 ◯

堤体工 一式他

中山間地域総合整備事業（生産基盤型） 道 ◯ ◯
区画整理、暗渠排水他

基幹水利ストックマネジメント事業 道 ◯ ◯ ◯

基幹水利施設管理事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

国営造成施設管理体制整備促進事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

東川・西古丹別・川北地区ほ場整備事業負担金 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

持続的農業・農村づくり促進特別対策事業負担金 道 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

農地・水・環境保全向上対策事業負担金 道 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

農業経営基盤強化資金借入利子補給補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

次世代農業者支援関連資金利子補給補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

台風１８号災害対策資金利子補給補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

農業支援対策事業補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

中山間地域等直接支払交付金 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

中留萌酪農ヘルパー利用組合補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前町酪農組合補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前町家畜畜産物自衛防疫組合補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

上平共同利用模範牧場の運営 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

畜産環境整備リース事業補助 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前町鳥獣被害防止計画の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

２林業 農林有害鳥獣等駆除事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

民有林造林事業補助 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

民有林除間伐事業補助 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

森林整備地域活動支援交付金 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

分収林及び町有林の整備

＝分収造林地下刈工事、町有林人工造林地除伐工事 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

分収造林地除伐及び枝打ち工事

民有林振興普及指導事業補助 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

留萌中部森林組合補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

森林整備促進事業委託業務 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
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基本計画（活力ある町の躍動計画）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

３水産業・漁 苫前漁港特定漁港漁場整備事業 国 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

港 水産物供給基盤機能保全事業＝力昼漁港 道 ◯ ◯ ◯ ◯

海岸漂着物処理機械借上事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

磯根資源づくり事業補助 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

磯根資源管理事業補助 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

環境・生態系保全活動支援事業負担金 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前救難所補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

漁業近代化資金利子補給補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

漁業経営健全化促進資金利子補給補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前町鳥獣被害防止計画の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

漁港利用適正化推進指導業務 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

エビ篭オーナーｉｎ苫前実行委員会補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

４商業・鉱工 苫前町中小企業振興資金利子補給補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

業 苫前町商工会補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前町中小企業特別融資貸付金 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前町中小企業特別小口金融貸付金 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前町商工会の広域化や事業化・拡充に向けた支援 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

空き店舗などを活用した「コミュニティハウス」の構 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
築に向けての検討

苫前町工業振興条例の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

地域産業間の連携強化に基づく新商品などの調査・研 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
究への支援

５観光 苫前町観光協会補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ＨＯＫＫＡＩＤＯグルメ＆フェスティバルの参加促進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

小中学生等の受入による自然体験学習の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

るもい食ロード構想や風土資産観光に係る広域研究の
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

推進

道の駅「風Ｗとままえ」の拡充・食のブランド化の構 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
築

シーフロントパーク関連の管理委託及び修繕事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

イメージアップ苫前推進協議会補助事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

イベント開催費の助成 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
＝風車まつり、凧あげ大会、ふるさと祭りなど

新日本海地域交流センター管理委託及び改修事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ななかまどの館管理委託及び改修事業 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
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基本計画（活力ある町の躍動計画）

（平成２３年度～平成２７年度）

中項目 事業（施策）名 事業主体 事 業 期 間

（小項目） 23 24 25 26 27

６風力発電事 町営「夕陽ヶ丘ウィンドファーム・風来望」の維持管

業 理 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＝風力発電保守点検業務

風力発電を活用した環境教育や学習の推進 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

苫前町ウィンドファームに対する視察対応の推進及び
町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

積極的なＰＲの推進

７雇用・労働 労働者就労前健康診断委託 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

者対策 雇用と産業を支える団体への参画

＝留萌管内町村勤労者共済会

留萌地方人材開発センター運営協会 町 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

オロロンライン留萌中部・北部通年雇用促進協議

会
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苫前町民憲章

１．心と体をきたえ、元気ではたらき、活気あふれる豊かなまちをつくります。

１．教養をたかめ、視野を広げて、北方の風土に根ざした、心豊かなうるおいのある
まちをつくります。

１．きまりを守り、たがいに助け合って、明るく住みよいまちをつくります。

１．未来をつくる若い芽を育て、希望にみちた力みなぎるまちをつくります。

１．自然を愛し、環境をととのえ、きれいなまちをつくります。

第４次苫前町総合振興計画・後期基本計画 策定の体制

第４次苫前町総合振興計画・後期基本計画の策定は、以下のような体制で進められま
した。

議決 答申
議 会 町 長 苫前町開発審議会

提案 諮問
提
案

計画策定委員会 ＝住民参加の最高決定機関
＊各種産業団体からの推薦や

提 一般公募による委員会構成
案

庁内策定検討作業チーム
＊本部長＝副町長
＝庁内の最高決定機関

庁内プロジェクトチーム
＊課長補佐・主幹・係長で構成

事 務 局
＊企画振興課まちおこし係
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苫前町総合振興計画策定委員会設置要綱

苫前町総合振興計画策定委員会設置要綱（平成２２年苫前町訓令第２４号）

（設置目的）
第１条 持続的発展可能な自主自立のまちづくりの推進を図るため、「第４次苫前町総
合振興計画・後期基本計画」（以下「振興計画」という。）の策定にあたり、苫前町総
合振興計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所管事項）
第２条 委員会は、第４次苫前町総合振興計画・前期基本計画の課題等の分析により、
５年後に向けてあるべき苫前町の将来像の展望について必要な事項を検討し、効果的
かつ現実的な町政の課題解決のための政策展開とする振興計画を町長に提言する。

（組織）
第３条 委員会は、委員１９名以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから、町長が
委嘱する。

（１）公募による町民
（２）町内の産業団体等より推薦を受けた町民
（３）その他、町長が指名する者
２ 委員の任期は、最終の提言がなされた日までとする。

（委員長及び副委員長）
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
３ 委員長は会務を総理し、会議の議長とする。
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）
第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。
２ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又
は必要な協力を求めることができる。

（庶務）
第６条 委員会の庶務は、企画振興課まちおこし係において行う。

（その他の事項）
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同
意を得て委員長が定める。

附 則
（施行期日）

１ この要綱は、平成２２年１１月２６日から施行する。
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苫前町総合振興計画策定委員会 委員名簿

（敬称略、順不同）
団体名・職名 氏 名 備 考

苫前町農業協同組合 参事 酒 井 丈 幸
苫前町農業協同組合青年部 部長 清 水 勧 一
苫前町農業協同組合女性部 部長 早 川 友 子
北るもい漁業協同組合苫前支所 支所長 高 野 末 喜
北るもい漁業協同組合苫前青年部 部長 杉 本 武 春
北るもい漁業協同組合苫前女性部 部長 久 野 絹 枝
苫前町商工会 会長 菊 地 暢 委員長
苫前町商工会青年部 部長 千 葉 勇 一
苫前町商工会女性部 部長 渡 部 豊 子
苫前建設協会 副会長 山 本 啓 一
苫前地区町内会連合会 幹事長 宮 本 貞 博
古丹別連合町内会 監事 桧 森 正 春
苫前町老人クラブ連合会 副会長 小松谷 悟
社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会 会長 笹 原 進
苫前町教育委員会 委員長 岡 田 裕 幹
苫前町体育協会 副会長 佐 藤 鬨 夫
苫前町文化協会 会長 松 岡 満 雄
苫前町子ども会育成連絡協議会 会長 早 川 日出利 副委員長
苫前町 副町長 竹 内 勝

合 計 １９名

苫前町総合振興計画策定委員会 事務局名簿

所 属 氏 名 備 考
企画振興課長 平 井 幸 喜 事務局長
企画振興課長補佐兼まちおこし係長 小 澤 哲 也
企画振興課 まちおこし係 田 中 房 子

合 計 ３名
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〒０７８－３７９２
北海道苫前郡苫前町字旭３７番地の１
苫前町役場 企画振興課まちおこし係

電 話：０１６４－６４－２２１２
Ｆ Ａ Ｘ：０１６４－６４－２１４２
Ｅメール：hirai.koki@town.tomamae.lg.jp
苫前町ホームページ

：http://www.town.tomamae.lg.jp/


